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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの複数小片と該コンテンツの複数小片の表示すべき順序とを特定する再生リ
ストに従って、該コンテンツの複数小片を表示するように構成された複数のディスプレイ
を有するデジタル看板ネットワーク上にコンテンツを表示する、コンピュータで実行され
る方法であって、
　該コンピュータが、コンテンツの第１の小片とコンテンツの第２の小片との間のペアワ
イズによるコンテンツ相関性データを受け取るステップと、
　該コンピュータが、該ペアワイズによるコンテンツ相関性データに基づいて、該コンテ
ンツの第１の小片と該コンテンツの第２の小片とが同一の所望の視聴者行動に影響を与え
ることが期待されるかどうか、を決定するステップと、
　該コンピュータが、該コンテンツの第１の小片と該コンテンツの第２の小片とが該同一
の所望の視聴者行動に影響を与えることが期待されると決定されたとき、該コンテンツの
第１の小片および該コンテンツの第２の小片の一方に曝された視聴者が、該コンテンツの
第１の小片および該コンテンツの第２の小片の他方に関するデータ収集の間に存在しない
ようにして、該コンテンツの第１の小片と該コンテンツの第２の小片との間での該所望の
視聴者行動への持ち越し効果を低減する方法で、該コンテンツの第１の小片と該コンテン
ツの第２の小片とを１つ以上の再生リストに割り当てるステップと、
　該コンピュータが、該１つ以上の再生リストを１つ以上のディスプレイに割り当てるス
テップと、
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　を含む方法。
【請求項２】
　該再生リストに従って、該ディスプレイ上に該コンテンツの該２つの小片を表示するス
テップ、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　該持ち越し効果は、視聴者が、あるロケーションで該コンテンツの第１の小片を見、同
一のロケーションで該コンテンツの第２の小片が表示されるときに所望の視聴者行動を示
すときに生じるロケーション内の持ち越し効果である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ブロック化要因によって規定されたブロックに該再生リストを割り当てるステップ、を
更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　該ブロック化要因は、コンテンツの各小片が該所望の視聴者行動に効果的に作用可能な
最適化要因であり、看板のロケーション要因、時間帯の要因、または該コンテンツの複数
小片に係る視聴者の期待される社会経済的地位を示す要因、の少なくとも１つを含む、請
求項４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、２００７年７月３日に出願された米国仮特許出願第６０／９４７，８１４号の
利益を主張するものであり、当該出願について米国特許法（３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．）第１１
９条ｅ項の下で優先権を主張すると共に、当該出願を参照によって本願に組み込む。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、通信コンテンツの配信に関し、より具体的には、配信パターンによってコン
テンツの有効性の測定が可能となるような方式で通信コンテンツを配信することに関する
。
【背景技術】
【０００３】
　小売り環境における視覚情報は、多くの場合、広告コンテンツの形を取る。そのような
コンテンツは、本質的に説得力があり、典型的には、売り上げを増加すること、ブランド
志向を強化すること、又は消費者の忠誠心を生むことなど、建設的なビジネスインパクト
を生じる目的で、視聴者の態度、認識、及び行動に影響を与えるように設計される。
【０００４】
　２００２年において、例えば、一般に購買時点（ＰＯＰ）と呼ばれる小売り環境で使用
された広告コンテンツの総支出は、米国では１７０億ドルと見積もられ、世界的には１年
当たり４３０億ドルを上回った。このような支出水準により、市場投資に対して更に重大
な説明責任を求めるブランドオーナーの経営者の間で、更に多くの精細な調査結果が集め
られてきた。
【０００５】
　マーケティング最高責任者（Chief Marketing Officer）の平均在任期間が、産業界の
情報源によると、推定で２２．９ヶ月に短縮しているため、測定可能な成果に対する必要
性もまた、同様にますます重要となっている。したがって、マーケティング指導者らは、
限られた貴重な時間で、自身のマーケティング努力による結果を、測定可能に証明するこ
とになる。マーケティングリサーチは、リサーチ業界の一部をなすものであり、従来より
、相関的又は対応対照の研究を用いて目的に対する広告コンテンツの成果を評価するもの
であった。しかしながら、これらの「最良実施（best practice）」マーケティングリサ
ーチの方法論は、マーケティング分析の専門家によって大いに批評されてきたように（例
えば、ドン・Ｅ．シュルツ（Don E. Schultz））「マーケットリサーチがマーケティング
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の衰退の原因である（Market Research Deserves Blame for Marketing's Decline）」、
マーケティングニュース（Marketing News）、２００５年２月１５日）、マーケティング
メッセージと業績との因果関係を確実に表すものではない。それでもなお、マーケティン
グリサーチの支出は現在、これらの種類の研究を含めて、米国だけでも毎年８０億ドルと
見積もられている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、タイムスロットサンプルにコンテンツの複数小片を割り当てて、その割り当
てられたコンテンツの効果を測定するためのシステム及び方法に関する。本発明の実施形
態による方法は、コンテンツの各小片を実験コンテンツ又は対照コンテンツとして識別す
るペアワイズによるコンテンツ相関性データを受け取る工程を含む。それらの方法は、コ
ンテンツ相関性データを使用して、タイムスロットサンプルに実験又は対照コンテンツの
複数小片をアルゴリズム的に割り当てる工程を更に含み、その工程において、特定のタイ
ムスロットサンプルに割り当てられた付加的なコンテンツの複数小片は、その特定のタイ
ムスロットサンプルに既に割り当てられていた実験コンテンツ小片に対して規定される、
同一でない関連する実験コンテンツの複数小片を除外する。
【０００７】
　本発明のシステムの実施形態は、プロセッサとプロセッサに連結されたメモリーとを有
する。メモリーは、コンテンツの各小片を実験コンテンツ又は対照コンテンツとして識別
するペアワイズによるコンテンツ相関性データを記憶するように構成される。プロセッサ
は、コンテンツ相関性データを使用してタイムスロットサンプルに実験又は対照コンテン
ツの複数小片を割り当てるプログラム命令を実行するように構成され、特定のタイムスロ
ットサンプルに割り当てられた付加的なコンテンツの複数小片は、その特定のタイムスロ
ットサンプルに既に割り当てられていた実験コンテンツ小片に対して規定される、同一で
ない関連する実験コンテンツの複数小片を除外する。
【０００８】
　各実施形態は、プロセッサによって実行可能な命令が記憶される、コンピュータで読み
取り可能な記憶メディアに関する。命令は、コンテンツの各小片を実験コンテンツ又は対
照コンテンツとして識別するペアワイズによるコンテンツ相関性データを受け取ることを
含むプロセスを実施するように実行可能である。それらの命令は、コンテンツ相関性デー
タを使用して、タイムスロットサンプルに実験又は対照コンテンツの複数小片をアルゴリ
ズム的に割り当てることを含む更なるプロセスを実施するために実行可能であり、特定の
タイムスロットサンプルに割り当てられた付加的なコンテンツの複数小片は、その特定の
タイムスロットサンプルに既に割り当てられていた実験コンテンツ小片に対して規定され
る、同一でない関連する実験コンテンツの複数小片を除外する。
【０００９】
　上記の課題を解決するための手段は、本発明の各実施形態又はすべての実現形態を記載
することを意図したものではない。本発明の利点及び達成は、本発明をより完全に理解す
るのと共に、添付の図面に関連する以下の詳細な説明及び特許請求の範囲を参照すること
によって明らかになり、また評価されよう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】本発明との関連でロケーション間の交絡の理解をそれぞれ容易にする図。
【図１Ｂ】本発明との関連でロケーション内の交絡の理解をそれぞれ容易にする図。
【図２Ａ】本発明の実施形態に従って通信コンテンツを配信しそのコンテンツの有効性を
算定するために、コンピュータ支援によって実施されるプロセスを示す流れ図。
【図２Ｂ】本発明の実施形態に従って通信コンテンツを配信しそのコンテンツの有効性を
算定するために、コンピュータ支援によって実現されるプロセスを示す流れ図。
【図３】本発明の実施形態に従って真実験の制約に整合する通信コンテンツをアルゴリズ
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ム的にスケジュールし提示することに関連するネットワーク設定及びデータ集積を伴うプ
ロセス。
【図４Ａ】本発明の実施形態に従って通信コンテンツを配信しそのコンテンツの有効性を
算定することに関連する、ロケーションの持ち越し効果を統制するプロセス。
【図４Ｂ】本発明の他の実施形態に従って通信コンテンツを配信しそのコンテンツの有効
性を算定することに関連する、ロケーションの持ち越し効果を統制するプロセス。
【図５】本発明の実施形態に従って真実験の制約に整合する通信コンテンツをアルゴリズ
ム的にスケジュールし提示するプロセス。
【図６Ａ】本発明の実施形態に従ってタイムスロットサンプルを生成することを伴う様々
なプロセス。
【図６Ｂ】本発明の実施形態に従ってタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当てる
ことを伴う様々なプロセス。
【図６Ｃ】本発明の実施形態に従って、完全無作為化プロセスを使用してタイムスロット
サンプルにスケジュールを分解するために使用し得るアルゴリズムの実施形態。
【図６Ｄ】本発明の実施形態に従って、順次に生成されたタイムスロットサンプルにスケ
ジュールを分解するために使用し得るアルゴリズムの実施形態。
【図６Ｅ】本発明の実施形態に従って、実験計画の再生リストを作成するために用い得る
アルゴリズムのプロセス。
【図６Ｆ】本発明の実施形態に従って、コンテンツの相対的有効性を試験するためにタイ
ムスロットサンプルにコンテンツを割り当てるアルゴリズムのプロセス。
【図６Ｇ】実験的コンテンツの各小片が同じ数のタイムスロットサンプルに割り当てられ
るように、本発明の実施形態に従って制約付き無作為化プロセスを使用してタイムスロッ
トサンプルにコンテンツを割り当てるアルゴリズムのプロセス。
【図６Ｈ】サンプルサイズ要件が確実に満たされるように、本発明の実施形態に従って、
サンプルサイズ要件を入力として受け取り、制約付き無作為化プロセスを使用してタイム
スロットサンプルにコンテンツを割り当てるアルゴリズムのプロセス。
【図６Ｉ】本発明の実施形態に従って、完全無作為化プロセスを使用して、ただし最適化
要因の制約を加えてタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当てる、アルゴリズムの
プロセス。
【図６Ｊ】本発明の実施形態に従って、完全無作為化プロセスを使用して、ただしブロッ
ク化要因の制約を加えてタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当てる、アルゴリズ
ムのプロセス。
【図７Ａ】本発明の実施形態に従ってタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当てる
アルゴリズムのプロセス示し、ここで、コンテンツの個々の小片は、タイムスロットサン
プルよりも短いものとなる。
【図７Ｂ】本発明の実施形態に従ってタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当てる
アルゴリズムのプロセスを示し、このアルゴリズムは、関心持続時間の間にロケーション
の交絡がないようにする。
【図７Ｃ】１日当たりのタイムスロットサンプルの数が、本発明の実施形態に従って実施
される実験を完了するまでの期間に与える劇的な影響。
【図７Ｄ】１日当たりのタイムスロットサンプルの数が、本発明の実施形態に従って実施
される実験を完了するまでの期間に与える劇的な影響。
【図７Ｅ】１日当たりのタイムスロットサンプルの数が、本発明の実施形態に従って実施
される実験を完了するまでの期間に与える劇的な影響。
【図７Ｆ】１日当たりのタイムスロットサンプルの数が、本発明の実施形態に従って実施
される実験を完了するまでの期間に与える劇的な影響。
【図７Ｇ】ロケーションの数が、本発明の実施形態に従って実施される実験を完了するま
での期間に与える劇的な影響。
【図７Ｈ】ロケーションの数が、本発明の実施形態に従って実施される実験を完了するま
での期間に与える劇的な影響。
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【図７Ｉ】ロケーションの数が、本発明の実施形態に従って実施される実験を完了するま
での期間に与える劇的な影響。
【図７Ｊ】ロケーションの数が、本発明の実施形態に従って実施される実験を完了するま
での期間に与える劇的な影響。
【図８Ａ】あるシステムの構成要素を示し、このシステムはエキスパートシステムであっ
てもよく、これらの構成要素は、真実験又は真実験の制約を有する様々なサブプロセスの
計画を容易にすることを含め、本発明の実施形態に従って様々な方法論を実現するように
構成され得る。
【図８Ｂ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有する様々なサブプロ
セスを計画するために、計画プロセッサ及びユーザーインターフェイスによって実施され
るプロセスを示す流れ図。
【図８Ｃ】真実験の要素。
【図８Ｄ】本発明の実施形態に従って、真実験若しくは真実験の制約を有する様々なサブ
プロセスを計画し、その実験を遂行するか若しくはそのようなサブプロセスを実施し、実
験データを分析し、かつ／又は、真実験若しくは真実験の制約を有するサブプロセスの結
果を解釈するように構成されたシステムを示すブロック図。
【図９Ａ】本発明の実施形態に従って、実験計画プロセッサによって実施され得るプロセ
スの概要を表す流れ図。
【図９Ｂ】本発明の実施形態に従って、実験計画プロセッサによって実施され得るプロセ
スの概要を表す流れ図。
【図９Ｃ】本発明の実施形態に従って、実験計画プロセッサによって実施され得るプロセ
スの概要を表す流れ図。
【図９Ｄ】本発明の実施形態に従って、実験計画プロセッサによって実施され得るプロセ
スの概要を表す流れ図。
【図９Ｅ】本発明の実施形態に従って、実験計画プロセッサによって実施され得るプロセ
スの概要を表す流れ図。
【図１０Ａ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｂ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｃ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｄ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｅ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｆ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｇ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｈ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
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【図１０Ｉ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｊ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｋ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｌ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｍ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｎ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｏ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１０Ｐ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画するために使用されるプロセスのいくつかでユーザーに提示され得る質問を示す表
示画面のスクリーンショット。
【図１１Ａ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画してデジタル看板通信コンテンツの有効性を試験する能力を組み込み得るデジタル
看板システムのブロック図。
【図１１Ｂ】本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス
を計画し、遂行し、分析してデジタル看板コンテンツを評価するように構成されたシステ
ム。
【００１１】
　本発明は種々の修正及び代替の形態に容易に応じるが、その細部は一例として図面に示
しており、また詳しく説明することにする。ただし、本発明は記載される特定の実施形態
に限定されるものではないことを理解されたい。逆に、その意図は、添付の特許請求の範
囲で定義される本発明の範囲に含まれるすべての修正物、等価物、及び代替物を網羅する
ことである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　例示する実施形態の以下の説明において、添付の図面を参照するが、その図面は本願の
一部をなすものであり、また本発明を実施し得る様々な実施形態を実例として示すもので
ある。本発明の範囲から逸脱することなく、これらの実施形態を利用することができ、ま
た、構造的な変更がなされ得ることを理解されたい。
【００１３】
　莫大な金額が通信に費やされており、通信されるコンテンツと受信者に対するその有効
性との因果関係が現在、正確に理解できないことから、よりデータ駆動型のマーケティン
グ有効性に対する実業界の要求が、近年、著しく増加してきた。ある程度の因果性が、通
常のマーケティングリサーチ技術を使用して明らかにされ得るとしても、そのリサーチの
結果は通常、マーケティングキャンペーンが完了してかなり後にならないと利用できない
。したがって、これらのリサーチ結果は、最大の価値があるときに、すなわち、キャンペ
ーンの結果を調整し最大限にする機会がまだ存在する間に、すぐに利用可能な情報を提供
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するものではない。これらの及び他の状況により、通信の構想を確認し、これらの構想を
検証するのに役立てるための、また、制作され配信された後に、それらの有効性を実用的
な時間フレーム内で測定し評価するためのマーケティングリサーチの重要性が高まってき
た。
【００１４】
　実験的及び非実験的という、リサーチの２つの主要な部類がある。本開示は、概して、
「真の」実験リサーチを遂行するためのシステム及び方法に関し、また、独立した実用性
と有用性とを有するサブシステム及びそのようなシステムのサブプロセス並びに方法に関
する。しかしながら、本明細書で説明する本発明のシステム及びプロセスは、真実験の一
部として使用されるとき、特定の有用性を見出すものであるが、本明細書で説明するシス
テム、プロセス、及び方法論の多くは、真実験の状況以外にも有用性と価値とを見出すも
のである。
【００１５】
　例えば、真実験の一部として説明するシステム及びプロセスの様々な態様（例えばサブ
システム及びサブプロセス）は、準実験、相関的研究、又は他の形式の非実験的リサーチ
において実践されてもよい。本明細書で説明する様々なシステムの態様及び方法論を実践
することで、真実験的でないシステム及び方法論の効率及び精度を著しく改善することが
できる。したがって、本明細書で説明するプロセス、方法論、システム、及び装置は、真
実験的リサーチの状況でのみ使用するように限定されるものではなく、非実験的又は準実
験的リサーチ及び相関的研究など、他の形式のリサーチにおいて有利に使用され得ること
を理解されたい。
【００１６】
　実験は、典型的には、２つ以上の変数の間に関連が存在するか否かを実験的に判断する
ために遂行され、また典型的には、１つ以上の独立変数と１つ以上の従属変数との間に関
連が存在すると仮定する１つ以上の仮説を形成することで始まる。例えば、製薬会社の研
究者は、患者が服用する新薬の量が患者の血圧と関連するという仮説を生成することがあ
る。様々なタイプの実験が、それらの実験で交絡変数の効果を減じるか又は除去すること
ができる方式及び程度によって区別され得る。交絡変数は、独立変数の水準と共に系統的
に変動し得る要因である。しかしながら、「真実験」によってのみ因果関係を実験的に判
断し得るのであり、それゆえに、例えば、食品医薬品局は、新薬の有効性に関するデータ
を提供するために「真実験」を使用することを要求している。
【００１７】
　独立変数とは、実験中に実験者によって規定又は操作される変数であり、例えば、薬が
患者に投与される量及び／又は頻度である。従属変数とは、患者の血圧など、独立変数の
値で予測されると仮定される変数である。次いで、実験者は実験を遂行して、製薬実験に
おいて患者に投与される薬の量が患者の血圧に関連するか否かなど、独立変数と従属変数
との間に実際に関連があるか否かを判断する。
【００１８】
　また、交絡変数は、従属変数にも影響を与えることがある。これらの交絡変数は、実験
における主要な関心事ではないが、従属変数に影響を与え、したがって、独立変数と従属
変数との因果関係を不明確にし得る。実験者は、独立変数と従属変数との因果関係を理解
しようと試みているが、これらの交絡変数は、実験の結果を解釈不能なものにすることが
ある。交絡変数の一部の例には、ホーソーン効果、順序効果、ロケーション間の交絡及び
ロケーション内の交絡などの持ち越し効果、需要特性、並びに／又は、例えば、上述の製
薬実験における被験者の体重など、独立変数の水準と共に系統的に変動し得る任意の他の
要因が挙げられる。
【００１９】
　交絡変数は、どの要因（変数）が、観測された従属変数の変化を引き起こしたのかを知
ることを困難に又は不可能にする。実験中に適切に統制されない交絡変数が存在すること
で、独立変数と従属変数との因果関係について統計的推測を行うことが困難に又は不可能
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になる。
【００２０】
　様々なタイプの実験が、それらの実験で交絡変数の効果を減じるか又は除去することが
できる方式及び程度によって区別され得る。因果性を確実に明らかにする唯一のリサーチ
方法論は、真実験である。「真実験」という用語は、以下の３つの特徴が存在するはずで
ある実験を意味する。
【００２１】
　１．少なくとも２つの水準の独立変数が存在する。
【００２２】
　２．サンプルが、独立変数の水準に無作為的に割り当てられる。つまり、実験における
各サンプルが、等しい見込みで独立変数の水準に割り当てられる。
【００２３】
　３．交絡を統制するか又は除去する何らかの方法が存在する。
【００２４】
　上記の３つの特徴のいずれかを欠く実験は真実験ではなく、多くの場合、準実験又は相
関計画と呼ばれる。真実験によってのみ、独立変数と従属変数との因果関係に関して統計
的推論を引き出すことが可能となる。準実験及び相関計画により、独立変数と従属変数と
の関連を定めることが可能となり得るが、それらの関連が因果的であるか否かを判断する
ことは不可能である。様々なタイプの実験計画（真実験を含む）が、例えば、キャンベル
、Ｄ．Ｔ．（Campbell, D. T.）及びスタンリー、Ｊ．Ｃ．（Stanley, J. C.）「リサー
チのための実験及び準実験計画（Experimental and Quasi-Experimental Designs for Re
search）」、ランド・マクナリー（Rand McNally）（１９６３）で述べられてきた。
【００２５】
　準実験及び相関計画には、「第３変数の問題（third variable problem）」及び「方向
性の問題（directionality problem）」として知られる難点がある。第３変数の問題とは
、実験の結果が、統制されていないか又は無作為化されていない他の変数によって引き起
こされた可能性があるということである。第３変数の問題の有名な例は、溺死とアイスク
リームの売り上げとに大きな正相関が存在するという発見である。しかしながら、ほぼ確
実に、アイスクリーム以外の他の変数（例えば気温であり、気温は、人々がアイスクリー
ムを買う原因となると共に、人々が泳ぎに行く原因となる）によって、その相関が説明さ
れるのが実情である。
【００２６】
　マーケットリサーチャーは、相関的研究の発見事項の原因である可能性があり、また多
くの場合、原因となっている多数の第３変数に直面している。方向性の問題とは、変数Ｂ
の変化を引き起こしたのは変数Ａである可能性があり、あるいは、変数Ｂが変数Ａの変化
を引き起こした可能性があるということである。盛んに議論されている方向性の問題の例
が、暴力的なメディアを見ることと攻撃的な行動との高い相関性である。方向性の問題は
、暴力的なメディアが攻撃的な行動を引き起こすか否かを知ることに対する障害の１つで
ある。暴力的なメディアを見ることが攻撃的な行動を引き起こす可能性もあり、また、攻
撃的な行動に向かう傾向が、暴力的なメディアを人々が楽しむ原因となる可能性もある。
マーケティングリサーチにおける方向性の問題の一例は、実際には、販売促進のメディア
と交互作用することが購入行動を引き起こす可能性もあり、また購入しようとする意図が
販売促進のメディアとの交互作用を引き起こす可能性もあるということである。
【００２７】
　相関的研究は、本明細書におけるインターネット分析の説明によって明らかであるよう
に、最も熟練したマーケティング担当者にも広く利用されている。相関的研究では、例え
ば、特定の広告コンテンツがデジタル看板上で再生されていた同じ期間中の販売時点（Ｐ
ＯＳ）データが比較される。この手法では、競合する販売促進又は試験期間内に発生する
経済状態の変化など、同様に業績に影響を与えた可能性のある多数の要因を考慮すること
ができない。したがって、任意の相関的手法と同様に、この方法では因果作用を判断する
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ことができない。
【００２８】
　もう１つの広く利用されている手法である対応対照の研究では、デジタル看板を使用す
る一定数の試験店、及び多くの点で類似しているがデジタル看板を使用しない、慎重に選
ばれた「対応」対照店の集合が識別される。次いで、同じ期間中の売り上げが比較される
。看板が設置される前に試験店と対照店が同一であるか否かを知ること、そして、看板シ
ステム及びコンテンツ以外の事象が、店同士の間の観察された相違を引き起こしたのか否
かを知ることが不可能であるため、対応対照の研究は、相関的研究と同じ制限を有してい
る。つまり、試験店及び対照店における事象及び条件は、根本的に異なることがしばしば
あり、基本的には無視される。対応対照の方法論を利用してこの制限を克服する唯一の方
法は、非常に多数の店を試験条件及び対照条件に無作為的に割り当てることであり、これ
は通常、実行不可能であると考えられる。更に、デジタル看板のネットワークを展開する
（roll-out）決断が、これらのデータを使用して下された場合、看板のない対照群が失わ
れ、デジタル看板システムの有効性の更なる測定及び最適化が不可能となる。
【００２９】
　マーケティングメッセージを配信でき、かつ消費者の反応を観測し追跡できる「閉ルー
プ」を提供するため、インターネットは、測定可能なマーケティング通信の「金本位制」
を提供するものとして表面的には確立されてきた。ほとんどの場合、その反応は、１回の
マウスクリック若しくは一連のマウスクリック、又はウェブページ上で過ごす持続時間、
又はオンライン行動を追跡する、個々のコンピュータに設定された「クッキー」を使用す
る多数の監視サービスによって追跡される他の測定基準の形を取る。
【００３０】
　極めて高度化された分析機能が、いくつかの優れたインターネットメディア会社によっ
て、また専門的なインターネット中心のマーケティング分析会社によって開発されてきた
。これらの機能には、クリックスルー率など、メッセージバージョンと性能測定基準との
相関を表す、ユーザー反応のいわゆる「リアルタイム」追跡と組み合わされた多数のメッ
セージバージョンのアルゴリズム的配信が含まれる。相当な努力が、これらの機能を向上
させ拡張することに重点を置いて絶えずなされており、その価値は、最近の注目を集める
数十億ドル規模の買収から明らかなように、市場によって確認されてきた。
【００３１】
　インターネット形式の測定手法は、技術的には複雑であるが、概念的には単純である。
ある人が、何らかの形の表示装置上でインターネットコンテンツを視聴するとき、その人
の反応は、同じ装置を使用して反応することに、ほぼ例外なく限定される。したがって、
インターネットの閉ループは、極めて簡単なものである。
【００３２】
　実験的な観点において、個々のユーザーはサンプルであり、ウェブページの様々なバー
ジョンは独立変数に対応する。マウスクリックは反応であり、クリックデータは従属変数
に対応する。従属変数データは、実際には、独立変数に対してクリックすることによって
生成され、したがって、従属変数データを収集するという正にその行為が、必然的に、従
属変数データを独立変数データと結び付けることになる。
【００３３】
　通常、クッキーによって有効化される極めて詳細な物理的記録があり、この記録は、ユ
ーザーを識別し、ユーザーのインターネットクリック経路を追跡して、ユーザーが曝され
た独立変数の水準を示すものである。重要なことに、交絡変数が従属変数と独立変数との
間に存在することは希である。
【００３４】
　物理的環境内でディスプレイ上にコンテンツを配信することは、インターネットドメイ
ン内に存在しない交絡に関する可能性に満ちている。物理的環境において、人々は従属変
数データ（例えば、販売時点つまりＰＯＳログ、満足度調査の反応、センサーイベント）
を生成しているが、人々が曝された可能性のある独立変数（例えば、ディスプレイ上のコ
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ンテンツ）の水準に従属変数データを結び付けることは困難である。消費者は店をさまよ
い、ディスプレイ又はディスプレイ上に再生されているコンテンツに気付くことも気付か
ないこともある。更に、再生されるコンテンツは、消費者が視聴範囲内にいる間に変化し
、したがって独立変数の複数の水準に消費者を曝し得る。更に、変化するホテル利用率又
は季節的な気温変動など、おおよそ予測可能な変数から、競合するマーケティング販売促
進及び道路工事など、予測不可能なものまで、多数の他の変数が従属変数データに影響を
与えることもある。
【００３５】
　物理的環境内における２種類の交絡が、極めて困難な測定に関する変化を呈する。それ
らの交絡は、ロケーション間及びロケーション内の持ち越し効果とも呼ばれるロケーショ
ン間の交絡及びロケーション内の交絡である。ロケーション内の持ち越し効果とロケーシ
ョン間の持ち越し効果の双方を有することもあり得る。ロケーション内の持ち越し効果は
、ある実験条件の間（例えば、対照コンテンツが表示されている間）に存在した視聴者が
、別の実験条件の間（例えば、実験コンテンツが表示されているとき）に依然として存在
するときに生じる。ロケーション間の持ち越し効果は、あるロケーションにいる視聴者が
別のロケーションでコンテンツに従って行動するときに生じる。
【００３６】
　以下の例は、ロケーション間の交絡の理解を容易にするものであり、そのロケーション
間の交絡を表したものが図１Ａに示されている。消費者が、自身の職場の近くにある自動
車販売店を訪問し、自動車検査を促進するディスプレイ上のメッセージを視聴する状況を
考える。消費者は、販売店を去る前に検査を依頼することはない（すなわち、消費者はメ
ッセージに反応しない）。その夜、車で帰宅する間、消費者は、検査メッセージについて
考え、家の近くにある別の販売店のロケーションに立ち寄り、検査を依頼する。しかし、
第２の販売店は、そのディスプレイ上に異なるバージョンのメッセージを再生している。
この場合、検査の売り上げは、誤ったメッセージに帰せられる。
【００３７】
　以下の例は、ロケーション内の交絡の理解を容易にするものであり、そのロケーション
内の交絡を表したものが図１Ｂに示されている。自動車販売店を訪問している消費者が、
将来の故障を消費者が回避することができることを示唆することによって自動車検査を促
進するディスプレイ上のメッセージを視聴する状況を考える。それにもかかわらず、消費
者が、この宣伝提案について考える間、節約についての異なる検査関連のメッセージが、
同じディスプレイ上に再生されるが、消費者はこのメッセージを視聴するかもしれないし
視聴しないかもしれない。消費者は、元の「故障を回避する」メッセージを基に検査を依
頼することを決断するが、「節約する」メッセージが再生されている間に依頼を行う。こ
の場合、どちらのメッセージに依頼が帰されるべきかを知ることは不可能である。
【００３８】
　これらの問題により、ブランドオーナーの経営者は、従来のマーケティングリサーチ技
術を利用して得られた結果の真実性を疑問視することになる。売り上げが１０％増加した
という主張は有望に思われるが、ブランドオーナーの経営者は、これらのデータに基づい
てデジタル看板ネットワークを展開することには依然として消極的である。例えば、経験
豊富な経営者は現在、広告コンテンツ「Ａ」が単独で業績「Ｂ」を招いたのか否か、ある
いは、展開が開始された場合にデジタル看板ネットワークからの最大値が取得され得るか
否かを、確信を持って判断することができない。上で議論したように、インターネット分
析は、通常、真実験の特性を有しておらず、したがって多くの場合、多変量回帰分析又は
人工神経回路網など、非実験的な相関的技術に依存している。しかしながら、一部のイン
ターネット実験が、真実験の特徴を含むように設計され得ることが理解されよう。
【００３９】
　本発明は、通信されているコンテンツと受け手に対するその有効性との因果関係の存在
を判断し、その因果関係の強さを測定する方法及びシステムに関する。本発明は、通信コ
ンテンツの配信、及び配信された通信コンテンツの有効性の算定を容易にする方法及びシ
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ステムに関する。本発明の方法及びシステムは、配信パターンによってコンテンツの有効
性を測定することが可能となるような方式で通信コンテンツを配信する態様に関する。本
発明の方法及びシステムは、交絡を統制する及び／又は除去するために、通信コンテンツ
が配信されるパターン（すなわちタイミング及びロケーション）の系統的な制御をもたら
す。
【００４０】
　通信コンテンツは、視覚若しくは聴覚、又は人間の感覚系（例えば、視力及び聴力の他
に、触覚、味覚、及び嗅覚を含めた人間の感覚系の五感）に影響を与え得るか又は人間の
感覚系によって感知され得る任意の形式を含めて、多数の形式を取ることができる。通信
コンテンツは、静的であっても、動的であっても、それらの組み合わせであってもよい。
【００４１】
　通信コンテンツを配信することは、例えば、電子的に、光学的に、音声放送によって、
又は静的若しくは動的画像を通じて図式的に若しくは絵画的に達成することを含め、多数
の方式で達成され得る。通信コンテンツは、小売り店、銀行、ホテル、空港、道路、鉄道
、及び他の公共又は私設空間を含めて、種々の物理的環境に、またそれらの物理的環境内
で配信され得る。通信コンテンツは、静止式又は移動式の構造、装置、及びシステムを介
して提示され得る。
【００４２】
　本発明の実施形態によれば、コンピュータで実現されるシステム及び方法によってタイ
ムスロットサンプルが生成され、タイムスロットサンプルの各々には、クロックタイムが
割り当てられる。各タイムスロットサンプルは、コンテンツが割り当てられ得る、タイム
スロットサンプル持続時間と呼ばれる特定の持続時間と、割り当てられたコンテンツの効
果を測定するためのデータ収集期間とを有する。タイムスロットサンプルのデータ収集期
間は、従属変数データが収集される一定期間である。他の実施形態によれば、コンピュー
タで実現されるシステム及び方法によって、割り当てられたコンテンツの複数小片の効果
を測定するためにディスプレイ上に表示する目的で、タイムスロットサンプルにコンテン
ツの複数小片が割り当てられる。
【００４３】
　本発明のシステム及び方法は更に、通信コンテンツを配信すること、及び真実験の制約
と整合するそのようなコンテンツの効果を算定することに関する。本発明の実施形態は、
コンピュータで実現されるプロセスで使用するために、真実験の制約と整合する通信コン
テンツを表示するための規則を提供することに関する。ルールは、タイムベース型であっ
てもイベント駆動型であってもよく、好ましくは、持ち越し効果などの交絡を統制するか
又は除去する。通信コンテンツは、それらの規則に従って表示される。通信コンテンツの
有効性に関するデータが収集され、通信コンテンツの有効性は、その収集されたデータに
基づいて評価される。
【００４４】
　本発明の実施形態は、配信パターンが、コンテンツの効果を測定するための真実験の制
約を満たすように、１つ以上のディスプレイ全体にコンテンツをアルゴリズム的に配信す
ることに関する。デジタル看板ネットワーク又はインターネットなど、通信コンテンツの
配信ネットワーク上で真実験を実施することで、通信コンテンツと事業成功の測定値（例
えば、売り上げ、センサーイベント、調査データなど）との因果関係の存在が判断され、
その因果関係の強さが測定される。
【００４５】
　本発明の実施形態は、コンテンツ提示パターンが実験計画に正確に対応するように、ア
ルゴリズムを用いて看板コンテンツを自動的にスケジュールし提示する。アルゴリズムの
出力は、実験条件に対応するように従属変数データを分解するための基準として使用され
てもよい。
【００４６】
　例えばデジタル看板のネットワークは、多数の難題を呈するが、そのようなネットワー
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クはまた、放送、ケーブルテレビ、ラジオ、及び出版などの他のメディアと比べて、実験
に理想的な条件を提供する。例えば、テレビ及びラジオに関し、広告主は、どのテレビに
自身の宣伝が放送されるかを制御する（すなわち独立変数を操作する）ことができず、ま
た、製品売り上げに対する宣伝の直接的な効果を測定する（すなわち従属変数に対する独
立変数の効果を測定する）ことができない。ほとんどのマーケティングリサーチの方法論
は、これらのメディアモデルから発展してきたので、マーケットリサーチャーは、真実験
を遂行する可能性を見逃してきたように思われる。
【００４７】
　更なる例として、デジタル看板のネットワークにより、広告コンテンツを正確にスケジ
ュールすること（すなわち独立変数を正確に操作する能力）が可能となる。また、ディス
プレイは通常、製品の近くにあるか、あるいは行動の変化が測定され得る環境内にあるた
め、コンテンツに起因する行動の変化を測定することが可能である（すなわち、従属変数
に対する独立変数の効果を測定することが可能である）。また、目的に対する達成度を評
価するために使用されるデータは、典型的には、実験において容易に使用され得る形式で
既に収集されたものである。
【００４８】
　本発明の方法論によれば、独立変数は好ましくはデジタル看板のコンテンツであり、ま
た、従属変数は、商取引を意味するいかなる測定値（例えば、売り上げデータ、センサー
データ、調査データ）であってもよい。本発明のシステム及び方法を使用すると、交絡を
統制し除去するために、デジタル看板コンテンツがデジタル看板ネットワーク全体に配信
されるパターン（すなわちタイミング及びロケーション）を系統的に制御することが可能
となる。
【００４９】
　デジタル看板ネットワークで使用するために実現された本発明のシステム及び方法は、
高度な内的及び外的妥当性をもたらす。内的妥当性は、変数同士の因果関係を正確に特徴
付ける実験の信頼度を指す。実験室で遂行される実験は、「現実の世界」では通常は可能
でない変数の統制度を実験者にもたらすため、通常、高度な内的妥当性を有する。外的妥
当性は、変数同士の間の任意の因果関係の方向及び強さが、実験室外でも、すなわち現実
の世界においても保たれるという信頼度を指す。例えば、ブランドマネージャーは、内的
及び外的妥当性を管理する問題をはっきりと認識している。例えば、ブランドマネージャ
ーはしばしば、フォーカスグループにおける優先傾向又は行動パターンの尺度が店舗の通
路内に存在するか否かを熟考する。
【００５０】
　従来より、内的妥当性と外的妥当性との間にはトレードオフが存在し、このトレードオ
フは、「内的妥当性の矛盾（the paradox of internal validity）」としてリサーチャー
に知られている。しかしながら、本発明の方法論は、優れた内的及び外的妥当性をもたら
す。デジタル看板ネットワーク全体にわたってコンテンツの提示を無作為化することが可
能であるため、他の要因が実際に独立変数の水準と共に系統的に変動しないようにするこ
とが可能である（したがって、統計的有意性の水準、つまりαは、任意の結果が因果作用
を表している確率を完全に表すようになる）。更に、実験は実際には、従属変数として既
に収集された尺度（例えば売り上げデータ）を使用して現実の世界で遂行されるため、外
的妥当性はほぼ完全なものとなる。
【００５１】
　相関計画及び準実験とは対称的に、本発明の方法論は、商取引上の重大な問題の回答を
得るためにデータが利用され得る速度を同時にかつ劇的に増加させると共に、データの信
頼性をも劇的に向上させるものである。例えば、８００台のディスプレイを有するデジタ
ルディスプレイのネットワークを使用して、コンテンツＡがコンテンツＢよりも効果的で
あることを、ある信頼水準α（通常は０．５に設定される）で知るために十分なデータを
集めるのに、わずか数時間しか要さないこともある。対応対照又は相関的研究を利用する
と、データを収集するのに数ヶ月を要し、結果の信頼度は、おそらくは低いものとなるで
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あろう。留意されたいこととして、最良に計画された相関的研究でさえも、データが収集
されてからかなり後にならなければ、適切に分析することができない。これは、研究の間
に系統的に変動した要因（すなわち交絡）（例えば、天候、経済状況）のリストを編集す
ることが、典型的には重回帰を利用する相関モデルにおいてこれらの変数を数学的に統制
しようと試行するために、統計学上必要となるからである。変数の効果を推定する各試み
には、誤差の可能性が含まれ、その誤差の可能性は累積的である。
【００５２】
　本発明の様々な実施形態の状況において、独立変数は、戦略上のメッセージ、更には、
主要な色又は写真画像の使用のような制作要素などのコンテンツの特性に対応する。少な
くとも２つの水準の独立変数が常に存在し、つまり、双方が実験コンテンツであるか、又
は一方の水準が実験コンテンツであり、もう一方が対照コンテンツである。実験コンテン
ツとは、従属変数に影響を与えると仮定されるコンテンツ（臨床薬の試行実験において試
験される薬（複数可）に類似したもの）である。対照コンテンツとは、従属変数に影響を
与えないと予想される任意のコンテンツ（臨床薬の試行実験におけるプラシーボに類似し
たもの）である。独立変数を操作することは、実験コンテンツか又は対照コンテンツのい
ずれかを異なる時間に異なるロケーションで看板上に提示されるように割り当てることを
伴う。種々の水準の独立変数が、種々の看板及び種々のロケーションに無作為的に（以下
で議論するように制約付きで）割り当てられる。従属変数は、コンテンツによって影響を
受けると仮定される任意の変数（例えば、売り上げデータ、購入前の行動を測定するセン
サーデータ）であり得る。
【００５３】
　交絡変数は、上で議論したように、従属変数に影響を与え、したがって、独立変数と従
属変数との正確な因果関係を不明確にし得る。実験が、例えば二重盲検であり、適当な無
作為化がなされている場合、考えられる交絡の種類は２つしかなく、それは上述の持ち越
し効果（例えば、ロケーション間及びロケーション内の交絡）、及びコンテンツの交絡で
ある。
【００５４】
　コンテンツの交絡は、同じ従属変数に対する実験コンテンツの複数のバージョンが、同
じタイムスロットの間に再生され、そのタイムスロットの間に従属変数の測定値が測定さ
れているときに生じる。そのような場合には、どのコンテンツが、観測された従属変数の
変化の根底にあるかを知ることが不可能となる。これらのタイプの交絡は、所与のタイム
スロット内で実験コンテンツ及び／又は対照コンテンツのみが提示されるようにすること
によって除去され得る。
【００５５】
　先に議論したように、持ち越し効果は、視聴者が、ある実験条件に対応するあるタイム
スロットの間にコンテンツを観察し、異なる実験条件に関連付けられるタイムスロットの
間にそのコンテンツに従って行動することが可能であるときに生じる。ここでも、そのよ
うな場合には、どのコンテンツが、観測された従属変数の変化の根底にあるのかを知るこ
とが不可能となる。ロケーション内の持ち越し効果は、ある実験条件の間（例えば、対照
コンテンツが表示されている間）に存在した視聴者が、別の実験条件の間（例えば、実験
コンテンツが表示されているとき）に依然として存在するときに生じる。ロケーション内
の交絡は、コンテンツが割り当てられ得るタイムスロットサンプルが十分に長くなるよう
にして、タイムスロットサンプルの一部（例えば、タイムスロットサンプルの半分）の間
に視聴ロケーションにいる視聴者の大多数（例えば９５％）が、先のタイムスロットサン
プルの間に存在しなかったことが確実となるようにすることによって統制することができ
る。この場合、データは、好ましくは、先のタイムスロットサンプルの間に存在した視聴
者の大多数がそのロケーションを去った、タイムスロットサンプルの一部分の間にのみ記
録される。
【００５６】
　別の手法は、以下で議論するように、タイムスロットサンプルの間に記録されたデータ
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の大部分又はすべてを使用するが、タイムスロットサンプルの開始部分と比較して、タイ
ムスロットサンプルの終了部分に向かってより大きくデータを重み付けすることを伴う。
更に、依然として存在するロケーション内の持ち越し効果（例えば、試験コンテンツの両
バージョンに曝された５％以下の消費者から生じるもの）は、コンテンツが提示される順
序を相殺化する（例えば、コンテンツＡがコンテンツＢに続くのと同じ程度の頻度で、コ
ンテンツＢが実験全体でコンテンツＡに続くようにする）ことによって除去されてもよい
。
【００５７】
　ロケーション間の持ち越し効果は、あるロケーションにいる視聴者が別のロケーション
でコンテンツに従って行動するときに生じる。ロケーション間の持ち越し効果は、互いに
妥当と思われる移動距離内にあるロケーションが、それらのロケーションで再生されるコ
ンテンツにおいて限定されるようにして、ある実験条件が有効である間にあるロケーショ
ンを去り、近くのロケーションに行き、他の実験コンテンツが有効である間に従属変数に
影響を与えるように行動することが不可能となるようにすることによって除去され得る。
【００５８】
　最適化要因によるブロック化と、ノイズ変数によるブロック化という２種類のブロック
化が、種々の理由により用いられてよい。最適化要因は、コンテンツの有効性に関する含
意を有し得る、看板のロケーションにある要因である。そのような要因には、看板のロケ
ーション、環境照明、視聴者の社会経済的地位、時間帯などが挙げられる。これらの要因
によりブロック化すると、要因分析によりコンテンツと最適化要因との交互作用を測定す
る（例えば、コンテンツＡが朝方により効果的であり、一方でコンテンツＢは夕方により
効果的であるか否かを測定する）ことができる。ノイズ変数によるブロック化を利用する
と、予測可能ではあるが実験に関しては関心のない従属変数に影響を与える要因に関連付
けられる変動性を除去することによって、統計的検出力を増加させることができる。
【００５９】
　留意されたいこととして、適切な無作為化がなされると、実験の範囲外であるいかなる
要因（例えば、需要の変化、道路工事、他の広告努力）も独立変数の水準と共に系統的に
変動することは不可能である。二重盲検法においては、被験者（この場合は顧客）もリサ
ーチャーも、誰が対照群及び実験群に属するかを承知していない。すべてのデータが記録
され、場合によっては分析された後にのみ、リサーチャーは、どの個人が各群に存在する
のかを知る。二重盲検の方式での実験の実施は、先入観及び無意識による身体的手がかり
が結果に及ぼす影響（プラシーボ効果、観察者の偏向、及び実験者の偏向）を減じる１つ
の方法となるものである。
【００６０】
　様々な実施形態による本発明の有利な態様は、真実験又は真実験の制約を有する同等の
サブプロセスの計画の従来の手動の手法に伴う問題及び限界を考慮すれば、容易に理解さ
れる。真実験によって生じたデータは、交絡の効果を除去することが可能であるが、交絡
変数を適切に統制するか又は除去する真実験を手動で計画し遂行する複雑さは、市場での
その実験の利用が広く認められることに対する障害となっている。
【００６１】
　従来の手法に伴う第１の問題は、拡張性を制限する実験計画に適合するように、正確な
コンテンツ配信パターンを計画することに関する。１つ、２つ、更には５つの変数を伴う
真実験を計画し遂行することは、十分に複雑であり、高度に訓練された統計学者が、すべ
ての交絡をブロック化し、相殺化し、無作為化し、適切に処理することを必要とする。し
たがって、遂行される実験の回数及び複雑さが増すにつれて、更なる統計的実験計画の専
門家が必要となるため、従来の手法はあまり拡張性がない。
【００６２】
　従来の手法に伴う第２の問題は、実験計画に対応する正確な時間にデジタル看板のソフ
トウェア上で再生するようにコンテンツをスケジュールすることに関するものであり、こ
れは手動で試みると極端に時間を要するものである。ネットワークは典型的には、数百台
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、更には数千台のデジタルディスプレイを含んでいる（例えば、ウォールマート（WAL-MA
RT）のテレビネットワークは、１２５，０００台のＬＣＤディスプレイからなる）。消費
者は、通常は特定の標的視聴者の小区分の一部として特徴付けられるが、例えば、１日の
うちの時間帯（dayparts）と呼ばれる部分集合内に店舗を訪問する。デジタル看板ネット
ワーク全体にわたって、並びにこれらの小区分及び時間帯全体にわたってコンテンツをス
ケジュールすることは、それだけで時間を要する行為である。例えば、看板のうちの多く
が厳密に同じコンテンツを厳密に同時に再生し得る３００～４００の看板のネットワーク
に対して、デジタル看板のコンテンツのスケジュールを管理することは、ほぼフルタイム
の仕事となる。
【００６３】
　しかしながら、デジタル看板ネットワーク全体にわたって真実験を遂行するには、統計
学者が、無作為化によるすべての変数のブロック化、相殺化、及び他の方法での統制に従
って、広告コンテンツを正確にスケジュールしなければならない。現行のコンテンツ管理
ソフトウェアを使用してデジタル看板コンテンツをスケジュールすると、多くの場合、１
つの看板に対して最大で２０分間を要する。したがって、デジタル看板コンテンツの個々
の小片を、それらが大規模な看板のネットワーク全体にわたって、実験計画に対応する正
確なパターンで再生されるように手動でスケジュールすることは、従来の技法を使用する
と、不可能ではないとしても、極端に時間を要するものとなる。
【００６４】
　従来の手法に伴う第３の問題は、従属変数データを実験条件と結び付けることに関する
ものであり、これは時間を要するものである。現在、実験が実行された後に、統計学者が
、例えば財務部に非常に詳細にデータを要求し、それらのデータ点を、ネットワーク全体
にわたって再生された的確なコンテンツと照合しなければならない。従来の手法に伴うこ
れらの及び他の問題及び限界は、本発明に従って、通信コンテンツを配信し、そのコンテ
ンツの有効性を算定することによって克服される。
【００６５】
　以下に、通信コンテンツを配信すること、及び真実験の制約と整合する方式でのそのコ
ンテンツの有効性を算定することに関する例を示す。これらの例は、単に説明の目的で示
されるものであり、開示される原理の範囲又は応用を限定するものではない。むしろ、活
字メディア、携帯若しくは無線通信装置、インターネットでアクセスされるコンテンツ及
び装置（固定型及び携帯型（例えばハンドヘルド型）の装置を含む）、店内用及び屋外用
（例えば電光掲示板）の表示システムに関係するものを含めて、多種多様なメディア並び
に通信配信の機構及び方法論が企図される。また、例えば、広告コンテンツ、教育コンテ
ンツ、経路探索（way finding）コンテンツを含めて、そのような機構及び装置を通じて
通信され得る多種多様なコンテンツも企図される。
【００６６】
　本明細書で説明する自動化された実験計画の方法論は、概してデジタル看板の応用例に
重点を置いているが、そのような方法論は、とりわけ、ウェブページの計画、インターネ
ット広告、購買時点の印刷マーケティング、及びダイレクトマーケティングを含めて、多
数のマーケティング通信の方策に応用されてよいことを理解されたい。例えば、インター
ネット分析の方法、又は参照によって本願に組み込まれる米国特許第６，９３４，７４８
号及び同第７，１３０，８０８号において開示されているシステムなどのウェブベースの
自動化された実験システムが、真実験計画又は真実験の制約を有するサブプロセスを実現
するように、本発明に従って修正されてもよい。
【００６７】
　本発明の態様は、配信されるコンテンツの効果を実験的に測定することに関するもので
はないが、契約上の義務を履行することなどの他の制約に基づいてコンテンツを配信する
ことを含む、自動コンテンツ配信システム及び方法に組み込まれてもよい。そのようなシ
ステム及び方法の例が、参照によって本願に組み込まれる米国特許公開第２００６／０２
８７９１３号において開示されている。そのようなシステム及び方法において、コンテン
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ツ配信は、配信されたコンテンツの有効性を本発明に従って測定する間に同時に実施され
てもよい。
【００６８】
　システム及び方法論の以下の非限定的な例は、本発明の様々な実施形態を表すものであ
る。それらの例の一部は、真実験の制約と整合する通信コンテンツの有効性を測定するこ
とを容易にするシステム及びアルゴリズムに関する。それらの例の一部は、交絡を統制し
除去する（又は相当に減じる）ために、通信コンテンツが配信されるパターンの制御を容
易にするシステム及びアルゴリズムに関する。それらの例の一部は、準実験分析及び相関
的研究などにおける、コンテンツの有効性の非実験的分析を容易にするように実現され得
るシステム及びアルゴリズムに関する。
【００６９】
　本発明の様々な実施形態で、実験条件に対応するように従属変数データが自動的に分解
される。図２Ａは、真実験の制約と整合する通信コンテンツを表示するための規則の供給
（１０）を含む実施形態を示す。いくつかの実施形態において、これらの規則の供給（１
０）は、真実験の制約と整合するそのような規則の作成を含む。他の実施形態において、
先の作成された規則が、真実験の制約と整合する通信コンテンツを表示するシステムに供
給される。図２Ａに更に示すように、通信コンテンツは、規則に従って表示される（１２
）。通信コンテンツの有効性に関するデータが収集され（１４）、通信コンテンツの有効
性が、その収集されたデータに基づいて評価される（１６）。
【００７０】
　図２Ｂは、特にデジタル看板コンテンツの自動的なスケジューリング及び提示に関する
実施形態の図である。図２Ｂによれば、真実験の制約と整合する通信コンテンツを表示す
るための再生リスト及びスケジュールが供給される（１１）。再生リストはコンテンツの
個々の小片の順序を指し、スケジュールは、再生リストで規定されるものなどのコンテン
ツの複数小片の再生を指示するものである。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、再生リスト及びスケジュールの供給（１１）は、真実験
の制約と整合する再生リスト及びスケジュールの作成を含む。他の実施形態において、先
の作成された再生リスト及びスケジュールが、真実験の制約と整合する通信コンテンツを
表示するシステムに供給される。通信コンテンツは、デジタル看板システム全体に配信さ
れる（１３）。通信コンテンツは、再生リスト及びスケジュールに従って、デジタル看板
システムのディスプレイ上に表示される（１５）。通信コンテンツの有効性に関するデー
タが収集され（１７）、通信コンテンツの有効性が、その収集されたデータに基づいて評
価される（１９）。
【００７２】
　理解されたいこととして、単数又は複数の処理装置（例えば、ＰＣ、ミニコンピュータ
、ネットワークプロセッサ、ネットワークサーバーなど）が、図２Ａ～２Ｂ及び本開示の
他の図に示すプロセスのうちの１つ、いくつか、又はすべてを実施するために使用されて
もよい。例えば、第１のプロセッサ又は第１の組のプロセッサが、再生リスト及びスケジ
ュールの作成において使用されてもよい。第２のプロセッサ又は第２の組のプロセッサが
、１つのロケーションに又はデジタル看板システム全体にコンテンツを配信するために使
用されてもよい。第３のプロセッサが、再生リスト及びスケジュールに従ってコンテンツ
を表示するために使用されてもよく、一方で、第４のプロセッサが、コンテンツの有効性
に関するデータを収集するために使用されてもよい。第５のプロセッサが、収集したデー
タに基づいてコンテンツの有効性を評価するために使用されてもよい。いくつかの実施形
態において、これらのプロセス及び本明細書で議論する他のプロセスは、プロセッサのう
ちのいくつか又はすべての間で通信を達成するようにネットワーク化され得る１つ以上の
プロセッサによって実現することができる。
【００７３】
　他の実施形態において、そのようなプロセスのうちのいくつか又は各々は、それらの間
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で通信を達成するようにネットワーク化されていないか、あるいは他の方法で連結されて
いないプロセッサによって実施されてもよい。例えば、第１のプロセッサは、１組のプロ
グラム命令を実行して再生リスト及びスケジュールの作成を実行するように構成されても
よく、第２のプロセッサは、１つ又は複数の表示装置にコンテンツを配信するための１組
のプログラム命令を実行するように構成されてもよい。特に明記しない限り、プロセッサ
又はコンピュータ（及びそれらの変化形）は、本明細書において、また特許請求の範囲に
おいて使用するとき、単一のプロセッサ、いくつか又はすべてが通信的に結合され得る複
数のプロセッサ、互いに通信的に結合されていない異種のプロセッサ（サブネットワーク
の１つ）、及び処理リソースの他の構成を意図するものである。
【００７４】
　図３及び４は、本発明の実施形態に従って真実験の制約と整合する通信コンテンツをア
ルゴリズム的にスケジュールし提示することに関するプロセスを示す。図３は、本発明の
実施形態に従って通信コンテンツをアルゴリズム的にスケジュールし提示することに関連
するネットワーク設定及びデータ集積を含む様々なプロセスを示す。
【００７５】
　図３に示す例示的な例によれば、デジタル看板ネットワーク設定を設定することは、持
ち越し効果などの交絡の統制、減少、及び除去が容易となるディスプレイのロケーション
を決定することを含む。例えば、ネットワークを設定することは、そこにいる少なくとも
所定の割合（例えば９５％）の顧客が、実験又は対照コンテンツを表示する別のロケーシ
ョンを訪問しなかったであろうロケーションを決定する（３０）ことを含み得る。９５％
という値が選択されたことは重要ではない。しかしながら、理解されたいこととして、よ
り大きな値を選択するほど、結果がコンテンツからの投資回収率の正確な総計を過小評価
する可能性はより低くなる。９５％という値は、単に十分に大きいので、適切な相殺化を
伴えば、持ち越し効果の影響がほぼ存在しなくなるというものである。
【００７６】
　視聴者の大多数が、ある現場でメッセージを見る機会を持ち、異なる対照又は実験コン
テンツを再生している別の現場でそのメッセージに従って行動することがないようにする
ことが重要である。これが起こるという事例が、持ち越し効果という事例であり、持ち越
し効果により、実験の結果が交絡し得る。例えば、自動車販売店内のディスプレイで実験
を遂行している場合、視聴者がある販売店でコンテンツを見て、実験に加わっている別の
販売店で自動車を購入し得るほど互いに十分近くに、どの販売店があるかを知ることが必
要となる。これは、デジタル看板ネットワーク設定の一部として達成することができる。
例えば、ネットワーク全体にわたって、視聴者がそれらの販売店を去った後にいかにも訪
問しそうなロケーション（同じ地理的区域内の他の販売店）のすべてを選択するように、
ソフトウェアで設置者に促すことができる。
【００７７】
　看板のロケーションに存在するネットワーク属性及び最適化要因は、好ましくは、デジ
タル看板ネットワーク設定の一部として確認される（３２）。そのような要因は、ロケー
ションの従属変数の値に予測可能に影響を与える各現場の特徴（例えば、店舗の大きさ、
社会経済的な階級、他の広告努力、ロケーションにいる典型的な人数の視聴者の時間帯に
よる差）を含み得る。次いで、これらの要因は実験におけるブロック化要因となる。
【００７８】
　ブロック化要因には２つのカテゴリがある。１つのカテゴリは、実験が交互作用に関し
て試験するものであり、かつ、どのコンテンツを表示するべきか（例えば、コンテンツＡ
は社会経済的地位（ＳＥＳ）の低い販売店でより効果的である可能性があり、一方でコン
テンツＢはＳＥＳの高い販売店でより効果的である可能性がある）についての戦略的な判
断を示唆するものである要因を含む。ブロック化要因のもう１つのカテゴリは、どのコン
テンツを示すべきかについて明確に示唆するものではないが、それにもかかわらず、実験
の統計的検出力を増加させるためにブロック化すべき要因である。ここでも、これらの要
因は、ソフトウェアのインストール過程及びその後の更新の間に指定することができる。
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【００７９】
　また、ネットワーク設定は、実験のサンプルサイズ要件を推定する（３４）ことを含む
。理想的には、統計的検出力分析を利用して、商取引上関心のある少なくともある最小規
模の、統計学的に有意な結果を見出すために、どれだけの量のデータが必要であるかを算
出することが好ましい。
【００８０】
　対照及び実験コンテンツが、ネットワーク設定の一部として規定される（３６）。対照
コンテンツ（すなわちプラシーボ）は、局地的な天候若しくは報道、又は従属変数とは関
連のない製品若しくはサービスについてのメッセージなど、所望の行動に影響を与えるこ
とを意図しない又は所望の行動に影響を与えそうにない任意のメッセージとすることがで
きる。実験コンテンツは、従属変数の変化を引き起こすと仮定されるコンテンツである。
留意されたいこととして、状況によっては、ある仮説に対する実験コンテンツが、異なる
仮説に対する対照コンテンツとして働き得る。
【００８１】
　商取引を遂行している現場で大多数の視聴者が過ごす最長持続時間に関するデータが得
られ（３８）、持ち越し効果を統制するために使用される。持ち越し効果は、先に議論し
たように、視聴者がある時間に実験コンテンツを見て、次いで、対照コンテンツが再生さ
れているときにその実験コンテンツに従って行動する（又はその逆）ときに発生する。そ
のような事例は、ある時間のブロック又はタイムスロットサンプル内で、実験コンテンツ
のみ又は対照コンテンツのみが表示されるようにし、その時間のブロック又はタイムスロ
ットサンプルが十分に長く、現在のブロックのコンテンツが再生されている間、先のブロ
ックのコンテンツに曝された人が、データ収集の開始時に存在しないようにすることによ
って、容易に排除することができる。
【００８２】
　図４Ａは、本発明の実施形態に従って通信コンテンツを配信しそのコンテンツの有効性
を算定することに関連する、ロケーションの持ち越し効果を統制する（例えば、軽減する
か又は除去する）ためのプロセスを示す。図４Ａは、顧客の９５％が看板のロケーション
で過ごす最長持続時間が３０分である場合に、どのようにしてロケーション内の持ち越し
効果が統制されるかを示す。この例示的な例において、コンテンツが再生されているタイ
ムスロットサンプル２２、２４は、顧客の９５％がロケーションで過ごす最長持続時間の
２倍である。
【００８３】
　データ記録は、先のタイムスロットサンプルの間に存在した顧客の９５％がその看板の
ロケーションを去るまで開始されない。この例において、データは、タイムスロットサン
プル２２、２４のうちの最後の３０分間の部分２３、２５の間にのみ記録される。留意さ
れたいこととして、各ロケーションの時間間隔は、好ましくは、従属変数データを測定で
きる最小単位時間によって表現される。例えば、ある購買時点システムで収集された売り
上げデータは数秒の単位で供給されるが、一方で、他のシステムは、数時間の単位でのみ
売り上げを報告する。図４Ｂは、本発明の他の実施形態に従って通信コンテンツを配信し
そのコンテンツの有効性を算定することに関連する、ロケーションの持ち越し効果を統制
するためのプロセスを示す。図４Ｂの態様について以下で議論する。
【００８４】
　図５は、本発明の実施形態に従って真実験の制約と整合する通信コンテンツをアルゴリ
ズム的にスケジュールし提示するためのプロセスを示す。図５に示すプロセスは、本発明
の実験計画及び実行プロセスの様々な処置を示す。図５は、真実験の制約と整合する通信
コンテンツをスケジュールし提示するのを容易にする多数の機能を組み込んだ総合的なシ
ステムを示すことを意図したものである。理解されたいこととして、図５に示す機能のす
べてが、本発明のシステム及び方法論に組み込まれる必要はない。図５に示す選択された
機能は、独立型の応用例において利用されてもよく、又は本発明の実施形態に従う有用な
システム及び方法を提供するために他の機能と組み合わされてもよい。例えば、図６Ａ～
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７Ｂは、図５に示す機能の様々な有用な組み合わせを示す。図５に示す機能の多くの組み
合わせが、準実験システム、及び相関若しくは回帰分析又は人工神経回路網を用いるもの
など、非実験的なシステムにおいて実現され得る。
【００８５】
　図５～７Ｂに示すプロセスの多くは、通常、とりわけ、他のプロセス、システム（例え
ばＰＯＳシステム）、センサー（例えば人感センサー）から、又はユーザーから受け取ら
れる入力を有する。これらの入力には、有効性について試験されるコンテンツの各小片用
の持続時間データ（ＣＤ）と、測定されている行動又は商取引データの変化をコンテンツ
が引き起こした場合に、コンテンツが関心のないものとして視聴されるようになるまでの
関心持続時間（ＤＩ）と、ペアワイズによるコンテンツ相関性データ（ＣＲ）（すなわち
、コンテンツＡは、同じ行動又は商取引データにコンテンツＢとは異なる影響を与えると
期待されるか）と、ペアワイズによるロケーション相関性（ＬＲ）（すなわち、視聴者が
ロケーションＡでコンテンツに曝され、上記の関心持続時間内にロケーションＢで行動し
得る見込み）と、看板のロケーションに存在する最適化要因（ＯＦ）と、コンテンツの各
部分用にいくつのタイムスロットサンプルが最適化要因に必要であるかについての、任意
選択であってもよい推定サンプルサイズ要件（ＳＳ）と、ディスプレイが配置されている
現場で特定の割合の標的視聴者（例えば９５％）が過ごす最長持続時間（視聴者訪問持続
時間、つまりＶＶＤ）と、標的視聴者が現場を訪問している間に作用し得る関心データス
トリームのデータ収集／集約のための時間間隔（ＴＩ）と、ブロック化要因（すなわち、
従属変数データを予示するが、それ自体はコンテンツを最適化することに関しては関心の
ない最も強力な要因）と、完全なプラシーボのコンテンツと、実験コンテンツとが挙げら
れる。
【００８６】
　視聴者訪問持続時間は、特定の割合の視聴者があるロケーションで過ごす最長時間を表
す重要なパラメータである。ＶＶＤは通常、個人があるロケーションで過ごす時間に影響
を与える多数の要因に応じて各個人のＶＶＤが分布することを理解した上で、多数の視聴
者に対して個人のＶＶＤから算出される。ＶＶＤの精度は、ロケーションの大きさに依存
する。小さなロケーション、例えば小さな店舗は、コンテンツを見て、次いで数分以内に
そのコンテンツに従って行動する明確な機会を有することになる。
【００８７】
　視聴者訪問持続時間は、予想されるＶＶＤに基づいてＶＶＤを推定することによるなど
、様々な方法で決定することができる。ＶＶＤの決定は、例えば、商取引データ、先売り
データ、センサーデータ（例えば、近接又は人感センサーデータ）、及び観察データを含
めて、１つ以上の要因に基づいてもよい。ＶＶＤを決定するための他の手法について、以
下に示す例示的な例で議論する。
【００８８】
　理解されたいこととして、一部の「視聴者」は表示されたコンテンツを見る（又は理解
する）ことがないが、それにもかかわらず、広告された品目を購入する（測定される行動
に一般化される）可能性がある。他の視聴者は、コンテンツを見るが、広告された品目を
購入せず、また他の視聴者は、コンテンツを見て、広告された品目を購入する。この点で
、本発明の方法は、表示されるコンテンツ（実験か対照か）に応じた、測定された行動の
相違を示すことに関する。留意されたいこととして、測定されるこの行動の相違はまた、
ディスプレイのロケーション（例えば、ディスプレイを見る人がほとんどいない人目につ
かない隅か、すべての人がディスプレイを見る非常に人目にを引く位置か）の効用でもあ
る。ディスプレイが、ほとんどの人に又は誰にも見られない場合、最も説得力のあるコン
テンツ（本日、薄型テレビが無料！！！（FREE Flat Screen TVs Today!!!））は、測定
された行動（無料のテレビを手に取ること）について、実質的に相違をもたらさない。
【００８９】
　ロケーションは、その中で視聴者が独立変数の水準に（例えばデジタル看板コンテンツ
の形で）曝され、かつ、独立変数に対応する従属変数データ（多くの場合、従属変数デー
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タは販売時点又はセンサーデータからなる）の変化を引き起こす物理空間を指す重要な用
語である。多くの場合、小売り環境内のロケーションは、小売業者が所有する物理空間で
ある。しかしながら、ロケーションが、小売業者の所有する空間の部分集合となる状況も
ある。例えば、ホテルのロビーがチェックインデスクの近くにディスプレイを有する場合
を考える。ここで、実験は、宿泊客が非標準の部屋に格上げする確率を高めるように計画
されたデジタル看板コンテンツの２つの小片の相対的有効性を試験する。この場合、視聴
者はホテルのロビー内でのみコンテンツに曝され、視聴者が最初にホテルのロビーを訪れ
ている間以外に非標準の部屋に格上げする見込みは非常に低いため、ロケーションはホテ
ルのロビーの領域となる（ホテル全体ではない）。したがって、これは、正確なＶＶＤが
可能となる統制された物理空間である。
【００９０】
　例えば、街に１つの屋外ディスプレイと複数の小売り店があり、小売り店で消費者の行
動が（例えば、街の１つの屋外ディスプレイに提示された広告製品を購入することによっ
て）測定される場合、ＶＶＤはあまり正確ではなくなる。商店街の環境は通常、正確なＶ
ＶＤが可能となる統制されたロケーションと、上で議論した例示的な街の状況との中間の
どこかに属する。対照的に、最も統制された状況は、コンピュータディスプレイの前に座
り、マウスクリック及び／又はキーストロークによってコンテンツに反応する（すなわち
、行為としてコンテンツに従って行動する）人で代表されるロケーションであることに留
意されたい。
【００９１】
　先に議論したように、持ち越し効果は、独立変数のある水準の効果が、同じ独立変数の
別の水準の効果を測定しようと試みるときに持続する場合に発生する。本発明の実施形態
によってもたらされる持ち越し効果を統制するか又は排除することに対する解決策は、（
１）独立変数の水準を変化させたときから、（２）独立変数の水準を変化させた後にデー
タを収集するときまでに十分な時間が経過するようにすることである。
【００９２】
　デジタル看板のコンテンツの状況において持ち越し効果が除去されるようにする１つの
方法は、独立変数の水準の変化と変化の間、非常に長い期間待機する、及び／又は、独立
変数の水準の変化から従属変数データの収集まで非常に長い期間待機することである。例
えば、１度に１週間以上にわたって独立変数の１つの水準（例えば、図１Ａ及び１Ｂに示
す例のように「故障を回避しましょう」）のみを示すことができる。そのとき、その１週
間の間にデータを収集することにより、その１週間の間に収集されたデータ点の多くが、
独立変数の別の水準（例えば、この例では「節約しましょう」）の影響を受ける見込みが
なくなる。しかしながら、そのような手法では、独立変数の水準が変化し得る時間にわた
る事例の数が大幅に限定される。
【００９３】
　当業者には明らかなように、実験から結論を出すことができる速さは、独立変数が操作
され得る時間にわたる事例の数に直接関連する。本発明の実施形態は、有利にも、ＶＶＤ
及びＴＩを入力として使用して、どのくらいの頻度で独立変数の水準の変化が生じるのか
を判断するものであり、したがって、独立変数の水準を可能な限り頻繁に変化させながら
持ち越し効果を統制するか又は除去することが可能となる。
【００９４】
　再び図５を参照すると、スケジュールがタイムスロットサンプルに分解されている（４
０）。スケジュールを分解することは、持ち越し効果を除去するために必須である。分解
は通常、コンテンツの再生を指示するスケジュール（複数可）にタイムスロットサンプル
を割り当てることができるように、アルゴリズム的にスケジュールを分解することを含む
。
【００９５】
　再生リストの作成（４２）は、コンテンツ配信パターン（すなわち、コンテンツが再生
されるタイミング及びロケーション）が実験の制約を満たすように、タイムスロットサン
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プルにコンテンツをアルゴリズム的に割り当てることを含む。これは、例えば、実験及び
対照コンテンツが交絡しないようにし（４５）、ネットワークの最適化要因（すなわち調
査されている要因）によるブロック化（４６）、統制され予測され得るが特に調査の関心
ではない他の要因（すなわちノイズ要因）によるブロック化（４７）を確実にする特定の
制約付きでタイムスロットサンプルにコンテンツを無作為的に割り当て、順序効果につい
て相殺化し（４８）、統制されない要因全体にわたって無作為化し（４９）、ブロック全
体でおおよそ等しい数のタイムスロットサンプルが存在するように計画が均衡化されるよ
うにし（５０）、既定のサンプルサイズ要件を満たす（４４）ことによって達成され得る
。
【００９６】
　コンテンツは、再生リストスケジュールに従って配信される（５２）。理想的には、こ
のプロセス５２及びそれに関連付けられるアルゴリズムは、コンテンツ管理ソフトウェア
に組み込まれており、そのため、作成された再生リストスケジュールに従ってコンテンツ
を自動的に配信することができる。好ましくは、上で議論したアルゴリズム的なプロセス
のレポートが生成される（５４）。そのレポートにより、好ましくは、どのコンテンツが
提示されたか、また、いつどこでそのコンテンツが提示されたかが確認される。そのレポ
ートはまた、どの従属変数データをコード化すべきか、そして、最適化、ノイズ、及びブ
ロック化要因が存在したか又は使用されたかを示してもよい。また、アルゴリズムに影響
を与えるプロセス又は性能に関連性のある他のデータが、生成されるレポートに含められ
てもよい。理解されたいこととして、これらの及び他のデータ／情報は、アルゴリズム的
なプロセスのレポートを生成し得るように記録される。そのレポートは、どの従属変数を
各タイムスロットサンプル内でコード化すべきか、そして、持ち越し効果又は他の交絡に
よる起こり得る悪影響が原因のため、どの従属変数データを使用すべきか又は破棄すべき
かを明示するのが好ましい。
【００９７】
　従属変数の測定値が実験条件により分解されるが（５５）、これは生成されたレポート
のデータを使用してもよい。例えば、従属変数データ（例えば、ＰＯＳ売り上げデータ）
は、好ましくは、このデータを分析のために実験条件に従って自動的に分解できるように
、タイムスタンプ及びロケーションスタンプが記される。
【００９８】
　図６Ａは、本発明の実施形態によるタイムスロットサンプルの生成を含む様々なプロセ
スを示す。図６Ａによれば、ディスプレイが配置されている現場で標的視聴者が通常過ご
す視聴者訪問持続時間が受け取られる（５３）。標的視聴者が現場を訪問している間に作
用し得る関心データストリームのデータ収集又は集約のための時間間隔が受け取られる（
５７）。視聴者訪問持続時間及び時間間隔を使用して、タイムスロットサンプルに割り当
てられたコンテンツの効果を測定するのに必要なタイムスロットサンプルの数が決定され
（５９）、タイムスロットサンプルの各々と関連付けられるデータ収集期間が決定される
。
【００９９】
　本発明の実施形態は、図６Ａに示すプロセスで例示されるように、本明細書でタイムス
ロットサンプルと呼ばれる「サンプル」を生成し、そのタイムスロットサンプルにコンテ
ンツを割り当てて、割り当てられたコンテンツの効果を測定することができる。これらの
「サンプル」及びそのようなサンプルを生成する方法論は、非常に価値のあるものであり
、これらのサンプルの購入者に利用されてコンテンツの有効性を試験できる最終製品を意
味するものである。
【０１００】
　類推の目的で、リサーチ業界は、実験を遂行するためにサンプルを必要とする。これら
のサンプルは、多くの場合、製作が困難でかつ費用を要する。典型的なサンプルの例は、
生物学的研究における使用に適した、限定された生体細胞（例えば、ガン細胞など、特定
の遺伝的障害を有すると判断された細胞）、特徴に基づいて慎重に選ばれた政治世論調査
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の回答者、及び消費者の区分を表すように限定されたパネルである。本発明に従って生成
されたタイムスロットサンプル（ＴＳＳ）は、ＴＳＳによって、独立変数の水準を分散さ
せる妥当な機会が得られ、独立変数の効果を正確に測定できるようになるという意味で、
限定された「サンプル」を代表するものである。これらのＴＳＳは、人間である回答者又
はガン細胞株と類似した方式で、メディア会社に販売することができるため、価値のある
ものである。
【０１０１】
　図６Ｂは、本発明の実施形態に従って、タイムスロットサンプルにコンテンツを割り当
てることを含む様々なプロセスを示す。図６Ｂによれば、コンテンツの各小片をコンテン
ツの他の複数小片と比較して実験コンテンツ小片又は対照コンテンツ小片として識別する
コンテンツ相関性データが受け取られる（６１）。図６Ｂのプロセスは、コンテンツ相関
性データを使用してタイムスロットサンプルに実験又は対照コンテンツの複数小片をアル
ゴリズム的に割り当てる（６３）ことを更に含む。特定のタイムスロットサンプルに割り
当てられたコンテンツの複数小片は、その特定のタイムスロットサンプルに先に割り当て
られた実験コンテンツ小片と比較して、同一でない実験コンテンツの複数小片を除外する
。
【０１０２】
　図６Ｂに示すプロセスは、ある意味で、コンテンツの有効性に関する実験を遂行する速
さと正確さを増すために使用することができる技術又はツール（例えばソフトウェア）を
表している。図６Ｂに従って実現される技術又はツールは、コンテンツの有効性に関する
実験を遂行することを望む者に実用性をもたらす価値ある最終製品に相当するものである
。類推の目的で、また生物学的研究分野の状況において、例えばガン細胞に関する実験を
遂行する速さと正確さを増すために、またそのような実験を遂行する費用を削減するため
に、ツールが開発され使用される。例えば、遺伝子解析の工程を自動的に制御するために
、遺伝子解析ツールが開発されてきた。同様に、図６Ｂに従って実現されるツール及び技
術は、コンテンツの有効性に関する実験を遂行する速さと正確さを増すために、またその
ような実験を遂行する費用を削減するために使用されてもよい。
【０１０３】
　図６Ｃは、本発明の実施形態に従って、完全無作為化プロセスを使用してタイムスロッ
トサンプルにスケジュールを分解するために使用することができるアルゴリズムの実施形
態を示す。図６Ｃによれば、各ディスプレイのロケーションのための時間間隔の持続時間
が確認され定量化される（６２）。各ロケーション用の視聴者訪問持続時間が決定される
（６４）。先に議論したように、ＴＩは、従属変数データを測定できる最小単位時間を表
し、ＶＶＤは、所定の割合（例えば９５％）の視聴者が任意の１回の訪問の間にそのロケ
ーションで過ごす最大時間量である。
【０１０４】
　タイムスロットサンプル持続時間（ＴＳＳＤ）が各ディスプレイのロケーションに対し
て決定される（６６）。タイムスロットサンプル持続時間は、タイムスロットサンプルが
存続する特定の持続時間である。ＴＳＳＤの間、種々の実験及び対照コンテンツが、好ま
しくは、交絡を生じる重複がないような方式で再生される。ある手法によれば、また図６
Ｃのブロック６８、７０、及び７２に示すように、タイムスロットサンプル持続時間は、
以下のように算出することができる。
【数１】
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【０１０５】
　留意されたいこととして、上記の式［１］においてＴＩがＶＶＤ未満である（例えば、
ＴＩが１秒である）場合、タイムスロットサンプル持続時間の半分の長さは、先のタイム
スロットサンプルからのコンテンツのために存在しなかった視聴者を含む。重要なことに
、この後半の間（すなわち、この例ではＴＳＳＤのデータ収集期間）に収集されたデータ
のみが分析に含められ、相殺化と共に、これによって持ち越し効果が除去される。
【０１０６】
　上記の式［１］において、ＴＩがＶＶＤ以上である（例えば、ＴＩが６分であり、ＶＶ
Ｄが５分である）場合、従属測定値を記録する前にこれらの持続時間を合計すると、先の
コンテンツに曝された視聴者からのデータは、特定のタイムスロットサンプルの間に再生
されるコンテンツのデータに含まれないようになる。ここでも、これによって持ち越し効
果が除去される。次いで、タイムスロットサンプル（ＴＳＳ）をすべてのロケーションに
対して作成することできる（７４）。タイムスロットサンプルの持続時間が決定すると、
システムはスケジュールにタイムスロットサンプルをアルゴリズム的に割り当てる。
【０１０７】
　ＴＩがＶＶＤ以上であり、かつＴＳＳＤ＝ＴＩ＋ＶＶＤである場合、図４Ｂに示すよう
に、適当な（例えば最適な）データ収集期間を規定することができ、そのデータ収集期間
において、ＴＳＳは、ＴＩの開始からＶＶＤ１つ分だけ前に始まり、ＴＩの最後まで続く
。データ収集期間は、この場合、ＴＩの持続時間中続く。留意されたいこととして、この
状況において、確信できることは、ＴＩの間に何かが購入されたということである。
【０１０８】
　図４Ｂに示す例示的な例において、小売り店でＶＶＤ＝１５分であると想定され、その
店のＰＯＳシステムで行い得る最良のことは、購入を２時間の期間に分割することである
（したがって、８ＡＭ～１０ＡＭ、１０ＡＭ～１２ＰＭ、１２ＰＭ～２ＰＭなどでＴＩ＝
２時間）。したがって、図４Ｂに示すように、ＴＩ２が１０ＡＭ～１２ＰＭまで続く場合
、ＴＳＳ１（このときコンテンツが示される）は、９：４５ＡＭに開始し１２ＰＭまで続
く。公正なデータは、１０ＡＭ～１２ＰＭの間に収集することができる。店のＰＯＳシス
テムの制約により、ＴＩ＝２時間であるので、１２：０１ＰＭ又は１：５９ＰＭなど、何
かが特定の時間又は時間区分にて購入されたか否かを判断することは不可能であり、した
がって、データは、１２ＰＭから２ＰＭの間のすべての購入を集約したものである。この
状況の複雑なところは、ＴＳＳが１：４５ＰＭに開始した場合、ＴＩの最後の１５分間は
、新たなコンテンツによって交絡されるため、次のＴＳＳが３：４５ＰＭまでに開始する
ようにスケジュールされないことである。この結果、２時間の「中断期間（dead period
）」が生じる。
【０１０９】
　この「中断期間」は、わずかに交絡するデータが許容可能である実験に対しては、短縮
するか又は除去することができる。例えば、ＶＶＤがＴＩと比較して極めて短い（例えば
、ＶＶＤが５分間、ＴＩが２時間）場合、２時間のうちの５分間が、交絡するデータの影
響を部分的に受け得ることが許容される。しかしながら、ＶＶＤがＴＩに近づくにつれて
、このことは満足できるものでなくなる。
【０１１０】
　多くの実験では、コンテンツが割り当てられ得るタイムスロットサンプルが十分に長く
なるようにして、タイムスロットサンプルの一部（例えば、タイムスロットサンプルの半
分）の間に、視聴ロケーションにいる視聴者の大多数（例えば９５％）が、先のタイムス
ロットサンプルの間に存在しなかったことが確実となるようにすることによって、ロケー
ション内の交絡を統制することが一般に望ましい。この場合、データは、好ましくは、先
のタイムスロットサンプルの間に存在した視聴者の大多数がそのロケーションを去った、
タイムスロットサンプルの一部分の間にのみ記録される。別の手法は、以下で議論するよ
うに、タイムスロットサンプルの間に記録されたデータの大部分又はすべてを使用するが
、タイムスロットサンプルの開始部分と比較して、タイムスロットサンプルの終了部分に
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向かってより大きくデータを重み付けすることを伴う。
【０１１１】
　別の手法によれば、ロケーション内の交絡を統制するための制約は、タイムスロットサ
ンプルの後半の間にデータを収集することに加えて、タイムスロットサンプルの前半の一
部又はすべての間にデータを収集することなどによって効果的に緩和される。多くの状況
において、ロケーション内の交絡（持ち越し効果）が導入される可能性があり、これはロ
ケーション内の交絡を統制するための制約を緩和する結果として生じ得るものであるが、
この導入は許容することができ、意味のある結果を得ることができる。
【０１１２】
　ロケーション内の交絡を統制するための制約を緩和することによって実現される利点は
、タイムスロットサンプル持続時間の短縮化にかかわるものであり、所与の実験で使用で
きるタイムスロットサンプルの数を結果的に増加させる。タイムスロットサンプルの数を
増加させることで、ロケーション内の交絡を統制するためのより厳しい制約付きで計画さ
れた同じ実験と比較して、実験のためのデータ収集の量が増加する。また、タイムスロッ
トサンプル持続時間を短縮化することで、実験を完了するのに必要な時間量を減少させる
ことができる。
【０１１３】
　交絡統制の制約を緩和する結果として生じ得る、ロケーション内交絡の導入の制御を強
化するために、タイムスロットサンプルの早期の部分の間に収集されたデータに、タイム
スロットサンプルの後期の部分の間に収集されたデータよりも小さな重みを与える重み付
け方式を実現することが有用となる場合もある。例えば、タイムスロットサンプルの前半
の間に収集されたデータは、後半の間に収集されたデータよりも小さく重み付けされてよ
い。一次関数、指数関数、階段関数、又は他の望ましい関数若しくは重み付け方法論を用
いるものなど、多数の種々の重み付け方式が用いられてよい。
【０１１４】
　簡単な例として、タイムスロットサンプルの前半の間に収集されたデータは、データの
重み付けの割合を線形に増加させて、タイムスロットサンプルの開始時に約５％の重み付
け係数で始まり、タイムスロットサンプルの中間点で約５０％の重み付け係数で終了する
ことなどによって、一次関数で重み付けされてもよい。重み付け係数は、中間点で１００
％に達しタイムスロットサンプルの残りの部分で１００％を維持するなど、タイムスロッ
トサンプルの中間点から終了まで急激に（例えば、階段関数の場合のように）増加しても
よい。
【０１１５】
　別の手法によれば、タイムスロットサンプルの持続時間は、視聴者訪問持続時間の分布
形状に基づいて最適化されてもよい。例えば、ＶＶＤが、大きく左に寄る場合には、ＶＶ
Ｄの分布が右に寄る場合よりも短いタイムスロットサンプルを使用することもできる。
【０１１６】
　無作為化プロセスにより、時間間隔が無作為選択を受ける（７６）ようになる。このア
ルゴリズムは、特定のロケーションのＴＳＳＤの少なくとも１つ分だけそのロケーション
の開店時間よりも後に開始する任意の「空いた」時間間隔を無作為的に選択する。「空い
た」時間間隔という用語は、関連付けられたタイムスロットサンプルをまだ有していない
時間間隔を指す。
【０１１７】
　タイムスロットサンプルは、無作為的に選択されたＴＩの開始よりもそのロケーション
のＴＳＳＤ１つ分だけ先に開始するように割り当てられる（７７）。このプロセス７６、
７７、７８は、ＴＳＳを割り当てる正しいＴＩの残りがなくなるまで続く。留意されたい
こととして、タイムスロットサンプルは、先に選択されたタイムスロットサンプルに包含
されるタイムスロットサンプルは除外される（例えば、コンテンツが９：０１～９：２０
の間に既に再生されている場合、システムは９：０１～９：２０を候補スロットに選択し
ない）という制約に従って選択される。
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【０１１８】
　図６Ｄは、本発明の実施形態に従って、順次に生成されたタイムスロットサンプルにス
ケジュールを分解するために使用し得るアルゴリズムの実施形態を示す。図６Ｄのプロセ
ス６２～７２は、図６Ｄの対応するプロセスと同じである。図６Ｃのプロセス７６、７７
、及び７８は、完全無作為のタイムスロットサンプル生成の方法論を示すものである。図
６Ｄのプロセス８３、７３、７５、７９、及び８１は、順次的なタイムスロットサンプル
生成の方法論を示すものである。
【０１１９】
　図６Ｄの順次的なタイムスロットサンプル生成の方法論によれば、各ロケーションに対
してタイムスロットサンプルを作成する（７４）ことは、コンテンツが提示されるロケー
ションを選択する（８３）ことを含む。ロケーションの開店時間からのＴＳＳＤである第
１のＴＩの開始部分が発見される（７３）。ＴＩの開始よりもＴＳＳＤ１つ分だけ前に開
始するように、ＴＳＳが割り当てられる（７５）。このプロセス７３、７５は、閉店時間
に達するまで、先のＴＳＳＤの最後からＴＳＳＤ１つ分だけ離れた最も近いＴＩの間、繰
り返される（８１）。このＴＳＳ作成プロセス（７４）は、選択された各ロケーション（
８３）に対して繰り返される。図６Ｄに示すように順次的な方式でタイムスロットサンプ
ルを生成すると、一般に、結果としてＴＩの利用効率の向上が達成される。
【０１２０】
　留意されたいこととして、図６Ｄの順次的なタイムスロットサンプル生成の手法を使用
する利点は、図６Ｃに示す完全に無作為化された方法と比較して、より多くのタイムスロ
ットサンプルを生成することになる傾向があることである。例えば、完全に無作為化され
た方法を使用すると、タイムスロットサンプルの持続時間が４時間であり、ロケーション
が１日に９時間のみ開いている場合、１日の９時間のうち３時間目に始まり、７時間目に
終わるように、ＴＳＳを無作為的に割り当てることが可能となる。したがって、別の４時
間のタイムスロットサンプルに対応するには不十分な時間間隔しかないため、その日にそ
のロケーションで生成できるタイムスロットサンプルは、他には存在しない。しかしなが
ら、順次的な方法を使用すると、第１のＴＳＳは、例えば、ＶＶＤが２０分間である場合
、店が開いて最初の１時間の間に、開店からＶＶＤ１つ分だけ後に開始し、また、そのＴ
ＳＳは４時間目まで継続して、残りの５時間を別のＴＳＳに対応するために残しておくこ
とができる。
【０１２１】
　本発明の実施形態は、迅速に実験を遂行して視聴者の行動及び業績に対するコンテンツ
の効果を測定する能力をもたらす。いかなる実験でも同様であるが、特定の数のサンプル
が、実験を完了するのに必要である。サンプルのその特定の数は、従属変数の変動性、実
験条件の数、効果サイズなどの多数の要因に基づいて各実験で異なる。本発明の実施形態
の状況において、実験での「サンプル」はタイムスロットサンプルからなる。したがって
、単位時間当たりのタイムスロットサンプルの数を最大限にする（これは、持ち越し効果
を依然として統制しながら又は除去しながら、タイムスロットサンプル持続時間を最小限
にすることによって達成される）と、所与の実験に必要なサンプルサイズを得るのに必要
な時間量が最小限となり、ある程度まで、実験を完了するのに必要な時間量が最小限とな
る。実験の結果を使用して、営業目標、例えば売り上げの増加を達成するのに役立つよう
に、コンテンツの有効性及びコンテンツの配信パターンを改善することができるため、実
験を完了する時間を最小限にすることは有益である。
【０１２２】
　効果的なコンテンツを素早く判断し展開するという利点に加えて、実験を迅速に実施す
ることで、ディスプレイのロケーションの要因（例えば、都会対郊外）などのコンテンツ
要因と、時間帯の要因（例えば、朝方対夕方）との交互作用について素早くかつ正確に試
験することが可能となり、したがって、コンテンツを効率的に狙うことで収益を増加させ
ることができる。タイムスロットサンプルの持続時間が、時間帯の要因の持続時間を超え
る場合、コンテンツと時間帯との間の交互作用を分離する能力は、大いに低下する。しか
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しながら、タイムスロットサンプル持続時間が、実験で試験される時間帯の要因よりも相
当に短い場合、反復測定計画を利用することが可能であり、反復測定計画により、そのよ
うな交互作用について試験するのに必要なデータの量を大いに減じることができる。
【０１２３】
　図６Ｃ及び６Ｄに示すように、タイムスロットサンプル持続時間は、ＶＶＤ又はＶＶＤ
にＴＩを加算したものを使用することによって決まる。ＶＶＤは、多数の視聴者及び状況
に対する統計平均であるが、多くの商取引の場面（例えば小売り店）では、ＶＶＤは数分
間から数時間の範囲内となるように決定され、ＴＩも同程度の時間の範囲内となるように
決定される。これらのデータを入力として使用すると、結果として、典型的なＴＳＳＤも
また数分間から数時間の範囲となり、したがって、依然として持ち越し効果を（統計学的
というよりもむしろ）方法論的に統制しながら、多数のタイムスロットサンプルを１日又
は半日試験することが可能となり、したがって、データの高い品質が維持される。
【０１２４】
　例示的な状況において、小売り店のＶＶＤは１５分間であり、ＴＩも同様である。図６
Ｃに示すように、これによって、ＴＳＳＤは３０分間となる。店が９ＡＭから９ＰＭまで
開いている場合、２４のタイムスロットサンプル、つまり１時間当たり２つのサンプルを
試験することができる。種々のタイプの小売り店に対しＶＶＤの変動を使用すると、結果
として、ＴＳＳＤは、５分間又は１０分間程度の短時間にも、３０分間を超える長さにも
なり得る。
【０１２５】
　実際の平均の視聴者訪問持続時間に対応するＶＶＤが好ましいが、ＶＶＤは、実験のコ
ンテンツが提示されるロケーションの特定の条件及び／又は制約に合わせて調整されるパ
ラメータと見なされてもよい。ＶＶＤは通常、サイズ及び視聴者の往来パターン、並びに
所与のロケーション内での一般的な視聴者の行動など、実験が遂行される所与のロケーシ
ョンの物理的条件及び／又は制約についての知識を利用して、実験に基づいた方式で定め
られる。
【０１２６】
　実験上の事情のため、又は物理的制約、例えばロケーションで非デジタル看板を素早く
変更することが実際的に不可能であるため、人工的なＶＶＤを使用してＴＳＳＤを算出す
ることもあり得る。これらの場合、結果がより遅延し機会費用がより高額となるという不
利益を伴っても、数時間、１日、更にはそれ以上に長い人工的なＶＶＤを設定することが
得策となることがある。留意されたいこととして、人工的なＶＶＤが実際のＶＶＤよりも
短いと、ロケーション内の持ち越し効果が導入されることがある。しかしながら、ＶＶＤ
が人工的により短くされた場合に、そのようなロケーション内の持ち越し効果が導入され
ることは、多くの場合、特に、データの軌跡（trajectory）により所与の実験に対する適
切な結果（例えば、場合によっては起こる、ロケーション内の持ち越し効果の導入が原因
で、結果に最小限ながらも影響を与えた可能性がある不正確さが起こり得るにもかかわら
ず、コンテンツＡは、関心の指定最小差だけコンテンツＢよりも効果的であったという二
者択一的な結果［イエス／ノー］）が得られる場合、許容可能となり得る。
【０１２７】
　コンテンツの有効性を評価するために必要な結果を素早く生じさせる別の手段は、コン
テンツを示すことが可能なディスプレイを各々が有する多数のロケーションを１つのネッ
トワーク上で使用する能力である。各ロケーションは、仮説を検証するためのデータ量を
満たすのに必要なタイムスロットサンプルを生じることができる。一般に、データ発生率
はロケーションの数と比例し、例えば、１０のロケーションでコンサートが行われると、
単一のロケーションの約１０倍のサンプルを生成することができる。この構成により、コ
ンテンツの有効性とディスプレイのロケーションとの間の交互作用について知る可能性が
高まることになる。
【０１２８】
　また、本願において開示する方法論では、種々の独立変数に関連付けられたコンテンツ
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が関連のないものであるという条件で、同じタイムスロットサンプルの間に複数の独立変
数を同時に試験することが可能となる。これは、ある独立変数に関する実験コンテンツが
、別の独立変数に関する対照コンテンツであり得るからである。この技法を利用すること
で、複数の営業目標に対処する実験を同時に遂行することが可能であるために実験の速さ
が更に増すことになり、したがって営業目的を達成するために表示時間が解放される。
【０１２９】
　図７Ｃ～７Ｊは、どのようにして、本発明の方法論により、視聴者の行動及び業績に対
するコンテンツの効果を測定する実験の迅速な実現が可能となるのかを明白に示す例示的
な例である。図７Ｃ～７Ｊのデータは、実験が遂行される速さに影響を与える特定のパラ
メータの変動を考慮して、本発明の実施形態に従って実施される実験を完了する日数を反
映している。これらのパラメータには、図７Ｃ～７Ｊに示すように、条件（例えば、コン
テンツＡがコンテンツＢ又は対照コンテンツと比較される）の数と、従属変数の分散（す
なわち、データのどの程度の変動性を測定すべきか）と、関心の最小差（すなわち、それ
を超える結果は関心のあるものとなる実験結果と、それに満たない結果は関心のないもの
となる実験結果の最小差）と、１日当たりのタイムスロットサンプルの数と、ロケーショ
ン（すなわち、その中で、視聴者が独立変数の水準に曝されると共に、独立変数に対応す
る従属変数データの変化を引き起こし得る物理空間）の数とが含まれる。
【０１３０】
　図７Ｃ～７Ｆは、１日当たりのタイムスロットサンプルの数が、実験を完了する持続時
間（日数で与えられる）に与える影響を示している。図７Ｃ～７Ｆの各々において、条件
の数、従属変数の分散、関心の最小差、及びロケーションの数に対する値は同じである。
１日当たりのタイムスロットサンプルの数は変動して示されており、１（図７Ｃ）で始ま
り、６（図７Ｄ）、１０（図７Ｅ）、及び１６（図７Ｆ）にそれぞれ増加している。図７
Ｃ～７Ｆは、１日当たりのタイムスロットサンプルの数を増加させることによって達成さ
れる実験を完了する時間の相当な短縮（例えば、１日当たり１つのＴＳＳを使用して２２
．３日から、１日当たり１６のＴＳＳを使用して１．４日への短縮）を端的に表している
。
【０１３１】
　図７Ｇ～７Ｊは、ロケーションの数が、実験を完了する持続時間（日数で与えられる）
に与える影響を示している。図７Ｇ～７Ｊにおいて、条件の数、従属変数の分散、関心の
最小差、及びタイムスロットサンプルの数に対する値は同じである。ロケーションの数は
変動して示されており、１（図７Ｇ）で始まり、２０（図７Ｈ）、１００（図７Ｉ）、及
び１０００（図７Ｊ）にそれぞれ増加している。図７Ｇ～７Ｊは、実験を遂行するために
使用するロケーションの数を増加させることによって達成される実験を完了する時間の著
しい短縮（例えば、１つのロケーションを使用して１３９．６日から、１０００のロケー
ションを使用して０．１４日への短縮）を表している。
【０１３２】
　図６Ｅは、本発明の実施形態に従って実験計画の再生リストを作成するために用い得る
アルゴリズムのプロセスを示す。図６Ｅに示すアルゴリズムは、実験及び対照コンテンツ
が交絡しないようにする（８２）ことを含む。図６Ｅに示す手法によれば、実験コンテン
ツの各小片は、タイムスロットサンプルに無作為的に割り当てられる。このプロセスは、
従属変数に与える影響に関して互いに比較されるコンテンツの２つの小片が、同じタイム
スロットサンプル内で再生されないようにする。
【０１３３】
　無作為的な割り当てのプロセスは、対照コンテンツのみが実験コンテンツの任意の小片
と同じタイムスロットサンプルに割り当てられるという制約付きで繰り返される。これに
よって、ロケーションの交絡が存在しないようになる。留意されたいこととして、ある仮
説に対する実験コンテンツを、そのコンテンツが他の仮説に対する実験コンテンツの対照
として働くことができるという条件で、別の仮説に対する実験コンテンツを既に含んだタ
イムスロットサンプルに割り当てることは有効である。つまり、仮説が直交するという条
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件で、２つの実験を１度に行うことができる。
【０１３４】
　図６Ｅのアルゴリズムは、最適化要因によってブロック化する（８７）ことを更に含ん
でもよい。これにより、要因分析でコンテンツと最適化要因との交互作用を測定すること
が可能となる。図６Ｅに示すアルゴリズムはまた、統計的検出力を増加させるためにノイ
ズ要因によってブロック化する（８８）ことを更に含んでもよい。これらのプロセスは好
ましくは、主効果及び交互作用効果のサンプルサイズ要件が満たされ、計画が均衡化され
るまで、タイムスロットサンプルにコンテンツを割り当て続ける。このアルゴリズムは更
に、順序効果を相殺化する（８９）こともできる。各タイムスロットサンプル内で、コン
テンツの個々の小片が表示される順序は、既知の技法（例えばラテン方格法）を利用して
相殺化される。
【０１３５】
　図６Ｆは、本発明の実施形態に従って、コンテンツの相対的有効性を試験するためにタ
イムスロットサンプルにコンテンツを割り当てるアルゴリズムのプロセスを示す。図６Ｆ
に示すアルゴリズムは、実験コンテンツをまだ割り当てられていない、実験の始点と終点
との間にある任意のタイムスロットサンプルを選択する（５０２）ことを含む。このアル
ゴリズムは、実験コンテンツの任意の小片を無作為的に選択する（５０４）こと、及び選
択したＴＳＳの全持続時間の間に再生するように、選択した実験コンテンツを割り当てる
（５０６）ことを更に含む。
【０１３６】
　ブロック５０２、５０４、及び５０６に示すプロセスは、すべてのタイムスロットサン
プルが実験コンテンツで満たされるまで繰り返される（５０８）。アルゴリズムの出力の
レポートが生成されてもよい（５１０）。そのレポートは、図５に関連して先に説明した
ものなど、様々な情報を含んでもよい。留意されたいこととして、タイムスロットサンプ
ルが属性でタグ付けされる場合、これにより、タイムスロットサンプルに割り当てられた
コンテンツとタイムスロットサンプルの属性との間に見出された任意の交互作用に基づい
て、仮説を生成することが可能となり、データの予備分析が可能となる。
【０１３７】
　多くの実験的状況下で、独立変数（単数又は複数）の各水準を同じ数のサンプルに割り
当てることが望ましい。図６Ｇは、実験コンテンツの各小片が同じ数のタイムスロットサ
ンプルに割り当てられるように、本発明の実施形態に従って制約付き無作為化プロセスを
使用してタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当てるアルゴリズムのプロセスを示
す。図６Ｇに示すアルゴリズムは、実験コンテンツをまだ割り当てられていない、実験の
始点と終点との間にある任意のタイムスロットサンプルを選択する（５２０）ことを含む
。このアルゴリズムは、実験コンテンツの任意の小片を無作為的に選択する（５２２）こ
と、及び選択したＴＳＳに、選択した実験コンテンツを割り当てる（５２４）ことを更に
含む。
【０１３８】
　ブロック５２０、５２２、及び５２４に示すプロセスは、実験コンテンツの各小片が同
じ数のタイムスロット（time-share）サンプルに割り当てられる（５２６）という条件で
繰り返される（５２６）。先に議論したように、アルゴリズムの出力のレポートが生成さ
れてもよい（５２８）。
【０１３９】
　いくつかの実験的状況下で、実験は、手動で若しくは市販品の統計ソフトウェアを使用
して、又は例えば以下で説明するようなエキスパートシステムを使用して計画されてもよ
く、エキスパートシステムを使用する場合、様々な実験及び対照コンテンツのサンプルサ
イズ要件が指定されている。図６Ｈは、サンプルサイズ要件が満たされるように、本発明
の実施形態に従って、そのようなサンプルサイズ要件を入力として受け取り、制約付き無
作為化プロセスを使用してタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当てるアルゴリズ
ムのプロセスを示す。図６Ｈに示すアルゴリズムは、すべてのコンテンツサンプルに必要
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な数のタイムスロットサンプルを無作為的に選択する（５４０）ことを含む。このアルゴ
リズムは更に、選択したコンテンツサンプルに実験コンテンツを無作為的に割り当てる（
５４２）ことを含む。留意されたいこととして、サンプルサイズ要件が満たされたために
必要でなくなった残りのタイムスロットサンプルは、任意の仮説を検定するためではなく
、業績のために最適化されたコンテンツで満たされてもよい。
【０１４０】
　図６Ｉは、本発明の実施形態に従って、完全無作為化プロセスを使用して、ただし最適
化要因の制約を加えてタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当てるアルゴリズムの
プロセスを示す。最適化要因の制約は、等しいサンプルサイズのプロセスに又は所定のサ
ンプルサイズのプロセスに、類似した方式で加えることができる。留意されたいこととし
て、各コンテンツサンプルは、好ましくは、そのコンテンツサンプルが関連付けられる最
適化要因を識別するメタデータを有し、タイムスロットサンプルもまた、どの最適化要因
がタイムスロットサンプルに関連付けられるかを識別するメタデータを有する。
【０１４１】
　図６Ｉに示すアルゴリズムは、実験コンテンツの任意の（第１の）小片を無作為的に選
択する（５５０）こと、及び実験の始点と終点との間の任意の（第１の）タイムスロット
サンプルを無作為的に選択する（５５２）ことを含む。実験コンテンツの無作為的に選択
された（第１の）小片が、選択された（第１の）タイムスロットサンプルに割り当てられ
る（５５４）。
【０１４２】
　図６Ｉのアルゴリズムは、先に選択された（第１の）タイムスロットサンプルとは異な
る最適化要因の水準を有するという制約付きで、別の（第２の）タイムスロットサンプル
を無作為的に選択する（５５６）ことを含む。実験コンテンツの選択された（第１の）小
片が、この（第２の）選択されたタイムスロットサンプルに割り当てられる（５５８）。
上述のＴＳＳ選択プロセスは、コンテンツの選択された（第１の）小片が、最適化要因の
すべての水準で１つのＴＳＳに割り当てられるまで繰り返される（５６０）。
【０１４３】
　図６Ｉのアルゴリズムは、実験コンテンツの任意の（第２の）小片を無作為的に選択す
る（５６２）こと、及び実験コンテンツのこの次の（第２の）小片に対してプロセス５５
２～５６０を繰り返す（５６４）ことを更に含む。ブロック５５０～５６４のプロセスは
、計画が結果として不均衡になることなく最大数のタイムスロットサンプルが満たされる
まで（すなわち、存在するタイムスロットサンプルが、最適化要因の数に実験コンテンツ
の複数小片の数を掛けたものよりも少なくなるまで）繰り返される（５６６）。
【０１４４】
　図６Ｊは、本発明の実施形態に従って、完全無作為化プロセスを使用して、ただしブロ
ック化要因の制約を加えてタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当てるアルゴリズ
ムのプロセスを示す。ブロック化要因の制約は、等しいサンプルサイズのプロセスに又は
所定のサンプルサイズのプロセスに、類似した方式で加えることができる。留意されたい
こととして、各コンテンツサンプルは、好ましくは、そのコンテンツサンプルが関連付け
られるブロック化要因を識別するメタデータを有し、各タイムスロットサンプルもまた、
どのブロック化要因がタイムスロットサンプルに関連付けられるかを識別するメタデータ
を有する。
【０１４５】
　図６Ｊに示すアルゴリズムは、実験コンテンツの任意の（第１の）小片を無作為的に選
択する（６０２）こと、及び実験の始点と終点との間の任意の（第１の）タイムスロット
サンプルを無作為的に選択する（６０４）ことを含む。実験コンテンツの無作為的に選択
された（第１の）小片が、選択された（第１の）タイムスロットサンプルに割り当てられ
る（６０６）。
【０１４６】
　図６Ｊのアルゴリズムは、別の（第２の）タイムスロットサンプルを、そのタイムスロ
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ットサンプルが先に選択された（第１の）タイムスロットサンプルとは異なるブロック化
要因の水準を有するという制約付きで、無作為的に選択する（６０８）ことを含む。実験
コンテンツの選択された（第１の）部分が、この（第２の）選択されたタイムスロットサ
ンプルに割り当てられる（６１０）。上述のＴＳＳ選択プロセスは、コンテンツの選択さ
れた（第１の）小片が、ブロック化要因のすべての水準で１つのＴＳＳに割り当てられる
まで繰り返される（６１２）。
【０１４７】
　図６Ｊのアルゴリズムは、実験コンテンツの任意の（第２の）小片を無作為的に選択す
る（６１４）こと、及び実験コンテンツのこの次の（第２の）小片に対してプロセス６０
４～６１２を繰り返す（６１６）ことを更に含む。ブロック６０２～６１６のプロセスは
、計画が結果として不均衡になることなく最大数のタイムスロットサンプルが満たされる
まで（すなわち、存在するタイムスロットサンプルが、ブロック化要因の数に実験コンテ
ンツの複数小片の数を掛けたものよりも少なくなるまで）繰り返される（６１８）。
【０１４８】
　図７Ａは、本発明の実施形態に従ってタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当て
るアルゴリズムのプロセスを示す。図７Ａに示す実施形態は、タイムスロットサンプルに
コンテンツを割り当てるアルゴリズムに関するが、ここで、コンテンツの個々の小片はタ
イムスロットサンプルよりも短い。図７Ａのアルゴリズムは、コンテンツの交絡が存在し
ないようにし、同じタイムスロットサンプルを使用して複数の仮説を検定することを可能
にする（すなわち、関連のない独立変数を同じタイムスロットサンプル内で試験すること
を可能にする）。これは、同じ患者で複数の薬物を試験できることと類似しており、それ
によって時間と費用が節約される。例えば、薬物試験の状況において、口臭の治療法を試
験するためにも協力している同じ患者に対して局所鎮痛クリームを試験することができる
。つまり、局所鎮痛クリームは口臭に影響を与えるべきではなく、口臭治療は肌の状態に
影響を与えるべきでない。しかしながら、例えば新しい練り歯磨きの試験にも協力してい
る同じ患者に対して、口臭の処置を試験することは望まれないだろう。
【０１４９】
　図７Ａに示すアルゴリズムは、実験の始点と終点との間の任意の空いたタイムスロット
サンプルを無作為的に選択する（６４０）ことを含む。実験コンテンツのある小片が無作
為的に選択され（６４２）、実験コンテンツのその選択された小片は、選択されたＴＳＳ
に割り当てられる（６４４）。図７Ａのアルゴリズムは、実験コンテンツのある小片を、
その実験コンテンツ小片が、ＴＳＳに既に割り当てられていたコンテンツとは関連のない
ものであるという制約付きで、無作為的に選択する（６４６）ことを更に含む。実験コン
テンツの選択された小片は、選択されたＴＳＳに割り当てられる（６４８）。ブロック６
４６及び６４８のプロセスは、すべての選択された実験コンテンツの持続時間の合計がＴ
ＳＳの持続時間を超えることなく実験コンテンツの一小片を加えることが不可能となるか
、又は関連のない実験コンテンツ小片の残りがなくなるかのいずれか早い方まで繰り返さ
れる。
【０１５０】
　空いた時間が、選択したＴＳＳ内に残っている場合、ＴＳＳのその残りの空いた時間は
、完全なプラシーボのコンテンツで満たされる（６５２）。図７Ａのアルゴリズムはまた
、ＴＳＳ内でコンテンツを無作為的に順序付ける（６５４）ことを含む。ＴＳＳが、完全
なプラシーボのコンテンツを含む場合、無作為化により、プラシーボのコンテンツの等価
な持続時間で実験コンテンツの複数小片が分離されるようになる。
【０１５１】
　別の空いたＴＳＳが、実験の始点と終点との間で無作為的に選択される（６５６）。先
に満たされたＴＳＳに割り当てられていない実験コンテンツの一小片が、無作為的に選択
される（６５８）。コンテンツのすべての複数小片が割り当てられている場合、完全なプ
ラシーボのコンテンツが選択される。完全なプラシーボのコンテンツがブロック６５８で
選択された場合、選択されたＴＳＳは完全なプラシーボのコンテンツで満たされ（６６０
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）、そうでない場合、実験コンテンツの選択された小片は、選択されたＴＳＳに割り当て
られ、このＴＳＳはブロック６４６～６５４のプロセスに従って満たされる。空いたＴＳ
Ｓは、実験コンテンツのすべての複数小片がＴＳＳに割り当てられるまで、ブロック６４
０～６６０のプロセスに従って引き続き満たされる。
【０１５２】
　図７Ｂは、本発明の実施形態に従ってタイムスロットサンプルにコンテンツを割り当て
るアルゴリズムのプロセスを示す。図７Ｂに示す実施形態は、関心持続時間の間にロケー
ションの交絡がないようにするアルゴリズムに関するものであり、関心持続時間の後には
、測定される行動及び商取引データの変化をコンテンツが引き起こした場合でも、コンテ
ンツは関心のあるものとして視聴されない。つまり、図７Ｂのアルゴリズムは、視聴者が
、独立変数のある水準に曝され、関心持続時間の間に、その水準に従って、独立変数の異
なる水準を試験している異なるロケーションで行動する可能性がないようにする。
【０１５３】
　すべてのロケーションの交絡を除去するような形ですべての実験ロケーションを使用す
ることの潜在的欠点は、この方式で使用される任意のロケーションが、同じ独立変数の複
数の水準に曝されることが不可能であることである。したがって、どのくらい、独立変数
の異なる水準の組み合わせが、同じロケーション内で互いに交互作用するかを測定するこ
とが困難となる。いくつかの状況下では、まず、完全なロケーション内の試験効果に対し
て実験コンテンツを割り当てられる所定数のロケーションを選択し、次いで、このアルゴ
リズムを実行して、残りのロケーションを、ロケーション間の交絡のない試験に使用する
ことが望ましい場合もある。つまり、例えば、図６Ｈを使用して、ロケーション内の要因
に対する所定のサンプルサイズを満たし、次いで図７Ｂを使用して、ロケーションにまた
がるコンテンツの効果を測定することができる。
【０１５４】
　図７Ｂに示すアルゴリズムは、任意の実験ロケーションを無作為的に選択する（６７０
）こと、及びその選択したロケーションに関連するすべてのロケーションを選択する（６
７２）ことを含む。コンテンツの関連のない複数小片のみが、先の２つのブロック６７０
、６７２で選択されたロケーションに割り当てられるという制約付きで、コンテンツがそ
れらのロケーションに無作為的に割り当てられる（６７４）。別の実験ロケーションが、
既に選択されているどのロケーションとも関連がないという制約付きで、無作為的に選択
される（６７６）。先のブロック６７６で選択されたロケーションには関連があり、かつ
ブロック６７０及び６７２で選択されたロケーションには関連がないすべてのロケーショ
ンが選択される（６７８）。コンテンツの関連のない複数小片のみが、先の２つのブロッ
ク６７６、６７８で選択されたロケーションに割り当てられるという制約付きで、コンテ
ンツがそれらのロケーションに無作為的に割り当てられる（６８０）。ブロック６７６～
６８０のプロセスは、関連がないロケーションの残りがなくなるまで繰り返される。
【実施例】
【０１５５】
　（実施例１）
　以下の実施例は、本発明に従って実現される、通信コンテンツの有効性を算定する方法
を示す。この例示的な実施例において、サービス部門内での部品及び作業の売り上げを増
加させることが、大手自動車製造業者の目的である。自動車製造業者のマーケティングチ
ームは、これらの目標を達成するための有益な「売りつけ」戦略が、予約した顧客の間で
、自動車検査の売り上げを増加させることになるとのことで意見が一致している。しかし
ながら、どのようなマーケティング用の通信メッセージが、全体として、また様々な顧客
小区分の間で最も効果的となるかに関して、チームメンバーの意見は異なっている。
【０１５６】
　顧客の小区分に関して、特定の区分が、時間帯とも呼ばれる、毎日の明確に異なる時間
にサービス部門を訪問することがチームで知られている。例えば、職業を持つ男性は早朝
の時間に訪問し、いわゆる専業主婦は、午前の中頃から午後の中頃により頻繁に訪問する
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。
【０１５７】
　チームは、どの戦略が、またどの出来栄えの組み合わせが、２つの聴衆により効果的と
なり得るかについて憶測する。従来より、これらの見解は、経験、直観、そして時には相
関的研究により、長年にわたって形成されるものであるが、依然として議論の余地がある
。
【０１５８】
　チームの第１の見解の相違は、どのメッセージが、戦略的な通信の水準で全体としてよ
り効果的となる見込みがあるか、つまり、安全性を高める（故障を回避する）ことについ
てのメッセージか、又は節約についてのメッセージかに対するものである。例えば、道路
沿いで立ち往生している自動車とそのオーナーを示すメッセージが、抜け目がなく保守を
行ったために、その立ち往生している運転者を通り過ぎる自動車オーナーを示すメッセー
ジと、同等かそれ以上に効果を発揮するか否かに対する見解の相違がある。
【０１５９】
　チームの次の見解の相違は、出来栄え又は戦術の水準にあり、例えば、いずれかのメッ
セージで現れる女性の役者か又は男性の役者が、様々な顧客小区分の間でより説得力を持
ち得るかというものである。最後に、８００の販売店が存在し、各々が、各自の宣伝メッ
セージをある程度まで「局地化」することを望み、その局地化は、検査を依頼するコミュ
ニティショップの近くで、局地的に決定された料金又は割引を提供することによって表さ
れ得る。
【０１６０】
　本発明に従う方法論を適用することは、次の変数を識別し分類することを含む。従属変
数は、単位時間当たりのドルでの売り上げ（部品及び作業）である。独立変数には、メッ
セージの戦略、つまり安全性の向上か又は節約か、メッセージの出来栄え、つまり女性の
役者か又は男性の役者か、配信時間帯、つまり早朝か又は午前の中頃から午後の中頃か、
そして、局地的提供のカスタマイゼーション、つまり販売店の数（すなわち、この例では
８００）が含まれる。留意されたいこととして、これらの要因のすべてを調査する実験は
、９，６００（２×２×２×８００）の条件を有することになり、手動での実行では克服
できない難題を呈するが、本発明の自動化された手法には小さな問題である。
【０１６１】
　ネットワーク設定及び初期データの記憶は、次の作業を含む。（１）参加する各販売店
が、顧客がそれらの販売店を去った後に訪問する可能性が少しでもある任意の他の販売店
を確認する。これらのデータをシステムに入力して、ロケーション間の持ち越し効果を統
制する。（２）販売店サイズを、更なるブロック化のための最適化要因として確認する。
（３）サンプルサイズ要件を算出する。（４）対照及び実験コンテンツを規定する。例え
ば、この例における対照コンテンツ（すなわちプラシーボ）は、局地的な天候である。実
験コンテンツは、ａ）女性が節約する、ｂ）男性が節約する、ｃ）女性が道路の脇で立ち
往生して見える、ｄ）男性が道路の脇で立ち往生して見える、というものである。（５）
消費者の約９５％がサービス部門を１時間以下にわたって訪問する視聴者訪問持続時間を
決定する。
【０１６２】
　実験計画及び実行プロセスは、次の作業を含む。第１に、スケジュールがタイムスロッ
トサンプルに分解される。売り上げデータは、１分ごとにタイムスタンプが記されるので
、すべての販売店でのスケジュールが、２時間のタイムスロットサンプルに分解される。
第２に、実験計画の再生リストが作成される。コンテンツの配信パターン（すなわち、コ
ンテンツが再生されるタイミング及びロケーション）が実験の制約を満たすように、実験
コンテンツ（すなわち、上記のコンテンツａ～ｄの４つのバージョン）及び対照コンテン
ツ（すなわち局地的な天候）が、タイムスロットサンプルに無作為的に割り当てられる。
つまり、実験及び対照コンテンツが、時間帯及びロケーションのブロック化を確実にする
特殊な制約付きでスロットに無作為的に割り当てられる。
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【０１６３】
　第３に、コンテンツが再生リストに従って配信される。コンテンツは、先の工程で指定
したような参加する販売店のサービス部門にディスプレイのネットワーク全体において配
信される。第４に、従属変数の測定値が、実験条件により分解される。タイムスタンプ及
びロケーションスタンプが記された従属変数データ（例えばＰＯＳの売り上げデータ）が
システムに供給され、そのシステムが、分析のために実験条件に従ってデータを自動的に
分解する。
【０１６４】
　通信コンテンツの有効性の評価は、収集されたデータを検討することでより容易になる
。この実験の結果は次の通りである。実験の１日目の午前までに、自動車会社は、実験コ
ンテンツの各バージョンが再生されるとき、対照（すなわち天候）コンテンツが再生され
るときと比べて、検査の依頼が２５％増加するという、統計的に信頼性のある結果を見出
した。１日目の終わりまでに、統計的に有意な主効果があり、それによると、女性の役者
は午前の時間帯の間により効果的であるが、男性の役者は真昼の時間帯の間により効果的
である。節約の戦略と故障回避の戦略との対比は信頼性がないが、販売店ごとに交互作用
が存在すると思われ、それによると、販売店の中には、節約でより良好な結果を示すもの
もあれば、故障回避でより良好な結果を示すものもある。実験はもう１週間続き、個々の
販売店で統計的に信頼性のある結果が発見される。これらの販売店は次いで、その販売店
で最大限に効果的であるコンテンツ要因の組み合わせのみを、時間帯ごとに再生する。
【０１６５】
　（実施例２）
　本明細書において開示する方法論を利用し、「現実の世界」の実験を遂行して、ホテル
においてデジタル看板コンテンツが顧客の行動に与える効果を測定した。この実験では、
あるホテルの建物で部屋の格上げを増加させることに対するデジタル看板コンテンツの影
響を測定した。具体的には、これは、チェックインの際に予約を普通の部屋から高級な部
屋に変更する宿泊客の数を増加させることを意図したものであった。部屋の格上げを増加
させるために、実験コンテンツの３つの異なる小片（それぞれ持続時間は２０秒）を作成
した（１つは、より広い部屋のイメージを示すものであり、もう１つは、室内の格別な快
適装備のイメージを示すものであり、もう１つは、視聴者が格別な贅沢と労いに値するこ
とを強調するものであった）。高水準な方法工程が図５に示されており、この実施例はそ
れに従う。
【０１６６】
　１．空いた提示時間をタイムスロットサンプルに分解する。
【０１６７】
　顧客がチェックインして過ごした視聴者訪問持続時間（ＶＶＤ）及びデータ収集のため
の時間間隔（ＴＩ）を使用して、図６Ｄに示す方法を利用してタイムスロットサンプルを
作成した。９５％を超える宿泊客が、ホテルのロビーに入ってから５分以内にチェックイ
ンすることをホテルのスタッフは理解している。したがって、ＶＶＤ＝５分である。
【０１６８】
　ＴＩは、ホテルの販売時点（ＰＯＳ）ログを調べることによって決定した。ＰＯＳシス
テムは秒単位までのタイムスタンプを作成するが、ＰＯＳシステムのサーバークロックの
精度は１日の間でドリフトする。実時間のタイムスタンプにおけるこの精度の不足を補う
ために、ＴＩを２５分に設定した場合、ＰＯＳの処理では、その時間の９９％を超える精
度で扱われると判断した。したがって、ＴＩ＝２５分である。サーバークロックが秒単位
まで正確である場合、ＴＩは、はるかに短く、例えば１秒程度となる。
【０１６９】
　ＴＳＳＤ及びＴＳＳを決定するために、図６Ｄに示すアルゴリズムを使用した。このア
ルゴリズムは入力としてＶＶＤ及びＴＩを受け取る。上記の式［１］によれば、ＴＩ（２
５分）は≧ＶＶＤ（５分）であるので、ＴＳＳＤ＝ＴＩ＋ＶＶＤ、したがって、ＴＳＳＤ
＝３０分である。
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【０１７０】
　図６Ｄに示すアルゴリズムを続行して、この実験のためにタイムスロットサンプルを作
成した。この実施例において、部屋の格上げに関するＰＯＳログからの履歴データを使用
して、αを０．０５に設定し、βを０．８に設定し、効果サイズを少なくとも２０％とし
、対照コンテンツと比べた部屋の格上げのコンテンツを表示することの、統計的に信頼性
のある効果を見出すのに必要な３０分のタイムスロットサンプルの数を推定するために、
統計的検出力分析を遂行した。最低でも約７００のタイムスロットサンプルが必要となる
と判断した。実験に１８日用意したので、８６４のタイムスロットサンプルが使用される
と判断した。実験は１日目の深夜に開始するように計画した。したがって、８６４のタイ
ムスロットサンプルという目標を達成するために、実験をは１８日目の深夜に終了するよ
うに計画した。
【０１７１】
　個々のタイムスロットサンプルを作成した。ホテルのロビーは閉まることがないので、
開店時間からのＴＳＳＤである第１のＴＩは１日目のＡＭ１２：３０である。したがって
、第１のタイムスロットサンプルの開始は、１日目の深夜であった。先のＴＳＳＤの最後
からＴＳＳＤ１つ分だけ離れた次のＴＩは、１日目のＡＭ１：００である。したがって、
次のタイムスロットサンプルは、１２：３０（前のＴＳＳの最後からＴＳＳＤ１つ分）に
開始するように割り当てた。スケジュールした実験の最後である１８日目の深夜まで、こ
のプロセスを続行した。以下の表１は、１日目の深夜に開始する実験の最初の１２のタイ
ムスロットサンプルを示す。
【０１７２】

【表１】

【０１７３】
　２．再生リストを作成する（制約付きで実験及び対照コンテンツをタイムスロットサン
プルへ無作為に割り当てる）。
【０１７４】
　このプロセスにおける次の工程は、実験に対して選択された制約内で、個々の２０秒単
位の実験及び対照コンテンツで３０分のタイムスロットサンプルを満たすことであった。
対照コンテンツは、部屋の格上げ、例えば現場の施設又は余暇活動に関連するコンテンツ
とは関連を持たないものであった。図５の右側に示す制約は、状況に合わせて適切に選択
する。この例示的な例において、以下の制約を選択した。
【０１７５】
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　１．実験及び対照コンテンツが交絡しないようにする。いかなるタイムスロットサンプ
ルに対しても、１つのバージョンの実験コンテンツのみ、タイムスロットサンプルに割り
当てることができる。
【０１７６】
　２．ノイズ要因によるブロック化。任意の４時間の期間に、実験コンテンツを有するタ
イムスロットサンプルと、対照コンテンツのみを有するタイムスロットサンプルが同じ数
だけ存在し、実験コンテンツの各バージョンを有するタイムスロットサンプルが同じ数だ
け存在するように、タイムスロットサンプルをブロック化した。
【０１７７】
　３．統制されない要因全体の無作為化。同じ実験条件を試験する２つの連続したタイム
スロットサンプルが存在しないという制約付きで、タイムスロットサンプルの順序をブロ
ック内で無作為化した。更に、タイムスロット内でのコンテンツの順序を無作為化した。
【０１７８】
　４．実験の均衡化。実験全体にわたって（すなわち、１日目から１８日目まで）、等し
い数のタイムスロットサンプルを対照コンテンツ及び実験コンテンツで満たした。また、
実験コンテンツの各バージョンを示す同数のタイムスロットサンプルが存在した。
【０１７９】
　試験する最適化要因は存在しなかったため、「最適化要因によるブロック化」に関連す
る制約は用いなかった。順序が結果に与える効果は試験されなかったため、「順序効果の
相殺化」に対する制約は用いなかった。「推定されるサンプルサイズ要件を満たす」とい
う制約は、実験の持続時間の上述の説明で既に扱った。
【０１８０】
　以下の表２は、上で議論した制約を満たすタイムスロットサンプルの２つの例示的なブ
ロックを示す。
【０１８１】
【表２】

【０１８２】
　３．再生リストのスケジュールに従ってコンテンツを配信する。
【０１８３】
　ホテルのロビーの受付の近くに配置された３Ｍ（商標）デジタルサイネージソフトウェ
ア－ネットワークエディション（Digital Signage Software-Network Edition）を使用し
て、デジタルディスプレイにコンテンツを示した。
【０１８４】
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　４．アルゴリズム出力のレポートを生成する
　タイムスロットサンプルの開始時間及び終了時間とそれらのタイムスロットサンプルに
対応する実験条件（すなわちコンテンツ）とを有するデータファイルの形式でレポートを
生成した。
【０１８５】
　５．従属変数の測定値を実験条件により分解する
　部屋の格上げについての、タイムスタンプが記された販売時点データ（すなわち従属変
数の測定値）を、実験の間ホテルのＰＯＳシステムで自動的に収集した。このシステムに
おいて、部屋の格上げに関連する処理は、タイムスタンプが記され、明確にラベル付けさ
れる。ＰＯＳデータを分解し、それらに対応するタイムスロットサンプル及びコンテンツ
に関連付けた。以下の表３は、分析用にデータを分解し個々のタイムスロットサンプルに
関連付ける方法の例を示す。
【０１８６】
【表３】

【０１８７】
　次いで、データに反復測定分散分析を施した。この反復測定分散分析により、統計的に
信頼性のある主効果が見出され、その主効果により、格上げの平均数は、格上げ用のコン
テンツが提示されたタイムスロットサンプルの間には、格上げ用のコンテンツが提示され
なかったタイムスロットサンプルにおいてよりも多くなった（例えば、実験の結果から、
コンテンツ「Ａ」は、所望の営業目標を達成する上でコンテンツ「Ｂ」よりも効果的であ
ることが（α＜０．０５の信頼水準で）統計的に明らかとなった）。
【０１８８】
　視聴者訪問持続時間及びデータ収集のための時間間隔に基づいてタイムスロットサンプ
ルに時間を分割する方法を利用しない場合に、信頼性のある結論を上述の「現実の世界」
の実験から生み出す困難さは、当業者には理解されよう。例えば、以下の表４は、（例え
ば、既知の準実験及び相関的研究の場合のように）無作為的にスケジュールされたコンテ
ンツを示す。留意されたいこととして、コンテンツのどの小片が格上げに関連付けられる
かを知ることは、少しはできるとしても、ほぼ不可能である。
【０１８９】
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【表４】

【０１９０】
　宿泊客は、格上げが行われた数秒以内に格上げのコンテンツのすべてのバージョンが示
されたので、格上げのコンテンツのいずれかのバージョンを見た可能性があり、また、宿
泊客は、コンテンツのいずれのバージョンも見なかった可能性もある（すなわち、看板を
見ることさえなかった可能性がある）。更に、ＰＯＳの時間はドリフトするので、格上げ
が実際に、ＰＯＳシステムで示された時間に又はそれに近い時間に行われたという信頼水
準は低くなり、ＰＯＳシステムで示された時間は、上で議論したようなシステムクロック
時間同士の非同期性が原因で、デジタル看板システムで記録された時間とは異なるものと
なる。大量のデータが得られると、高度な分析技法（主成分分析など）を利用して規則的
なパターンを発見できることもある。しかしながら、そのような手法は、仮に可能である
としても数年を要する可能性があることは、当業者には理解されよう。
【０１９１】
　リサーチャーが以下の方法論の１つを利用することになるのは、正に、上で議論した「
実験を完了する時間」の問題であり、以下の方法論の各々は、非常に時間を要するもので
あるか、費用がかかるものであるか、又は内的若しくは外的妥当性が非常に低いものであ
る。
【０１９２】
　ａ．顧客の呼び止め。顧客は単純に、格上げを行ったか否か、格上げのコンテンツを見
たか否か、及びコンテンツが自身の行動に影響を与えたか否かを問われる。顧客の呼び止
めは、大きな労働力を要するものであり、したがって不経済である。更に、多くのリサー
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チが示すこととして、顧客の呼び止めを利用して得られたデータは信頼性がない（内的及
び外的妥当性が低い）。
【０１９３】
　ｂ．単に、大規模な看板ネットワークを使用してリサーチを試行する。例えば、既知の
準実験技法を利用して７４０のロケーションに対して遂行された確認済みの実験は、完了
するのに２か月を要した。
【０１９４】
　ｃ．対応対照の方法論を利用し、この方法論により、それぞれのホテルは、異なるロケ
ーションで格上げのコンテンツの異なるバージョンを示すように割り当てられる。この手
法は、多数のロケーションを必要とし、相当な時間量を要し、特定のロケーションに合わ
せて最適化して利用できないため、問題がある。
【０１９５】
　上に示した例は、真実験の制約と整合する方式で通信コンテンツを配信し通信コンテン
ツの有効性を算定する、自動化されたコンピュータ支援型の方法の検出力を表す。当業者
には明らかなように、上述の例示的な例は、本発明に従って実現されたシステム及びプロ
セスの利益を享受し得る、多数の起こり得る状況の一部を表すものである。本明細書で説
明する実験計画プロセスは、多種多様な用途及びシステム展開に適応するように修正され
てもよい。
【０１９６】
　更に、本発明の実験計画プロセスを強化するために、付加的な機能が含められてもよい
。例えば、データ収集の過程の間に、データの連続的又は段階的な監視に基づいて実験が
変更されてもよい。例えば、被験者６００人のサンプルにおいて血圧を低下させる５つの
交絡を試験するように計画された実験が実施されてもよい。データが生成されるとき、効
果サイズ、実験データに対して遂行された、更新された統計的検出力分析、データ収集に
伴う費用、又は他の要因に基づいて、サンプルを条件に再び割り付けることが有利となる
場合もある。
【０１９７】
　これらの及び他の要因に基づいて実験を調節する方法が、十分に特徴付けられており、
当業者に知られている（例えば、「検出力と費用：最小限の財務費用による統計的検出力
に優れた研究の計画（Power & Money: Designing Statistically Powerful Studies Whil
e Minimizing Financial Costs）」、Ｄ．アリソン及びＲ．アリソン（D. Allison and R
. Allison）、生理学的方法（Physiological Methods）、１９９７、第２巻、第１版（No
. 1）、２０～３３を参照されたい）。当面の実験に対するそのような調節により、効率
を高める重要な機会がもたらされ、より迅速に結論に達することが可能となる。また、結
論は典型的には業績に関連するので、再び割り付けしないことの機会費用が存在する。
【０１９８】
　実験データが収集され、特定のコンテンツ小片、又はコンテンツの複数小片の類似グル
ープが十分に成果を挙げ、他の複数小片又はグループが十分に成果を挙げないことを示す
場合、成果に優れたものを「昇進」させ、成果に劣ったものを「降格」させる機会が生じ
る。降格させることは、成果に劣ったものを更なる実験から除外することを含んでもよく
、それにより、成果に劣ったものが存在していたタイムスロットサンプルが解放されて、
ａ）既存の優れた試験コンテンツの実体化が増加されるか、ｂ）試験コンテンツの新規に
構築されたバージョンが中間結果に基づいて挿入されて、それらのメッセージの微妙に違
う要素が探索されるか、又はｃ）単純に、売り上げ、満足度などを増す目的で非試験コン
テンツが挿入される。
【０１９９】
　典型的には、サンプルは識別され、どのサンプルが独立変数の特定の水準を受けるかは
、実験の開始よりもかなり前に決定される。例えば、ホテルにおいて、２つのコンテンツ
のバージョンの相対的有効性を平日午前の時間帯の間に試験したい場合がある。典型的に
は、時間帯内の時間のどのブロックが、コンテンツの種々のバージョンを受けるかが、実
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験の開始に先立って決定される。
【０２００】
　しかしながら、実験者はサンプルの条件がいつ現れるか予測できないため、実験の疑問
には対処できないものもある。例えば、ホテルの部屋の格上げを促す２つのメッセージの
どちらが特定の屋外温度範囲内でより効果的であるか把握したい場合があるが、温度がい
つそれらの温度範囲内に入るかを予測することはできない。この場合、コンテンツのバー
ジョンＡは、温度が所定の範囲に最初に達したときに再生され、コンテンツのバージョン
Ｂは、温度が所定の範囲に２度目に達すると再生されるように、無作為的に割り当てられ
ることが、予め決定される。
【０２０１】
　加えて、そのような「トリガー」により、新しいタイムスロットサンプルが開始される
。新しいタイムスロットサンプルの持続時間は、現在のＴＩに残っている時間を、図６Ｃ
で算出されるようなタイムスロットサンプルの持続時間に加算することによって算出され
る。
【０２０２】
　サンプルタイムスロットサンプルを開始する「トリガーイベント」の別の例は、消費者
がどの電動工具を購入するか検討するときに手に取ることができるように、電動工具を一
般に陳列している日曜大工店で発生する可能性がある。この事例において、タイムスロッ
トサンプルは、例えば消費者がドリルを手に取ったときに開始することができ、これは運
動センサーによって捕捉されるであろう。センサーイベントにより、コンテンツＡがトリ
ガーされて、再生されると共に、この新しく開始されたタイムスロットサンプルを無作為
的に割り当てられ、従属変数データ、例えばＰＯＳデータが、新しいタイムスロットサン
プルに対応して収集される。タイムスロットサンプルが終了するとき、コンテンツＢが無
作為的に割り当てられ、対応するＰＯＳデータが収集される。この交互のシーケンスは、
営業日の最後まで繰り返される。
【０２０３】
　実験は通常、条件にサンプルを割り当てる機会の前に、条件へのサンプルの割り付けが
決まるように遂行されるが、予期しない条件に伴う結果に関連する別のフィードバックの
機会が存在し、その予期しない条件に伴う結果により、優れた又は劣った成果が明らかと
なり、調査に向けた新しい仮説が示唆される。一例となり得るのは、ホテル内で部屋の格
上げを促進するように構築された特定のコンテンツが、外部温度が摂氏３５度（華氏９５
度）を超えるときに十分に成果を挙げる場合である。摂氏３５度（華氏９５度）超の条件
は予想されておらず、したがって、元の実験計画の範囲内では特に対処されていなかった
。しかし、これらのデータが生じると、システムは、この新たに決まった重要な独立変数
に適応するように、コンテンツの割り付けの方法を修正することができた。
【０２０４】
　また、コンテンツの相関性は、従来の方法を使用すると難題となるが、本発明のシステ
ム及び方法により対処される。自身の自動車に関心のある消費者は、自動車の性能につい
てのメッセージ並びに自動車の安全機能についてのメッセージに反応し得ると、マーケテ
ィング担当者は仮定することができる。本発明の実施形態に従って、性能及び安全性のコ
ンテンツメッセージ「系統」を独立に、ただし互いに関連付けながらも試験する実験が計
画されてもよい。コンテンツの各例は、長さが１５秒である、各々についての独立したコ
ンテンツの複数小片、２つの１５秒のメッセージを単純に加えた、結合された新しい３０
秒のメッセージ、又はある構成要素を他の構成要素よりも強調し、構成要素の順序を変更
するなど任意の数の「混合型」メッセージを含むことができる。
【０２０５】
　本明細書で説明するシステム及び方法は、タイムスロットサンプル、制約付きの無作為
化要件などを決定するとき、すべてのコンテンツバージョンが、適当な回数、適当な順序
などで再生され、それにより、結果のデータを完全にコンテンツに帰することができるよ
うに、多数のバージョンの各々にタグ付けして、これらの「系統」のメッセージをコンテ
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ンツの単一小片として扱う。対照的に、従来の手法では、事後に膨大な量のデータの分析
が必要となり、結果に影響を与える可能性があった各潜在的要因に「重み」が割り当てら
れるが、結局は、考慮されなかった他の変数が結果に影響を与えた可能性がある。
【０２０６】
　本発明の真実験に基づいたシステムが従来の手法と比べて十分に成果を挙げるもう１つ
の側面は、ユーザーが、重要な要因を識別し、タイムスロットサンプルへの実験及び対照
コンテンツの割り当てを再び割り付けして、個々の重要な要因並びに要因の組み合わせを
考慮することを可能にする能力である。
【０２０７】
　例えば、ホテルのマーケティング担当者は、時間帯ごとに、画面の位置ごとに、また客
足の水準ごとに、通信がどのような成果を挙げるかを把握することを望む場合がある。本
発明のシステムは、所有地における各関心要因の条件内で、かつこれらの関心要因の適切
な組み合わせでシステムがメッセージを同じ回数再生するように、実験及び対照コンテン
ツを割り付けることができる。これにより、マーケティング担当者は、例えば、メッセー
ジがロビー内で再生され、多数の宿泊客がロビー内にいる早朝の時間帯に、どのメッセー
ジが最良の成果を挙げるかを把握することが可能となる。ここでもまた、従来の方法では
、マーケティング担当者は、個々に又は組み合わせで再生されたコンテンツのみに結果を
帰せることができなくなる。考慮されなかった他の要因が結果に影響を与えた可能性もあ
る。
【０２０８】
　図８Ａ～１１Ｂは、コンピュータ化エキスパートシステムを実現するためのシステム及
びプロセスを示し、このコンピュータ化エキスパートシステムは、本発明の実施形態に従
って、真実験又は真実験の制約を有する様々なサブプロセスを、ユーザーからの入力に基
づいて計画するためのものである。図８Ａ～１１Ｂに示すシステム及びプロセスは、デジ
タル看板通信コンテンツ又は上に議論した手段を含めた他の手段で伝達されるコンテンツ
の有効性を算定するように実現し得る、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセスを
計画し実現するように実現されてもよい。また、本発明のコンピュータ化システムは、デ
ータを収集すること、データを統計的に分析すること、実験の結果を解釈しレポートする
ことを含む、真実験を遂行することに伴う工程のうちの１つ以上をユーザーが実施するの
を自動的に又は半自動的に支援してもよい。エキスパートシステムのユーザーは、実験計
画、統計学的／数学的若しくはアルゴリズム的プロセスの基礎理論の知識、又は科学的方
法の深い知識を有している必要はない。
【０２０９】
　エキスパートシステムは、ユーザーに提示される一連の質問を通じて、真実験又は真実
験の制約を有する様々なサブプロセスを計画するための情報を提供する反応をユーザーか
ら引き出す。様々な実施形態において、実験データは手動で（システムで生成されたフォ
ームに）入力するか、又は半自動的に若しくは完全に自動的に集めることができる。いく
つかの実施形態において、システムは、自動的に独立変数の水準を操作し、その独立変数
の水準にサンプルを割り当てるが、他の実施形態においては、システムは、ユーザーによ
る独立変数の操作及びサンプルの割り当てに関する手順を提供する。ユーザーは、実験計
画の分野に精通していなくてもよく、また、真実験を計画する、遂行する、又は真実験か
ら結果を分析する方法を知る必要がない。
【０２１０】
　エキスパートシステムにより、ユーザーは、例えば仮説を検定する願望以外に実験計画
及び分析の分野の特殊な知識を身に付けるという負担が取り除かれる。ユーザーはエキス
パートシステムに情報を提供し、その情報により、システムは、ユーザー入力に基づいて
ユーザーに代わって実験を計画することが可能となる。真実験を計画した後、エキスパー
トシステムはまた、データを収集すること、データを統計的に分析すること、及び実験の
結果を解釈することを含む、真実験を遂行するプロセスの１つ以上の工程を支援してもよ
い。この構成において、エキスパートシステムは、外部システム、例えば、どの電子看板
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が特定のコンテンツを示しているかを制御することを通じて、また電子的情報源からのデ
ータを自動的に解析すること、例えば、実験条件に従って売り上げデータを手動で又は自
動的に整理することによって、自動的に実験を遂行できるようになっていてもよい。
【０２１１】
　実験計画に不可欠な様々な概念の知識をユーザーが理解する必要はない。これらの概念
は、専門用語及び数の単位がユーザーの知識基盤に対応するようにユーザーに提示される
。エキスパートシステムは、抽象的ではあるが専門分野では一般的な統計学的概念を、ユ
ーザーに知られていてかつ理解される分野における意味論的に有意の言語及びデータに変
換することが可能である。例えば、エキスパートシステムは、実験のサンプルサイズ要件
を算出するために統計的検出力分析を遂行することができるが、単純に検出力分析の出力
をサンプルサイズ（例えば６８０サンプル）に関してレポートする代わりに、システムは
、検出力分析の結果を、特定のサンプルサイズ要件を与えられた実験を遂行するのに要す
る時間量（例えば８営業日）としてレポートすることができる。エキスパートシステムは
、精通していないユーザーが判断できるような方式で、統計的出力から得たデータを商取
引の情報及び／又はデータを提示することを目的とした指標に自動的に変換すること、例
えば、Ｚスコアをドル又は時間に、サンプルサイズ要件及び／又は持ち越し効果の除去を
、実験を実行するのに要する時間に変換することが可能である。
【０２１２】
　システムが使用する専門用語及び数の単位は、選択可能なユーザーの精通水準に対応し
てもよい。例えば、ある選択可能な構成において、ユーザーは、エキスパートシステムで
扱われる概念に関して比較的精通していることがあり、これらの概念は、ユーザーの知識
の水準に対応した専門用語及び数学で表現されてもよい。例えば、この構成において、ユ
ーザーは、「この変数は連続的ですか離散的ですか」などの質問を受ける。別の選択可能
な構成において、ユーザーは、エキスパートシステムで扱われる概念に精通していないこ
とがある。精通していないユーザーに対し、エキスパートシステムは、ユーザーが精通し
ていない専門用語を使用せずに情報を決定するために、一連の質問を通じてユーザーを導
くことが可能である。この構成において、ユーザーは、エキスパートシステムで扱われる
概念の以下の例の使用法の知識又は理解を有する必要がない。
【０２１３】
　独立変数－実験者によって操作される変数。
【０２１４】
　従属変数－実験者によって測定される変数。
【０２１５】
　交絡－独立変数の水準と共に系統的に変動し得る任意の要因。
【０２１６】
　無作為化－試験サンプルの選択及び独立変数の水準へのサンプルの割り当てを無作為化
するプロセス。
【０２１７】
　無作為選択の目的：無作為選択は、実験の外的妥当性に重要である。実験の結果は、サ
ンプルを収集した母集団にしか一般化できないという事実のため、無作為抽出により、バ
イアスした（無作為的でない）方式でサンプルを抽出した母集団の一部ではなく、サンプ
ルを収集した母集団全体に実験の結果を一般化できるようにする。例えば、血圧の薬の実
験における被験者のすべてが、うつ病で既に入院していたため実験に含めやすいという理
由で選択された、３５歳から４０歳の男性である場合、この実験の結果を母集団の残り（
例えば、６５歳超の女性）に一般化することはできない。そのような実験では、米国のす
べての人から無作為的に選択した実験よりも、外的妥当性が低くなる。
【０２１８】
　無作為割り当ての目的：無作為割り当ては、実験の内的妥当性に重要である。無作為割
り当ては、従属変数の値に見られるいかなる効果も、サンプルが独立変数の水準に割り当
てられた体系的変化に起因しないことを保証するものである。例えば、プラシーボ又は錠
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剤（drug pill）のいずれかを服用するようにサンプルが無作為的に割り当てられる、血
圧の薬の実験は、ニューヨーク出身のすべての被験者にプラシーボが与えられ、サンフラ
ンシスコ出身のすべての被験者に薬が与えられる実験よりも、内的妥当性の高いものとな
る。留意されたいこととして、無作為割り当ての１つの主目的は、交絡がない場合、見出
された任意の効果が、不規則変動と比べて独立変数の水準に起因する確率が、ｐ値によっ
て明らかとなるということである。これは準実験又は相関計画には当てはまらず、準実験
又は相関計画において、ｐ値は単に、１つ以上の基礎的な分布からサンプルを抽出してい
る可能性を明らかにするものである。つまり、真実験においては、ｐ値は、２つの平均値
ＸとＹが異なる可能性を明らかにし、それらの平均値が、Ｚのために（つまりＺが原因で
）異なっていることを明らかにするものであるが、相関的研究においては、ｐ値は、単に
、平均値ＸとＹとが異なっているという情報を提供するものであり、なぜそれらが異なっ
ているかについての情報を提供するものではない（すなわち、ｐ値は、ＺがＸとＹとの相
違を引き起こしたのか否かを明らかにするものではない）。
【０２１９】
　複製－計画に伴う固有の又は実験による変動性を推定できるように、実験において実験
条件を無作為的に繰り返すこと。これにより、ｐ値の算出で統計的有意性を算定すること
が可能となる。
【０２２０】
　ブロック化－互いに類似した群（ブロック）に実験単位を整理すること。
【０２２１】
　測定の尺度－変数が名義尺度であるか、順序尺度であるか、間隔尺度であるか。
【０２２２】
　検出力分析－所与のサイズの効果を発見するためのサンプルサイズ要件、信頼性区間の
幅、及び第２種の過誤を犯す確率（帰無仮説が偽であるときに帰無仮説を棄却し損なう確
率）を決定する方法。
【０２２３】
　均衡化－独立変数の各々及び対応する交互作用が互いに独立するようにする方法。
【０２２４】
　相殺化－治療提示のすべての順序を含めるか又は各被験者に順序を無作為的に決定する
ことによって、反復測定計画で順序効果を統制する方法。
【０２２５】
　記述統計学－データを整理し要約する方法。
【０２２６】
　推測統計学－特定の実験上の発見の信頼性及び一般化可能性を判断する手順。
【０２２７】
　以下に述べる様々な実施形態に従って、上記の概念を適切に利用するようにユーザーを
案内する方法及び装置について記載する。
【０２２８】
　一実施形態に従うエキスパートシステムの構成要素が図８Ａに示されている。このエキ
スパートシステムは、様々なハードウェア構成要素を有する計画プロセッサ１１０を有し
、ハードウェア構成要素には、いくつかの構成要素の中でも特に、中央演算処理装置（Ｃ
ＰＵ）１０５及びメモリー１０６が含まれる。メモリー１０６は、実験を計画するプロセ
スを制御するコンピュータ命令を記憶し、実験計画に必要な、ユーザーから得られた情報
を記憶する。ソフトウェアの制御下で、ＣＰＵ１０５は、アルゴリズム的に質問を選択す
るか又は生成して、ユーザーから情報を引き出す。質問は、計画プロセッサ１１０に連結
されたユーザーインターフェイス１２０の出力装置を通じてユーザーに提示される。
【０２２９】
　例えば、ユーザーインターフェイス１２０は典型的には、ユーザーに質問を提示するた
めの液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）又は他のタイプのディスプレイ装置など、ディスプレイ
装置を有している。ユーザーインターフェイス１２０はまた、指又はタッチペンの接触に
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応答するタッチスクリーン、マウス、キーボード、音声認識、又は他のタイプの入力装置
など、１つ以上の入力装置を有している。ユーザーは、ユーザーインターフェイスの１つ
以上の入力装置を通じて質問に回答する。計画プロセッサ１１０は、実験計画並びに独立
及び従属変数の特徴に基づいて、実験に適した記述統計及び推測統計を決定することがで
きる。
【０２３０】
　また、図８Ａに示すシステム構成要素は、図２Ａ～５に示すものなど、本明細書で説明
するエキスパートシステム機能の一部又はすべてを用いずに（例えば、システムが実験計
画の当業者によって開発される場合など）真実験又はその一部分を実現するために使用さ
れてもよい。図８Ａに示すシステム構成要素はまた、図５～７Ｂで先に説明したものなど
、真実験の制約を有する様々なサブプロセスを実現するために使用されてもよい。そのよ
うな実現例において、図８Ａに示す構成要素は、同じ現場に（例えば開発者の事務所又は
共通シャーシ内に）配置されてもよく、また、地理的に離れた現場に（例えば、ネットワ
ーク又はインターネットを通じて互いに通信的に結合されたシステム又は装置の分散型構
成要素）配置されてもよい。
【０２３１】
　図８Ｂの流れ図は、本発明の実施形態に従って真実験を計画するために、計画プロセッ
サ及びユーザーインターフェイスによって実施されるプロセスを示す。図８Ｂ及びそれに
続く図に示すプロセスは、真実験を計画することに関するものであるが、そのようなプロ
セスは、図５～７Ｂで先に説明したものを含めて、真実験の制約を有する様々なサブプロ
セスを計画するために実施されてもよいことが理解されよう。
【０２３２】
　計画プロセッサは、真実験を計画するのに必要な情報を確認し（１４０）、必要な情報
を提供するユーザーから回答を引き出す一連の質問を選択するか又は生成する。質問はユ
ーザーインターフェイスを通じてユーザーに提示される（１５０）。質問に対するユーザ
ーの回答は、ユーザーインターフェイスを通じて受け取られ（１６０）、計画プロセッサ
に転送される。計画プロセッサは、ユーザーの回答から情報を抽出し（１７０）、その情
報に基づいて真実験を計画する（１８０）。エキスパートシステムは、他の工程に関連す
る特定の工程で情報を収集する能力を有している。
【０２３３】
　例えば、従属変数が工程Ｘにおいて連続的であるという認識は、特定のタイプの統計分
析が工程Ｙにおいて利用されるべきであることを意味する。システムは、前の工程からの
データを使用して後の工程を完了する。例えば、データが既に得られている場合、システ
ムは、同じ情報を再びユーザーに尋ねない。ユーザーは、その情報が両方の工程に関連す
ることを知る必要がない。データが前の工程から利用可能でない場合、システムは、必要
なデータをユーザーに尋ねる。
【０２３４】
　真実験の要素が図８Ｃに示されている。真実験は、仮説又は目的の策定を含む。従属及
び独立変数が識別され、１つ以上の独立変数の少なくとも２つの水準が使用される。対照
群及び治療群が形成され、サンプルが独立変数の水準に無作為的に割り当てられる。また
、交絡変数を統制するか又は除去するプロセスが存在する。
【０２３５】
　例えば、デジタル看板の実験において、システムは、１）コンテンツの複数小片がネッ
トワーク全体にある各ロケーションで示される順序を均衡化し相殺化すること、及び／又
は２）実験コンテンツの２つの小片が、視聴者が店内にいる間にコンテンツの両方の小片
を見る可能性がある一定時間内に示されないようにすること、及び／又は３）コンテンツ
が実験コンテンツのあるバージョンから実験コンテンツの別のバージョンに切り替わる間
、十分な時間が経過した後にデータが収集され、それにより、コンテンツの変更時に店内
にいた視聴者の少なくとも９５％の視聴者が店舗を去っているようにすることによって持
ち越し効果を統制するプロセスを通じてユーザーを案内する。これらの要素のすべてが適
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切に適用される場合、従属変数と独立変数との関連性についての統計的推測を行うために
利用できる結果が、実験により生じる。
【０２３６】
　本明細書で説明するエキスパートシステムにより、実質的に交絡のない結果を生じ、か
つ独立変数と従属変数との任意の因果関係を判断し定量化するために利用できる実験を、
真実験計画の複雑さに精通していないユーザーが計画することが可能となる。理解された
いこととして、説明するシステムの機構及び機能は、精通していないことも十分に精通し
ていることもあるユーザーの精通度に従って修正してもよい。例えば、十分に精通してい
るユーザーの場合、あまり精通していないユーザーには有用な初歩的な機構が簡略化され
るか又は除去されてもよい。
【０２３７】
　本発明の実施形態は、ユーザーの入力に基づいて真実験を計画する能力を有するエキス
パートシステムに関する。前述のように、エキスパートシステムの使用により、ユーザー
は、実験計画の理論又は実践における基礎を身に付けることから解放される。真実験は、
独立変数の少なくとも２つの水準を有する。エキスパートシステムは、実験の独立及び従
属変数を選定するのに必要な情報をユーザーから引き出す。例えば、デジタル看板の実験
において、エキスパートシステムは、「コンテンツＸ（ここでＸは、ユーザーが実験的に
評価することを望むコンテンツの任意の小片である）が効果的である場合、コンテンツＸ
を見せる結果として起こると期待する変化は、言葉で表すとどのようなものですか」など
の質問を、ユーザーに尋ねてもよい。システムは、特定の製品の売り上げが増加する、店
内の特定の場所での客足が増加する、消費者が特定の製品の特徴について店員に質問する
、消費者が特定の製品を棚から手に取る、及びその他など、考えられる多数の変化を用意
しており、ここでその他とは、システムに記憶された考えられる変化のセットに含まれて
いない任意の他の変化である。
【０２３８】
　当業者には明らかなように、これらの考えられる「世における変化」の各々は、コンテ
ンツＸの有効性を試験するように計画された実験で測定できる、考えられる従属変数に対
応する。同様に、エキスパートシステムは、薬の研究におけるプラシーボと類似した対照
コンテンツを選ぶプロセスを通じてユーザーを案内することもできる。例えば、エキスパ
ートシステムは、コンテンツＸの目的とはいかなる点でも関連しないコンテンツを識別す
るようにユーザーに求める。
【０２３９】
　内的妥当性に対する脅威に関し、エキスパートシステムは、一連の質問及びユーザーの
回答を通じて、内的妥当性に対する脅威を識別し、均衡化、相殺化及び／若しくはブロッ
ク化、並びに／又は無作為化などにより、これらの脅威を統制するプロセスを開始しても
よい。
【０２４０】
　エキスパートシステムは、ユーザーの入力に基づいて、実験における各サンプルが独立
変数の各水準に等しい見込みで割り当てられるように、各群にサンプルを無作為的に割り
当てるプロセスを実行することが可能である。エキスパートシステムはまた、無作為化、
相殺化、及び／又はブロック化を含んだ実験を計画することも可能である。このシステム
は、ユーザーが独立変数又は独立変数の水準を選択するのを支援してもよく、また、ユー
ザーが実験の内的及び／又は外的妥当性に関連付けられる要因に基づいて従属変数を選択
するのを支援する。例えば、このシステムは、独立変数及び従属変数の様々な組み合わせ
に対して検出力分析を遂行するのに必要な情報を取得し、様々な検出力分析の結果を、ユ
ーザーが理解する分野特有の用語及び数値で、ユーザーに提供することができる（「売り
上げデータを使用してコンテンツのこの小片の有効性を測定すると、８週間の時間と１４
００ドルの費用がかかりますが、センサーデータを使用すると、２週間の時間と８００ド
ルの費用となります」）。
【０２４１】
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　いくつかの構成において、真実験を計画することに加えて、エキスパートシステムは、
真実験を遂行すること、データを収集すること、データを統計的に分析すること、及び実
験の結果を解釈することのうちの１つ以上をユーザーが実施するのを支援してもよい。実
験又は真実験の制約を有する様々なサブプロセスを遂行し、分析し、解釈するための機能
を含むエキスパートシステムの実施形態が、図８Ｄに示されている。先に説明した実験計
画プロセッサ１１０及びユーザーインターフェイス１２０に加えて、エキスパートシステ
ムはまた、実験の実行を自動的に又は半自動的に制御するように構成された実験制御プロ
セッサ１３５を有していてもよい。また、実験データを分析しかつ／又は実験結果を解釈
するように構成された実験分析プロセッサ１４５が含められていてもよい。制御プロセッ
サ１３５及び分析プロセッサ１４５の機能は、どのように実験が計画プロセッサ１１０に
よって計画されたかの情報により強化される。
【０２４２】
　例えば、分析プロセッサ１４５は、独立及び独立変数に関する情報（例えば、独立変数
（ＩＶ）及び従属変数（ＤＶ）が連続的であるか離散的であるか）を受け取るため、分析
プロセッサ１４５は、実験から得られたデータに適用するのに適した統計的検定を選ぶの
に必要な情報の大部分を有していることになる。例えば、２つの離散的な水準を有する１
つのＩＶと、１つの連続的なＤＶが存在する場合、推測統計的検定にＴ検定が分析プロセ
ッサ１４５によって選択され得る一方で、２つの離散的な水準を有する１つのＩＶと、２
つの離散的な水準を有する１つのＤＶが存在する場合、カイ二乗検定が推測統計的検定に
使用され得る。同様に、分析プロセッサ１４５は、どの実験条件が特定の仮説に特徴的で
あるかに関しては、計画プロセッサ１１０からの情報へのアクセスを有するため、分析プ
ロセッサ１４５は、どの実験及び対照条件が統計的に比較されユーザーにレポートされる
べきかを判断するのに必要な情報の大部分又はすべてを有していることになる。
【０２４３】
　本明細書で説明する様々な実施形態に従う実験計画に対するコンピュータに基づく手法
は、コンピュータ化デジタル看板情報システムを伴う。しかしながら、本発明は、通信シ
ステム又はデジタル看板の分野に限定されるものではない。本発明の手法は、関心分野に
かかわらず真実験を計画するために応用することができる。例えば、本明細書で説明する
方法及びシステムは、限定されるものではないが、活字メディア、デジタル看板、及び／
又はインターネットで配信される広告など、デジタル的に配信される任意の種類のメッセ
ージ、並びに、生物学、化学、言語学、医学、認知科学、社会科学、教育、経済学、及び
／又は他の科学分野に関連する実験を含めて、いくつもの主題領域に対する実験の計画に
応用されてもよい。
【０２４４】
　実験については、デジタル看板コンテンツを評価する実験を計画するように構成された
エキスパートシステムの状況において説明する。明らかなように、エキスパートシステム
は、それに代わって又はそれに加えて、他のタイプのコンテンツを評価するようにプログ
ラムされてもよく、又はコンテンツの評価実験以外の実験を計画するようにプログラムさ
れてもよい。以下に説明するエキスパートシステムの例により、読者は、概して科学的試
みのすべての分野に及ぶ本発明の原理の理解を高めることが可能となる。
【０２４５】
　図９Ａ～９Ｅに示す流れ図は、本発明の実施形態に従って計画プロセッサ１１０（図８
Ａ及び８Ｄ）によって実施され得るプロセスの概要を示す。この流れ図は、本発明の様々
な実施形態に従って必要な情報を供給するようにユーザーに促すことでエキスパートシス
テムによって実施され得る、真実験の計画における工程を示す。エキスパートシステムは
、ユーザーに質問を提示することによって、情報を供給するようにユーザーに促す。エキ
スパートシステムは、ユーザーの回答を受け取り、実験に必要な情報をユーザーの回答か
ら抽出する。図１０Ａ～１０Ｐは、図９Ａ～９Ｅの流れ図に示すプロセスのうちの一部に
関してユーザーに提示され得る質問を表す表示画面のスクリーンショットである。この例
示的なスクリーンショットは、デジタル看板コンテンツとホテル内の喫茶店での売り上げ
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との因果関係を試験し測定する実験又はそのサブプロセスに対応する質問を提示する。様
々な広告が、様々なロケーションに配置されたデジタルディスプレイに提示される。この
例は、真実験を計画する際にエキスパートシステムによって実施され得るプロセスを示す
ために用いられる。当業者には明らかなように、喫茶店の実験を計画するためのこの例示
的なプロセスは、ユーザーに質問を提示して関心のある特定の実験を計画するのに必要な
情報を得ることにより、任意の実験に当てはめられてよい。
【０２４６】
　図９Ａに示すように、真実験を計画するためのエキスパートシステムで使用されるプロ
セスは、操作仮説を策定する（２０２）こと、並びに、変数が離散的か連続的か、またど
のＩＶ水準を試験するべきかを含む、実験の独立及び従属変数を識別する（２０４）こと
を含む。ユーザーからの入力を用いて、エキスパートシステムは、交絡及び妨害変数（nu
isance variable）を識別し（２０６）、実験を実行するためにどの実験及び対照コンテ
ンツが各デジタルディスプレイ全体にわたって示されるかについてのスケジュールを決定
する（２０８）。
【０２４７】
　図９Ｂは、実験変数を識別する（２０４）ことに伴ういくつかの任意選択によるプロセ
スを更に詳細に示す。エキスパートシステムは、考えられる独立及び従属変数を識別する
（２１０）ための情報を取得し、ユーザーから情報を得る（２１２）ことができ、その結
果、検出力分析を実施することができる。エキスパートシステムは、対照コンテンツを選
択するプロセスにおいてユーザーを支援してもよく（２１４）、また、実験手順に関する
情報をユーザーから得てもよく（２１６）、その実験手順は、デジタル看板の状況におい
て、デジタル看板ネットワーク全体にわたってコンテンツを表示するためのスケジュール
を含む。このスケジュールは、デジタル看板ネットワーク全体にわたってコンテンツが再
生されるロケーション及び時間を含む。
【０２４８】
　図９Ｃは、検出力分析を実施するための情報を得る（２１２）プロセスを更に詳細に示
す。検出力分析により、エキスパートシステムは、所与の大きさの効果が実験で検出され
る確率を決定することができる。また、この段階の間に得られた情報は、予め指定した大
きさの統計的検出力をその実験が有するのに必要なサンプルサイズを決定するために使用
されてもよい。検出力分析は、３つのパラメータのうち他の２つから得られない１つのパ
ラメータについて解くものである。検出力分析のパラメータは、サンプルサイズ、検出力
、効果サイズである。エキスパートシステムは、これらのパラメータのうちのどれを最も
配慮するかをユーザーに段階的に説明し、実験計画を最適化するのを助けることができる
。例えば、ユーザーが、Ｘよりも大きくない限り効果に関心がないという場合、検出力分
析は、少なくともＸと同程度に大きい効果を発見するのに十分な検出力を実験が有するよ
うに遂行されることになる。
【０２４９】
　検出力分析は、帰無仮説下での平均値２２２、検定仮説下での平均値２２４、標準偏差
２２６、及びサンプルサイズ２２８の情報を推定することを必要とする。これらのパラメ
ータは、図１０Ａ～１０Ｐにより詳細に示すようにユーザーに提示される一連の簡単な質
問を通じて推定される。標準偏差が未知である場合、履歴データが推定の基準となること
がある。履歴データがない場合、ある程度良好な近似法は、従属変数が取り得る最大値か
ら従属変数が取り得る最小値を引いたものを使用し、この差を４で割ることである（これ
によって標準偏差が控えめに推定される）。
【０２５０】
　図９Ｄは、交絡値及び妨害値を識別する（２０６）ためのいくつかの所望によるプロセ
スをより詳細に示す。交絡変数は、独立変数の水準と共に系統的に変動する任意の変数で
ある。例えば、対照コンテンツのある小片に、テロの脅威の水準が上昇したことを警告す
るコンテンツのある小片が常に続くのに対して、実験コンテンツのある小片に、安眠ベッ
ドの広告が常に続く場合、対照又は実験コンテンツを再生しているときの喫茶店での売り
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上げの差は、対照コンテンツと実験コンテンツとの差に起因する可能性があり、また実験
及び対照コンテンツの各小片に続くコンテンツに起因する可能性もある。交絡の例には、
平均値への回帰、順序効果、持ち越し効果、床効果、天井効果、ホーソーン効果、及び需
要特性が挙げられる。
【０２５１】
　妨害変数は、ＩＶの水準とは系統的に変動しないが、喫茶店の実験の統計的検出力を減
じ得る変数である。例えば、適切な無作為化がなされると、ホテルの客室利用率は妨害変
数となる。一方のホテルは客室利用率の変動性が高く、もう一方は変動性が低いという２
つの実験において、他の条件がすべて同じである場合（例えば同じサンプルサイズ）、統
計的検出力は、客室利用率の低いホテルにおいてより高くなる。デジタル看板の実験にお
ける妨害変数の例には、他の販売促進活動、天候、曜日、経済状態が挙げられる。エキス
パートシステムは好ましくは、考えられる交絡及び妨害変数についての情報を、これらの
変数についての情報を含むユーザー回答を引き出す一連の質問を提示することによって得
る。
【０２５２】
　図９Ｄに示すように、エキスパートシステムは、例えば、持ち越し効果２３１、選択バ
イアス２３２、統制された実験でＩＶの水準の影響を受けなかった場合になされる扱いと
は何らかの異なった形でサンプルが扱われる（例えば、クリップボードを持つ誰かに見ら
れることで、コンテンツのある小片を見て通常どのように反応するかが変化し得る）こと
に起因する結果の相違を伴う試験の効果２３５、実験の失敗率２３６、実験に影響を与え
（effect）得る局所的事象２３７に関する情報、及び他の広告又は販売促進努力２３８に
関する情報を得るように考案された一連の質問を提示してもよい。
【０２５３】
　図９Ｅは、持ち越し効果についての情報を得る（２３１）ためにエキスパートシステム
によって実施され得るいくつかの所望によるプロセスをより詳細に示す。エキスパートシ
ステムは、他のロケーションで示されるコンテンツについての情報を入手する（２３２）
ために、一連の質問をユーザーに提示する。別の一連の質問により、持ち越し効果を生じ
得るコンテンツのタイミングについての情報を含む回答がユーザーから引き出される（２
３４）。
【０２５４】
　エキスパートシステムは、真実験を実施するのに必要な情報を得るために、上述のプロ
セスのうちのいくつか又はすべてを通じてユーザーを導く。図１０Ａは、ユーザーに質問
を提示しユーザーの回答を受け取るために使用し得る例示的なディスプレイ３００を示す
。図１０Ａに示すディスプレイ３００はタッチ感知式ディスプレイであるが、非タッチ感
知式ディスプレイなど、ユーザーに質問を提示しユーザーの回答を受け取るのに好適な任
意のタイプの入出力装置が使用されてよい。ディスプレイのタッチ感知性により、タッチ
を通じてユーザーの回答を表示画面に入力することが可能となる。マウス、キーボード、
及び／又は音声認識回路を有するマイクロホンを含めて、ユーザーから回答を受け取るの
に好適な任意のタイプの入力装置が使用されてよいことが明らかとなろう。
【０２５５】
　この例において、ディスプレイ３００は、質問／回答の視聴領域３０５と、様々なプル
ダウンメニュー３１０～３１６とを有し、プルダウンメニュー３１０～３１６は、ユーザ
ーからのタッチによって作動して情報の集積を促進することができる。各プルダウンメニ
ュー３１０～３１６は、質問の異なる領域及び／又はメニューのタイトルによって示され
る実験計画の異なる側面に対応している。メニュー３１０～３１６は、階層的なメニュー
構造における最上位の水準を典型的に示している。選択されると、プルダウンメニュー３
１０は、メニュー構造におけるその次の階層的最高水準に対応する１つ以上のサブメニュ
ー３２０～３２２を示す。サブメニュー３２０～３２２の選択により、更なるメニューが
提示されてもよい。階層構造でのサブメニューの提示は、メニュー構造に関連付けられる
質問又は実験計画操作の領域で要求される特異性の水準を達成するのに必要なだけ続いて
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もよい。タッチスクリーンにより、メニュータイトル又はメニュー項目にタッチすること
で、メニュー及び／若しくはサブメニューをプルダウンし、かつ／又はメニュー項目を作
動させることが可能になる。
【０２５６】
　明らかなように、図１０Ａ～１０Ｐに示すメニューは、エキスパートシステムに使用し
得る考えられるメニューの一部を代表するものである。例えば、使用し得る他のメニュー
には、実験を計画するために更なる情報を得ることに関するメニュー、又は実験を遂行若
しくは分析する際に使用する情報を得ることに関するメニューが挙げられる。
【０２５７】
　エキスパートシステムは、様々なモードで動作してよく、例えば、メニュー項目の作動
は、典型的には、エキスパートシステムが実験計画プロセスを通じてユーザーを導くとき
にエキスパートシステムによって実施される。いくつかの実施形態において、ユーザーは
、制御プロセッサ及び／又は分析プロセッサと交互作用して、実験の成果、実験データの
分析、及び／又は実験結果の解釈に関する入力を与えてもよい。
【０２５８】
　メニュー項目はまた、所望によりユーザーによってアクセスされてもよい。例えば、エ
キスパートシステムは、最初は、様々なメニュー又はサブメニュー項目に関連付けられた
操作を作動させることによって、情報を取得するプロセスを進めてもよい。ユーザーは、
所望により、メニュー項目を再び作動させることによってプロセスの様々な段階に戻るこ
とができる。例えば、ユーザーは、メニュー項目に戻って、前に入力した入力内容を変更
することを望む場合があり、また、好都合にもプルダウンメニュー３１０～３１６を使用
することによってそのようにしてよい。
【０２５９】
　図１０Ａに示す画面３００は、「検定モード（Test Mode）３１０」というタイトルの
メニューを示している。ユーザーが「検定モード」の項目を作動させる場合、画面は、実
験の独立変数を決定することに関する１つ以上の質問を表示する。先に議論したように、
この例において、エキスパートシステムは、デジタルディスプレイ上に表示されるグラフ
ィックス又はビデオクリップなどのデジタル看板コンテンツを分析する実験を計画するよ
うに構成されているが、このシステムは、他の種類の用途の実験を計画するように構成す
ることもできる。メニュー項目３１０の「検定モード」が作動されると、ユーザーは、サ
ブメニュー項目３２０～３２２から選ぶという選択肢を有する。ユーザーは、コンテンツ
と比べずに又はプラシーボコンテンツと比べてコンテンツのある小片をユーザーが評価す
ることを示す「コンテンツの個々の小片を評価する（Evaluate an individual piece of 
content）３２０」か、自身で比較したい２つの広告をユーザーが有することを示す「コ
ンテンツの複数の小片の相対的影響を評価する（Evaluate the relative impact of mult
iple pieces of content）３２１」か、「実験が「真」であるか否かを判断する（Determ
ine if an experiment is ‘true’）３２２」を選ぶことができる。
【０２６０】
　図１０Ａは、強調表示されたサブメニュー項目３２０で示されるように、ユーザーがコ
ンテンツの個々の小片を評価するように選択した状況を示す。このオプションを選択する
と、エキスパートシステムによって制御されるプロセスが始動して、コンテンツの個々の
小片を評価する実験を計画するのに必要な情報をユーザーから得る。エキスパートシステ
ムは、図１０Ｂに示すように、別のメニュー項目を作動させることによって、実験仮説及
び実験の従属変数を決定することを含むプロセスにおける次の工程に進む。
【０２６１】
　図１０Ｂは、「実験変数（Exp. Variables）３１１」（Experimental Variablesの略）
というタイトルのメニュー項目が選択されたところを示す。プルダウンすると、メニュー
３１１は、「仮説／変数（Hypothesis/Variables）」、「変動性（Variability）」、及
び「履歴データ（Historical Data）」というタイトルのサブメニュー項目のリストを示
す。サブメニュー項目を作動すると、一連の質問及び／又は選択肢がユーザーに提示され
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る。例えば、メニュー項目の「仮説／変数」が作動された場合、画面は、実験の仮説（複
数可）を策定するために、またその実験の考えられる従属変数を決定するために、図１０
Ｃに示すように、多数の選択肢を表示してもよい。ある状況において、図１０Ｃに示すよ
うに、「コンテンツが希望の効果を持つ場合、その結果として何が変りますか。関心のあ
るものすべてにチェックを付けてください。図中の（If the content is having the des
ired effect, what would change as a result? Check all that are of interest to yo
u.）」という質問がユーザーに提示される。ユーザーは、「売り上げが増加する（Sales 
will increase）３２３」、「交通流の増加が起こる（There will be an increase in tr
affic flow）」、「消費者が販売スタッフに問い合わせをする（Consumers will inquire
 with the sales staff）」、「消費者が特定の製品を棚から手に取る見込みが増す（Con
sumers will be more likely to pick up a particular product from the shelf）」、
「調査すると、消費者は特定の質問に別の答えをする（If surveyed, consumers will an
swer a particular questions differently）」、「その他の変化（Other changes）」と
いう回答のうちの１つ以上を選ぶことができる。図１０Ｃの具体的な例では、ユーザーは
「売り上げが増加する」を選択している。これを選択すると、実験仮説はデジタル看板コ
ンテンツを顧客に見せると売り上げが増加することであると確認する情報がエキスパート
システムに供給される。その情報はまた、実験における従属変数、すなわちコンテンツを
表示することで引き起こされた売り上げの変化を与える。
【０２６２】
　他の状況において、考えられる１つ以上の更なる従属変数、例えば、交通流、消費者の
問い合わせ、製品を手に取る消費者、及び／又は調査質問に対する答えが、ユーザーによ
って選択されてもよい。複数の従属変数が示された場合、エキスパートシステムは、実験
の費用を算出し、各従属変数に対する実験の内的及び外的妥当性を推定し、適切な従属変
数を選択するプロセスを通じてユーザーを導く。図１０Ｄは、図１０Ｃに示すプロセスの
工程で複数の選択がなされたとき、１つ以上の従属変数の選択過程を通じてユーザーを導
くためにエキスパートシステムが使用し得るプロセスの一部分を示している。
【０２６３】
　いくつかの状況において、図１０Ｃに示す提案される選択肢のいずれも、ユーザーが期
待する変化に対応せず、ユーザーが「その他」を選択することがある。その場合、エキス
パートシステムは、その実験の考えられる従属変数を識別し特徴付けるために、一連の更
なる質問を通じてユーザーを導く。例えば、ユーザーが「その他」を選択した場合、その
質問の一部は、考えられる従属変数が連続的か離散的かを判断することに関するものであ
ってもよい。ユーザーは、カテゴリ的又は名目的な（例えば男性及び女性）離散的データ
を有することもある。離散変数は、順序データと呼ばれる順序付きカテゴリ（例えば年齢
カテゴリ２０～２９、３０～３９、など）であってもよい。連続的データは、連続したつ
ながりが根底にあるところで、種々の測定技術から生じる。一例として、非常に嫌いから
非常に好きまでの範囲の愛好スケール（７つのカテゴリ、１～７のスケール）での、又は
絶対購入しないから絶対購入するに及ぶ購入意思スケールでの、調査のスケール格付けが
ある。もう１つの例は、より伝統的な連続変数であり、連続変数には、考えられる値（気
温、収入、売り上げ、体重など）が多数ある。
【０２６４】
　例えば、「その他」のカテゴリがユーザーによって選択された場合に情報を引き出す際
、エキスパートシステムは、１つ以上の更なる質問を提示して、従属変数を決定し、かつ
／又は従属変数が連続的であるか離散的であるかを決定してもよい。
【０２６５】
　エキスパートシステムは、一連の質問を通じてユーザーを導いて、検出力分析を実施す
るのに必要な情報を取得してもよい。検出力分析に使用されるパラメータには、帰無仮説
下での平均値、標準偏差、検定仮説下での平均値、有意水準、検出力、及びサンプルサイ
ズが挙げられる。これらのパラメータの一部についての情報はユーザーから取得されるが
、その他は、エキスパートシステムにプログラムされる標準値である。考えられる従属変
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数を決定した後、エキスパートシステムは、図１０Ｅ（図中内容は図１０Ｂと同一）に示
すように、「変動性（variability）」というタイトルのサブメニュー項目に関連付けら
れたプロセスを作動させてもよい。これらのプロセスにおいて、エキスパートシステムは
、考えられる従属変数の変動性を判断するために考案された一連の質問を通じてユーザー
を導く。
【０２６６】
　考えられる従属変数の変動性を判断すると、実験の統計的検出力を評価するためにエキ
スパートシステムが使用する情報が提供される。例えば、エキスパートシステムは、図１
０Ｆ及び１０Ｇに示す質問など、利用可能なデータの精度についての情報を収集するため
の質問を提示してもよい。図１０Ｆにおいて、エキスパートシステムは、利用可能なデー
タの精度の下限についての情報を取得するための質問を提示している。図１０Ｆに示すよ
うに、「最短でどの程度の時間単位ごとに売り上げを測定できそうですか。図中の（What
 is the smallest increment of time that sales can possibly be measured?）」とい
う質問に、１時間ごと（hourly）、各シフト後（after each shift）、１日ごと（daily
）、１週間ごと（weekly）、１か月ごと（monthly）、又はその他（other）、という選択
肢が用意されている。この具体的な事例において、ユーザーは、売り上げを測定できる最
小の時間単位が１時間ごとであることを指示している。図１０Ｆに示すスクリーンショッ
ト上で、エキスパートシステムはまた、最小の時間単位でデータを測定することに伴う費
用を入力するようにユーザーに促している「図中の（Emter the cost of measuring sale
s at the smallest increment of time）」。
【０２６７】
　図１０Ｇに示すように、エキスパートシステムはまた、データの取得に好都合な時間単
位についての情報を取得する。図１０Ｇに示すスクリーンショットにおいて、エキスパー
トシステムは、売り上げを測定できる好都合な時間単位について問い合わせている。「図
中の（What is a convemient interval for sales to be measured?）」ここでも、ユー
ザーは、１時間ごと（hourly）、各シフト後（after each shift）、１日ごと（daily）
、１週間ごと（weekly）、１か月ごと（monthly）、又はその他（other）から選択するよ
うに促されている。また、図１０Ｇに示すように、好都合な単位でデータを取得するのに
伴う費用が求められる「図中の（Enter the cost of measuring sales at the convemien
t intevral）」。
【０２６８】
　エキスパートシステムは、図１０Ｈ（図中内容は図１０Ｂと同一）に示すように「履歴
データ（Historical Data）」というタイトルのサブメニュー項目に関連付けられたプロ
セスを作動させてもよい。ユーザーは、売り上げ履歴データを利用可能にするか否か（図
１０Ｉの「Yes」又は「No」）を指示するように促される（図１０Ｉの「Do you have his
torical data for sales?」）。肯定（図中の「Yes」）の回答により、図１０Ｊ及び１０
Ｋに示す画面が現れ、これらの画面でユーザーは、それぞれ最小の時間単位及び好都合な
時間単位に対する売り上げデータを入力することができる。売り上げ履歴データは、例え
ば、実験の統計的検出力を測定する検出力分析で使用する従属変数（この例では売り上げ
）の標準偏差を推定するために使用されてもよい。図１０Ｊ及び１０Ｋに示す画面で引き
出される入力事項の数は、所望の信頼水準及び標準偏差に基づいてコンピュータによって
決定される。例えば、コンピュータは、標準偏差が特定の範囲内に収まるという特定の信
頼水準を達成するために、標準偏差を推定するのに必要な一定数の入力事項についての情
報を提供するようにユーザーに促してもよい。
【０２６９】
　標準偏差に用いられる信頼水準、例えば９０％又は９５％は、通常はユーザーに知られ
ているが、この信頼水準はエキスパートシステムのプログラム可能値であり得る。上述し
た従属変数の標準偏差の信頼水準、及び実験の有意水準など、エキスパートシステムで使
用される特定の値は、システムが構成される時点でプログラム可能であってよい。これら
の構成値は、例えばエキスパートシステムソフトウェアに精通した管理者によって、後に
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変更されてもよい。
【０２７０】
　エキスパートシステムは、ユーザーに質問を提示して、実験の効果に関連する情報を取
得してもよい。図１０Ｌは、最小の効果サイズを決定するためにユーザーに提示され得る
質問を示すスクリーンショットである。この例において、エキスパートシステムは、コン
テンツが価値のあるものとなる売り上げの増加をユーザーが入力することを要求する「図
中の（Enter the increase in sales fhat would mate the sign valuable to you）」。
【０２７１】
　真実験を計画するために、エキスパートシステムは、実験に影響を与え得る、考えられ
る交絡及び／又は妨害変数についての情報を得る。例えば、交絡変数は、持ち越し効果（
Carry over effects）、選択バイアス（Selection bias）、試験効果（Testing effects
）、及び実験の失敗率（Experimental mortality）に関連付けられてもよい。図１０Ｍの
画面に示すように、これらの要因の各々に対するメニュー項目が作動されて、これらの要
因についての情報を得るために一連の質問がユーザーに提示されてもよい。図１０Ｍにお
いて、メニュー項目の持ち越し効果が強調表示されている。持ち越し効果のメニュー項目
を作動させると、図１０Ｎ～１０Ｐの質問が提示されることになる。図１０Ｎにおいて、
エキスパートシステムは、コンテンツが示された可能性のある他のロケーションについて
の情報を知らせるようにユーザーを導く質問を提示する。図１０Ｏ及び１０Ｐにおいて、
エキスパートシステムは、持ち越し効果のタイミングについての情報を知らせるようにユ
ーザーを導く質問を提示している。
【０２７２】
　図１１Ａは、本発明の実施形態に従って、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセ
ス（例えば、図５～７Ｂに示すものなど）を計画する能力を組み込んでデジタル看板のコ
ンテンツの有効性を試験し得るデジタル看板システム（ＤＳＳ）のブロック図である。例
えば、図１１Ａ（及び図１１Ｂ）に示すＤＳＳは、図１～８に関連して上述した方法論を
実現するように構成されてもよい。図１１Ａのブロック図は、機能ブロックに分割された
ＤＳＳの一構成を示している。当業者には明らかなように、ＤＳＳは、これに代わって、
異なる機能ブロックを使用して示されてもよく、また、ＤＳＳの各種の構成要素は、ハー
ドウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はハードウェア、ソフトウェア、及びファ
ームウェアの任意の組み合わせとして実現されてもよい。
【０２７３】
　本発明によるシステムは、本明細書で説明する機構、構造、方法、又はそれらの組み合
わせを含んでよい。例えば、システムは、図１１Ａに示す有利な機構及び／又はプロセス
のうちの１つ以上を含むように実現されてもよい。そのようなシステムは、本明細書で説
明する機構のすべてを含む必要はないが、有用な構造及び／又は機能をもたらす選択され
た機構を含むように実現され得ることが意図されている。
【０２７４】
　図１１Ａに示すＤＳＳは、音声、映像、及び／又は他のメディア形式で情報コンテンツ
を提示するように構成されたコンピュータ化システムである。ＤＳＳは、提示する情報コ
ンテンツのリストを提供する再生リスト、及びコンテンツの提示の順序を規定するスケジ
ュールを、自動的に又は半自動的に生成する機能を有していてもよい。半自動モードにお
いて、ユーザーは、対話的なユーザーインターフェイス４１０を通じてＤＳＳ制御プロセ
ッサ４０５にアクセスしてもよい。ＤＳＳ制御プロセッサ４０５に支援されて、ユーザー
は、提示するコンテンツを識別し、１つ以上のＤＳＳ再生機４１５に提示するタイミング
及び順序を制御する再生リスト及びスケジュールを生成してもよい。各再生機４１５は、
再生機用に策定された再生リスト及びスケジュールに従って、受信者にコンテンツを提示
する。情報コンテンツは、例えば、グラフィックス、テキスト、ビデオクリップ、静止画
像、オーディオクリップ、ウェブページ、並びに／又はビデオ及び／若しくはオーディオ
コンテンツの任意の組み合わせを含んでもよい。
【０２７５】
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　いくつかの実現形態において、再生リスト及びスケジュールが策定された後、ＤＳＳ制
御プロセッサ４０５は、再生リストに必要なコンテンツを判断し、コンテンツサーバーか
らコンテンツをダウンロードし、再生機４１５にコンテンツを配信する再生機制御装置４
２０に、再生リスト及びスケジュールと共にコンテンツを転送する。図１１Ａは、再生機
制御装置４２０を１つのみ示しているが、複数の再生機制御装置が、単一のＤＳＳ制御プ
ロセッサ４０５に連結されてもよい。各再生機制御装置４２０は、単一の再生機又は複数
の再生機４１５を制御することができる。コンテンツ並びに／又は再生リスト及びスケジ
ュールは、コンテンツ／再生リスト／スケジュールが対象とする再生機４１５を識別する
情報を提供する適切なアドレス指定を用いて、圧縮形式で、ＤＳＳ制御プロセッサ４０５
から１つ以上の再生機制御装置４２０に転送されてもよい。いくつかの応用例において、
再生機４１５は店舗内に分配されてもよく、再生機４１５に提示されるコンテンツは広告
であってもよい。
【０２７６】
　他の実現例において、ＤＳＳ制御プロセッサ４０５は、再生リスト及びスケジュールの
みを再生機制御装置４２０に転送してもよい。コンテンツが再生機制御装置４２０に常駐
していない場合、再生機制御装置４２０は、コンテンツ記憶装置４２５にアクセスして、
提示するコンテンツを得てもよい。いくつかの状況において、コンテンツ記憶装置４２５
を含む、ＤＳＳシステムの様々な構成要素のうちの１つ以上が、イントラネット又はイン
ターネット接続などのネットワーク接続を通じてアクセス可能となっていてもよい。再生
機制御装置４２０は、所望のコンテンツをまとめるか、あるいは、再生リスト及びスケジ
ュールに従って所望のコンテンツを再生機に表示するのを促進してもよい。再生リスト、
スケジュール、及び／又は再生機４１５に提示されるコンテンツは、例えば、再生機制御
装置４２０によって又はＤＳＳ制御プロセッサ４０５によって、周期的に又はユーザーの
要求通りに修正することができる。
【０２７７】
　いくつかの実現例において、ＤＳＳ制御プロセッサ４０５は、再生機で再生されるコン
テンツのプログラムの開発及び／又は編集を容易にする。例えば、ＤＳＳ制御プロセッサ
４０５は、テンプレートの使用により、オーディオビジュアルプログラムの編集を容易に
してもよい。テンプレートは、提示されるオーディオビジュアルプログラムの開発におい
て適用される制約及び／又は規則を編集することを含む。例えば、テンプレートは、特定
のタイプのコンテンツに使用される画面の部分、どのタイプのコンテンツを各区分で再生
できるか、並びに、どのような順番で、フォントサイズ、及び／又は他の制約若しくは規
則がプログラムの表示に適用可能であるかに関連付けられる規則を含んでもよい。別々の
セットの規則及び／又は制約が、各ディスプレイ構成に望ましいこともある。いくつかの
実施形態において、種々のディスプレイ用にプログラムを編集することが、ＤＳＳ制御プ
ロセッサ４０５によって自動的に実施されてもよい。
【０２７８】
　いくつかの実施形態において、ＤＳＳは、認知科学の分野における研究及び実験を通じ
て得られた情報に基づいて、テンプレートを作成し、コンテンツを生成し、コンテンツを
選択し、プログラムをまとめ、かつ／又は表示されるプログラムを編集してもよい。認知
科学は、人間の知覚の仕組みを理解しようとするものである。認知科学及び視覚科学の研
究分野では、人間の知覚システムが情報を処理する方法、注意の基礎となる仕組み、人間
の脳が記憶に情報を格納し表現する方法、並びに言語及び問題解決の認知基準に関する広
大な知識基盤が生み出されてきた。
【０２７９】
　認知科学をコンテンツの設計、レイアウト、編集、及び／又はコンテンツの提示に適用
することにより、人間の知覚システムによって容易に処理され、理解が容易であり、かつ
人間の記憶に容易に保存される情報が得られる。認知科学により得られ認知科学データベ
ース４３０に記憶された知識は、テンプレートの作成、コンテンツ設計、コンテンツの選
択、コンテンツの配信、プログラムの集成、及び／又は表示のためのプログラムの編集を
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含む、ＤＳＳの１つ以上のプロセスに、自動的に又は半自動的に知らせるために使用され
てもよい。ＤＳＳのプログラミングと共に使用される認知科学データベース４３０は、そ
の分野における特定の訓練を受ける必要性からシステムユーザーを解放する一方で、認知
科学の教示によって強化された広告又は他のデジタル看板プログラムを生み出す。
【０２８０】
　例えば、認知科学データベース４３０は、人間の知覚システムによって容易に処理され
、容易に把握され、かつ容易に記憶に保存されるコンテンツを提供するために、コンテン
ツの計画、配信、及び／又は調節のプロセスの間に利用される認知科学及び視覚科学の情
報を記憶してもよい。認知科学データベース４３０は、認知科学及び視覚科学の原理に従
ってコンテンツを開発し修正するために、コンピュータによって実現される設計の規則及
びテンプレートを含んでいてもよい。認知科学データベース４３０はまた、視覚的注意、
テキストの読みやすさ、及び記憶の原理のモデルなど、コンピュータで実現可能な、認知
科学及び視覚科学の原理のモデルを含んでいてもよい。
【０２８１】
　デジタル看板のプログラム、例えば広告キャンペーンなどの開発において、ＤＳＳ制御
プロセッサ４０５は、認知科学により得られた知識を使用して強化される様々なプロセス
を通じてユーザーを案内してもよい。例えば、認知科学データベース４３０に記憶された
情報は、最適なプログラムレイアウトを作成するためのテンプレートの選択に、及び／又
はコンテンツの要素が図形、テキストであるべきか、動き、カラー、サイズを含むべきか
など、コンテンツの選択に、及び／又はプログラム開発の他の態様の実現に適用されても
よい。
【０２８２】
　本発明のコンピュータ支援型の方法及びシステムは、認知科学及び視覚科学の原理を応
用するのに必要な訓練を通常は受けていないコンテンツ設計者が、コンテンツの設計及び
配信の有効性を高めることが可能となるように実現されてもよい。本発明のシステム及び
方法は、同時係属中の米国特許出願第１２／１５９１０６号においてより詳しく記載され
ている方式で、認知科学データベース４３０に関連する機構及び機能を組み込んでいても
よく、この米国特許出願第１２／１５９１０６号は、代理人整理番号第６１２８ＷＯ００
３で米国を指定国とする国際出願の米国特許出願第２００６／０４９６６２号として２０
０６年１２月２９日に出願され、「認知科学データベースを使用したコンテンツの開発及
び配信（Content Development and Distribution Using Cognitive Sciences Database）
」と題されたものであり、参照によって本願に組み込まれる。
【０２８３】
　ＤＳＳは、多様なディスプレイタイプ及び視聴条件に適応するために、デジタル看板プ
ログラムの別のバージョンを設計する能力を有していてもよい。ディスプレイ技術は多様
であり、デジタル看板のネットワーク上でコンテンツを提示するために使用されるディス
プレイのタイプには大きな違いが存在する。例えば、寸法、形状、明るさ、及び視聴条件
は、デジタル看板のネットワーク全体で大いに異なる（例えば、一部のディスプレイは、
小型で、柔軟で、かつ非直線的であり得るのに対して、他のディスプレイは、標準的な大
型の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）及びプラズマディスプレイであり得る）。ディスプレイ
のタイプ及び視聴条件の差異は、コンテンツ小片の任意のバージョンが、ネットワーク全
体のすべてのディスプレイには最適でない可能性があることを意味している。
【０２８４】
　この問題を克服するためには、各ディスプレイタイプ及び視聴環境に対してコンテンツ
の各小片のバージョンを生成し、コンテンツのこれらのバージョンを、ネットワーク内の
対応する画面に選択的に配信することが必要となることがある。しかしながら、大規模な
ＤＳＳネットワーク全体にわたるディスプレイタイプ及び視聴条件のそのような子細な知
識をコンテンツ設計者が有すると期待することは現実的ではない。更に、そのようなコン
テンツ設計者が、そのような子細な知識を有していたとしても、各ディスプレイごとにコ
ンテンツのバージョンを手動で作成し、対応する各ディスプレイで適切な時間に再生する



(54) JP 5276099 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

ようにコンテンツを手動でスケジュールすることは時間の浪費となる。
【０２８５】
　ＤＳＳは、展開されたコンテンツの有効性を改善するために使用されるデータを収集す
るデータ獲得ユニット４３５を有していてもよい。データ獲得ユニット４３５により、デ
ジタル看板ネットワークの有効性の基礎となる配信率を、コンテンツの展開の間に実時間
で連続的に集めることが可能となる。得られた情報により、ＤＳＳのコンテンツの有効性
の継続的改善、並びに、コンテンツの複数小片の個々のバージョンの改善を促進すること
ができる。先に得られたデータは、例えば、特定のタイプのコンテンツの表示をどのセン
サー又は売り上げの事象で開始するべきかについて知るために使用されてもよい。
【０２８６】
　どのコンテンツプログラム内のコンテンツの個々の小片もそれぞれ、特定の目標を有し
ている（例えば、特定の製品を売ること）。デジタル看板ネットワークのユーザー各自の
目標の値に差異があるのが通例である。例えば、製品に対する目標の値を考慮した、各製
品の利鞘及び在庫水準に差異がある可能性がある。各目標を達成することの価値は、デジ
タル看板プログラムが展開される間に継続的に変化する。例えば、製品の在庫水準が変化
し、したがって製品の売り上げに対する目標に影響を与える可能性がある。
【０２８７】
　ＤＳＳの有効性を全体として向上させるには、１）デジタル看板プログラムを展開する
ことがデジタル看板プログラムに関連付けられる目標に与える影響を正確に予測すること
、２）コンテンツの個々の小片の配信パターン（タイミング、頻度、及びロケーション）
を、コンテンツの複数小片の変化に対応する各個々の目標値として連続的に変化させるこ
とが必要である。多くの場合、ＤＳＳのユーザーが、コンテンツを展開する影響を予測す
ること、及びコンテンツの各小片に関連付けられる絶えず変化する目標値に基づいて、コ
ンテンツの配信パターンを手動で変化させることは実行不可能である。ＤＳＳは、デジタ
ル看板プログラムの影響を予測し、その予測に基づいてコンテンツの配信を変更する機能
を備えている。
【０２８８】
　先に述べたように、コンテンツは、人間の行動に影響を与えること（例えば購入行動に
影響を与えること）を目標として再生機４１５に表示される。しかしながら、従来のデジ
タル看板システムでは、看板コンテンツと人間の行動との因果関係を示すこと、又はその
因果関係の強さを測定することが不可能である。この問題が生じるのは、現行のデジタル
看板ネットワーク全体にコンテンツを配信する方法では、人間の行動における測定された
変化が、看板コンテンツによって生じたのか、それとも何らかの交絡要因（例えば、天候
の変化、製品の一般的需要の変化、製品の価格の変化）の結果として生じたのかを判断す
ることが、支援されていないからである。
【０２８９】
　看板コンテンツと人間の行動との因果関係を明確に判断する唯一の方法は、看板コンテ
ンツが高度な実験計画を用いて系統的に操作され、人間の行動に対するそれらの操作の効
果が綿密に測定される真実験を遂行することである。そのような実験を手動で遂行するこ
とは時間の浪費であり、また、真実験を計画する科学的方法における相当な知識及び訓練
を必要とする。デジタル看板システムのユーザーは、真実験を計画して交絡のない結果を
得る方法を理解するのに十分な訓練を受けていなくてもよい。図１１Ａに示すＤＳＳは、
実験計画プロセッサ４４０と、真実験を計画する能力を提供するユーザーインターフェイ
ス４１０とを有している。
【０２９０】
　図１１Ｂは、真実験又は真実験の制約を有するサブプロセス（例えば、図５～７Ｂに示
すものなど）を計画するように構成された実験計画プロセッサを含むエキスパートシステ
ムを示している。先に議論したように、実験計画プロセッサ４４０は、完全に自動的に又
はユーザーとの対話を伴って半自動的に動作するように構成されてよい。半自動モードに
おいて、実験計画プロセッサ４４０は、ユーザーインターフェイス４１０を通じて遂行さ
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れる様々な対話的セッションを通じてユーザーを導き真実験を計画する。そのようなプロ
セスにおいて、実験計画プロセッサ４４０は、交絡のないデータを生じる真実験の計画を
確実にする。したがって、ユーザーは、実験計画プロセッサ４４０のプログラミングに依
存することができ、真実験の計画における知識又は経験を有することを必要とされない。
ＤＳＳは、実験計画プロセッサ４４０のみを備えていてもよく、又は実験展開ユニット４
４５、データ獲得ユニット４３５、及びデータ分析ユニット４５０などの更なる要素を有
していてもよい。
【０２９１】
　実験計画プロセッサ４４０は、自動的に又は半自動的に、実験の目的又は仮説を策定し
、実験の独立及び従属変数を識別し、適切な無作為化、均衡化、相殺化、及び／又はブロ
ック化を適用する対照及び治療群を形成してもよい。ＤＳＳという状況において、例えば
、実験の目的は、特定の製品の販売を促進する広告キャンペーン中にコンテンツ要素の有
効性を評価することであってもよい。独立変数は、コンテンツ要素の表示の態様に関連付
けられてもよい。従属変数は、製品売り上げの増加に関連付けられてもよい。
【０２９２】
　実験計画プロセッサ４４０は、実験コンテンツ及び対照コンテンツが表示されるＤＳＳ
の様々な場所の選択を含む、適切な治療及び対照群を形成してもよい。コンテンツの形式
、スケジュール、提示ロケーション、及び／又は実験プロセスに交絡をもたらし得る他の
要因を含む実験コンテンツの提示は、実験計画プロセッサ４４０によって制御される。実
験計画プロセッサ４４０は、対照及び治療群の適当な無作為化、相殺化、及びブロック化
を確実にして、実質的に交絡のない実験結果を達成する。ＤＳＳシステムの状況における
実験の計画は、例えば、実験を通じて試験されるコンテンツの提示のための適切な再生リ
スト及びスケジュールを生成することを含んでもよく、また、対照コンテンツの提示のた
めの再生リスト及びスケジュールを生成することを含んでもよい。
【０２９３】
　いくつかの構成において、エキスパートシステムは、実験展開ユニット４４５を更に含
んでもよい。実験展開ユニット４４５は、実験の展開を容易にするように構成されている
。例示的なＤＳＳシステムの状況において、実験展開ユニット４４５は、様々な再生機の
構成に合わせて実験コンテンツ及び対照群コンテンツをフォーマットし、再生リスト及び
スケジュールで指定された通りに再生機４１５上に提示するための、再生機制御装置４２
０への実験コンテンツ及び対照コンテンツの転送を容易にする。
【０２９４】
　データ獲得ユニット４３５は、対照及び治療群から実験データを収集するように構成さ
れてもよい。データ獲得ユニット４３５は、いかなる手段で、実験に関連するデータの獲
得を実施するか又は容易にしてもよい。例えば、この例示的なＤＳＳの状況において、デ
ータ獲得ユニット４３５は、製品の動向、製品の売り上げ、顧客の動作若しくは反応、及
び／又は他の情報を含む情報を集める様々なセンサー若しくはデータ獲得装置４６２、４
６４、４６６に連結されていてもよい。センサー４６２は、例えば、顧客が製品を手に取
るか否か、又はコンテンツが表示されているときに顧客がディスプレイの付近にいるか否
かを検知するために使用されてもよい。売り上げは、販売時点（ＰＯＳ）システム４６４
によって得られた情報に基づいて決定され得る。また、コンテンツの表示を確認する１つ
以上の装置４６６が使用されてもよい。製品の在庫水準の変化が、在庫管理システムを通
じて入手可能となっていてもよい。顧客の反応が、質問を通じて得られてもよい。遂行さ
れた実験が真実験である場合、データ獲得ユニット４３５によって得られたデータは、実
質的に交絡のないものである。
【０２９５】
　データ獲得ユニット４３５は、データ獲得ユニット４３５によって収集された実験デー
タを分析するように構成されたデータ分析ユニット４５０に連結されていてもよい。デー
タ分析ユニット４５０は、実験の独立変数と従属変数との因果関係を測定しかつ／又は定
量化してもよい。図示のＤＳＳの場合、分析の結果は、コンテンツが製品売り上げに影響
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を与えるという点で効果的であるか否かを判断するために使用されてもよい。
【０２９６】
　分析ユニット４５０は独立及び独立変数に関する情報（例えば、ＩＶ及びＤＶが連続的
であるか離散的であるか）を受け取るため、分析ユニット４５０は、実験から得られたデ
ータに適用するのに適した統計的検定を選ぶのに必要な情報の大部分を有していることに
なる。例えば、２つの離散的な水準を有する１つのＩＶと、１つの連続的なＤＶが存在す
る場合、推測統計的検定にＴ検定が使用される一方で、２つの離散的な水準を有する１つ
のＩＶと、２つの離散的な水準を有する１つのＤＶが存在する場合、カイ二乗検定が推測
統計的検定に使用される。同様に、分析ユニットは、どの実験条件が特定の仮説に特徴的
であるかに関しては、計画プロセッサ４４０からの情報へのアクセスを有するため、分析
ユニット４５０は、どの実験及び対照条件が統計的に比較されるべきかを判断するのに必
要な情報の大部分又はすべてを有していることになる。
【０２９７】
　分析の結果は、それに加えて又はそれに代わって、様々なプロセスを実現又は修正する
ために使用されてもよい。例えば、コンテンツが製品売り上げに影響を与えるという点で
効果的であった場合、そのコンテンツを組み込んで広告キャンペーンが開発されてもよい
。売り上げ増加の有効性に基づいたコンテンツ評価プロセス４７２により、ある値がコン
テンツに割り当てられてもよい。請求ユニット４７４により、コンテンツの評価に従って
、コンテンツを使用する広告主に請求書が送られてもよい。データ分析ユニット４５０は
また、入庫管理部４７６に情報を提供してもよい。加えて、データ分析ユニット４５０は
、広告キャンペーンが展開されているときに売り上げの予測をする売り上げ予測ユニット
４７８に情報を提供してもよい。売り上げ予測ユニット４７８は、それに加えて又はそれ
に代わって、広告キャンペーンで生じる売り上げを支援するのに必要な製品在庫を予測し
てもよい。
【０２９８】
　デジタル看板コンテンツを生成し、エキスパートシステムによって計画された実験を展
開し、実験データを収集する能力を含むデジタル看板システムの実現例が、２００５年１
２月２９日に出願された同時係属中の米国特許出願第１１／３２１，３４０号、及び２０
０６年１２月２９日に国際出願の米国特許出願第２００６／０４９６５７号として代理人
整理番号第６１２９２ＷＯ００３で出願され、「実験を計画するためのエキスパートシス
テム（Expert System for Designing Experiments）」と題された米国特許出願第１２／
１５９１０７号において更に記載されており、これらの出願は参照によって本願に組み込
まれる。
【０２９９】
　本明細書で説明するシステム及び方法は、本発明の実施形態に従ってコンサルト事業の
基礎を形成することができる。提供されるサービスには、とりわけ、顧客と協働して特定
の通信目的及び特定の消費者観衆に合わせて適切にタイムスロットサンプルを特徴付ける
こと、どの変数を調査で扱うかを判断すること、試験の独立変数の水準を判断すること、
ブロック化及び無作為化に使用できる要因を決定すること、並びに検出力分析を遂行する
ことが挙げられるが、これらに限定されるものではない。先に説明した測定アルゴリズム
は、クロス最適化（cross-optimization）及びブロック化要因に対するタイムスロット割
り付け要件を指定するために使用されてもよい。
【０３００】
　本発明に従う別の応用例は、全体的な収益性を最大限にするシステム及び方法に関する
。例えば、先に引用した「検出力と費用（Power & Money）」（アリソン及びアリソン（A
llison & Allison））の記事に記載されている基本的プロセスに従って、本発明のシステ
ムは、利用可能なすべてのタイムスロットサンプルの割り付けを、（１）上に詳細に説明
したようなコンテンツの有効性の試験、及び（２）試験されないが、売り上げを増加させ
ること、顧客満足を増進すること、従業員に通知することなど、任意の数の営業目標に対
処することが意図されたコンテンツという２つの目的で最適化するために使用されてもよ
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【０３０１】
　本明細書で説明したように本発明に従って実現されるシステムは、タイムスロットサン
プルの全在庫を「均衡化」するようにデータを提供して、ユーザーが、試験用タイムスロ
ットサンプル対非試験用タイムスロットサンプルの最適な水準、及び最少数のタイムスロ
ットサンプルを使用してより効率的にコンテンツを試験するための、それらの群内での割
り付けを決定して、より多くのタイムスロットサンプルを非試験用コンテンツに解放でき
るようにしてもよい。結果のデータは、ユーザーが収益性、満足などを最大限にするため
に、コンテンツ配信を継続的に監視し調節しようとするとき、ユーザーに通知することが
でき、また、いつコンテンツが「使い古しになる」かをユーザーが判断するのを助けるこ
とができ、この使い古しになるときは、前に有効であったコンテンツが、消費者又は従業
員聴衆に過度に曝されたことが原因で、十分に有効でなくなる時点として定義される。
【０３０２】
　本明細書に示した説明を用いると、本発明は、標準的なプログラミング及び／又はエン
ジニアリング技術を用いてプログラミングソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア
、又はそれらの任意の組み合わせを製作することによって、機械、プロセス、又は製造品
として実現されてもよい。
【０３０３】
　結果として得られる任意のプログラムは、コンピュータで読み込み可能なプログラムコ
ードを有するものであり、常駐メモリー装置、スマートカード、ＤＶＤ、ＣＤ、若しくは
他の取り外し可能なメモリー装置、又は送信装置など、コンピュータで使用可能な１つ以
上のメディア上に具現化され、それによって、本発明に従うコンピュータプログラム製品
又は製造品をなしてもよい。したがって、「製造品」及び「コンピュータプログラム製品
」という用語は、本明細書で使用するとき、コンピュータで使用可能な任意のメディア上
に又はそのようなプログラムを送信する任意の送信メディア内に、永久的に又は一時的に
存在するコンピュータプログラムを包含することを意図したものである。
【０３０４】
　本発明の様々な実施形態についての上述の説明は、例示及び説明を目的として提示した
ものである。網羅的なものにすること、又は本発明を、開示した厳密な形に限定すること
は意図していない。上記の教示を考慮すれば、多数の修正及び変形が可能である。例えば
、本発明の実施形態は、多種多様な応用例において実現されてよい。本発明の範囲は、こ
の詳細な説明によってではなく、むしろ添付の特許請求の範囲によって限定されるものと
する。
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